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論

説
、
ザ
ク
セ
ン
シ

ュ
ピ
l
ゲ
ル
に
お
け
る
裁
判
(
権
)

石

l
 
l
 

p
E
E
/
 

武

文
献
略
語
表

-
「
テ
キ
ス
ト
」

Z

O
〈
由
回
巾
ユ
巾
印
・
叶
，
・
目
・

M
M
・

-
z・
ロ
・
開
門
]
同
門
F
O
一打巾
H
1

片
目
白
・
げ
『
的
問
山
・
〈
・
日
戸
〉
・
何
(
U
阿
国
〉
河
口
、
戸
同
市
W
斗

ω・

-
「
邦
訳
」

H
久
保
正
幡
・
石
川
武
・
直
居
淳
訳
『
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

1
ゲ
ル
・
ラ
ン
ト
法
』
、
一
九
七
七
年
、
創
文
社
。

-
石
川
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
「
人
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
L

、
「
ラ
ン
ト
法
と
レ
l
ン
法
」
、
「
補
論
」
、
「
平
和
と
法
」
、
「
吋
2
Z
Z
M」、

「
法
の
生
成
」

H

石
川
武
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
に
お
け
る
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
本
誌
三
七
の
二
、
一
九
八
六
年
、
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l

H
∞
同
門
沙
問
巾
ロ
印
日
)
芯
m
州
市
]
戸
釦
口
広
「
巾
円
}
同
門
戸
∞
出
口
町
印
巾
ロ
印
日
比
巾
ぬ
巾
]
戸
巾
}
戸
口
同
・
巾
円
}
同
庁
・
冨
の
国
・
司
。
ロ
同
巾
印
宮
三
回
。

2
・
呂
田
H
H
F
n
-

白

EEC--
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説

一
九
八
七
年
、
「
人
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

I
レ
・
小
考
」
、
本
誌
三
七
の
四
、

八
七
年
、
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
ラ
ン
ト
法
と
レ

l
ン
法
」
(
こ
、
本
誌
三
九
の
五
・
六
、
一
九
八
九
年
、
「
ア
イ
ゲ
ン
と

一
九
九

O
年
、
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

1
ゲ
ル
に
お
け
る
平
和
と
法
」
(
一
)
、
本
誌
四

O
の
五
・

一
九
九
一
年
、
「
西
洋
に
お
け
る
法
の
生
成
」

ゲ
ル
に
お
け
る
ア
イ
ゲ
ン
」
、
「
法
制
史
研
究
」
三
六
、

九
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論

ムノ、 ゲ
ヴ
ェ

l
レ
・
補
論
」
、
本
誌
四

O
の
三
、

一
九
九

O
年
、
「
『
2
Z
Z∞
で
あ
っ
て
、

2
U
2
2
で
な
い
者
」
本
誌
四
一
の
五
・
六
、

l
l
m
、
「
書
斎
の
窓
」
四
六
一
一
一

l
四
七
二
、

一
九
九
七
l
九
八
年
。

-Hω
自
国
内
〉
ぎ

P
U
-
m
gロ
巾
吋
巾
∞
丹
『

C
W
E『
H
、
H
J
Z
E
-ハ
〉
ぎ
〉
唱

U-巾
{
ロ
ロ
巾
「
巾
∞
可
ロ
宮

51
色
町
田
昌
】
門
叶
巾
]
白
}
片
巾
『
ロ
門
町
巾
口
同
州
市
内

FZ-
。
白
∞
∞
色
目
立
巾
】

【
同
巾
印
∞
国
内
}
戸
印
巾
ロ
的
自
己
巾
m
州
市
}
印
・
百
一
明
ロ
ロ
}
内
包
。
口
口
口
門
田
司

O「
B
-
。
口
市
ロ
巾
ロ

1
5丘
三

Z
Y
O己
巾
ロ
℃

g
Z巾
呂
巾
仏
巾
吋

B
-口
巾
}
白

-Zユ
片
宮
市
口
問
巾
円

Fgmφ

白内

E
円}】丹市・
}
M
H

・∞

m-
〈
・
『
内
・
問
問
。
肘
∞
(
川
出
向
山

F
F
¥
〉・

(
V
O
河
口
開

ω-Hhw句。・

ニω回
目
穴
〉
者

P
ロ
訟
の
巾
『
一
円
宮

H
H
J
-∞
出
日
開
〉
者

P
U
S
の
巾
ユ
円

Z
5
r
n
y話
回
目
立
巾
肉
巾

Y
E
一
君
】
ユ
ロ
ロ

m
g
g『
OU帥
F
R
Y耳
目

f
n
v
g
'

-2ロ
ロ
「
・

m，
巾
印
門
的
円
げ
コ
ロ
ロ
耳
目
ハ
・
同
吋
。
巾
印
円
『
】
巾

--N己密
叶
(
〕
・
。
巾

σ口
三
回

gm-}】「凹
m-
〈

-c・同ハ
O
∞
「
開
河
¥
出
・

Z
何
回

FωHW2・
]
石
川
当
・

*
本
稿
は
、
も
と
も
と
、
畏
友
カ

l
ル
・
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
氏
の
古
稀
記
念
論
文
集
に
寄
稿
し
た
己
目
。

q
R宮
g
r
n
F
2
5
1
a巾
}
コ

(
右
の
「
文
献
略
語
表
」
を
参
照
)

の
邦
語
版
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
書
に
お
い
て
は
き
び
し
い
紙
幅
の
制
約
に
よ
り

脚
註
に
廻
さ
、
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
部
分
を
本
文
に
組
み
こ
ん
だ
り
、
本
邦
に
お
け
る
読
者
の
理
解
に
資
す
る
た
め
若
干
の
説
明
を
加
え
た
ほ

か
、
誤
り
を
訂
正
す
る
な
ど
、
多
少
変
更
し
た
点
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
構
成
は
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
稿
の
要
旨
は
、

一
九
九
六
年
九
月
二
五
日
、
ウ
ィ
ー
ン
大
学
で
開
催
さ
れ
た
第
一
一
二
回

u
g
g
n
F
2
H
N
2
F
Z
E
2
0
コZ
3お
に
お
い
て
報
告
し
て
お
い
た
。

さ
ら
に
、
本
稿
の
結
論
的
見
通
し
は
、
す
で
に
石
部
雅
亮
・
村
上
淳
一
編
『
ド
イ
ツ
近
代
法
史
辞
典
』
(
近
刊
予
定
)
所
収
の
「
中
世
法
と



近
代
法
」
、

お
よ
び
、
(
そ
れ
を
も
と
に
し
て
執
筆
さ
れ
た
)
窓
口
-
巾

E
ロ巾

2
∞
守
口

E
C「
巳

2
田
正
巳
と
芯
『

zny巾
口
周

2
z
g・
0
2
∞
色
目
立
冊
一
号
∞

r
n
g
g∞U
F
巾
m
m
z・3
(

「
文
献
略
語
表
」
を
参
照
)
に
お
い
て
も
述
べ
て
お
い
た
が
、
本
稿
執
筆
の
た
め
関
係
条
文
を
さ
ら
に
精
査
し
た
結
果
、

重
要
な
一
つ
の
点
で
当
時
の
見
解
を
改
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
わ
り
し
て
お
き
た
い
。

は
じ
め
に

ザクセンシュピーゲルにおける裁判(権)

本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
唱
立
与
芯
の
語
の
用
法
を
網
羅
的
に
検
討
し
、

接
に
関
連
す
る
コ
円
宮
町
「
(
巾
)
、
ユ
門
町
宮
口
、

gm巾
ユ
与
丹
市

(
H

〈
巾
「
可

2
Z
D
)
の
語
に
つ
い
て
も
、
本
稿
の
課
題
に
と
っ
て
必
要
な
限
り
で
同

様
の
検
討
を
加
え
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

1
ゲ
ル
に
お
け
る
官
コ
円
宮
内
(
特
に
裁
判
な
い
し
裁
判
権
)
の
概
念
、
お
よ
び
、

特
に
そ
れ
と
ラ
ン
ト
法
と
の
関
連
が
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

つ
い
で
、

そ
れ
と
密

(
ぬ
巾
)
老
町
円
巾
の
語
に
始
ま
り
、
「
巾

n
E
の
語
そ
の
も
の
を
も
っ
て
終
る
は
ず
の
、
キ
l

・
ワ
l
ド
の
用
語
法
を
通
じ
て
ザ
ク
セ

(
1
)
 

ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
法
の
規
範
構
造
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
一
連
の
研
究
に
属
す
る
こ
と
は
、
改
め
て
お
断
わ
り
す
る
ま
で
も
あ
る

本
稿
が
、

iF:
、a
O

=c'ν 
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説

本
章
で
は
、
ま
ず
、
胃
コ
門
F
R
の
用
語
法
に
つ
い
て
概
括
的
に
検
討
す
る
。

(
一
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
官
丘
町
伊
丹
巾
の
語
が
、
「
序
言

L
(
P
。-om5)
の
二
箇
所
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
一

O
四
〔
一

(

2

)

(

3

)

(

4

)

 

二
六
〕
条
項
中
の
一
三

O
〔
一
六
四
〕
箇
所
、
「
レ

I
ン
法
」
の
一
七
条
項
中
の
二
三
箇
所
、
都
合
一
二
二
〔
一
四
四
〕
条
項
中
の
一
五
五
〔
一

(
5
)
 

八
九
〕
箇
所
に
現
れ
る
。

論

の
そ
れ
ぞ
れ
一
条
項
中
の
二
箇
所
の
都
合
四
箇
所
に
お
い
て
、

官
三
円
伊
丹
巾
の
語
は
、
判
決
非
難
の
際
に
そ
の
結
末
を
見
届
け
る
た
め
に
上
級
の
裁
判
官
な
い
し
上
級
主
君
の
許
に
派
遣
さ
れ
る
使
者
お
よ
び

(
6
)
 

そ
の
下
僕
に
提
供
さ
れ
る
べ
き
「
料
理
」
を
意
味
し
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
扱
う
「
裁
判
」
を
中
心
的
な
語
義
と
す
る
胃
ユ
ユ
宮

と
は
(
た
ま
た
ま
一
言
葉
が
同
じ
と
い
う
だ
け
で
)
実
質
的
に
は
何
の
関
係
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
考
察
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
箇
所

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
う
ち
「
ラ
ン
ト
法
」
お
よ
び
「
レ

I
ン
法
」

を
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
す
る
。

他
方
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
「
テ
キ
ス
ト
」
で
は
、
三
円
F
Z
の
語
が
「
ラ
ン
ト
法
」
の
二
箇
所
に
現
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
語

は
m
川
市
立
与
芯
と
ま
っ
た
く
同
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
は
同
じ
箇
所
で
官
三
n
F
g
の
語
が
用
い
ら
れ
て

(
7
)
 

い
る
場
合
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
二
箇
所
を
も
併
せ
て
考
察
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
補
正
を
加
え
た
結
果
、
本
稿
で
考
察
さ
れ
る
の
は
、
「
序
言
」
の
二
箇
所
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
一

O
四
〔
一
二
六
〕
条
項
中
の
二
二

O
〔
一
六
四
〕
箇
所
、
「
レ

1
ン
法
L

の
一
六
条
項
中
の
一
二
箇
所
、
都
合
一
一
一
一

〔
一
四
一
二
〕
条
項
中
の
一
五
三
〔
一
八
七
〕
箇
所
に
現

れ
る
官
三
円
伊
丹
巾
(
お
よ
び
三
円
宮
市
)

の
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
史
料
的
所
見
の
分
布
か
ら
だ
け
で
も
、
自
ず
か
ら
次
の
よ
う
な
問
題
が
浮
か
び
上
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
ザ
ク
セ

(
8
)
 

ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
唱
之
内
宮
市
の
語
は
な
ぜ
そ
の
圧
倒
的
大
部
分
が
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は

さ
ら
に
突
っ
こ
ん
で
、
同
書
に
お
け
る
唱
コ
円
伊
丹
巾
は
、
も
し
か
し
て
ラ
ン
ト
法
そ
の
も
の
と
何
ら
か
の
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
の
で

北法49(1・4)4



と
。
同
書
に
お
け
る
裁
判
(
な
い
し
裁
判
権
)
の
あ
り
方
に
関
す
る
考
察
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
こ
う
し
た
問
題
に
対
し
て
説
得

的
な
説
明
を
提
供
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
の
直
接
の
課
題
は
ま
さ
に
こ
の
問
題
に
答
え
よ
う
と
す
る
も
の

は
な
い
か
、

で
あ
る
。

(a)
裁
判
権
、

(
b
)
裁
判
管
区
、

(

C

)

裁
判
集
会

(e)
判
決
な
い
し
刑
罰
、
な
ど
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(
ニ
)
次
に
、

mq-nyg
の
語
の
語
義
に
目
を
向
け
る
と
、
こ
の
語
は
大
別
し
て

な
い
し
法
廷
、

(
d
)
「
職
権
」
の
担
い
手
な
い
し
代
表
者
と
し
て
の
裁
判
官
、

以
下
、
順
次
そ
れ
を
検
討
す
る
。

ザクセンシュピーゲルにおける裁判(権)

(
a
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
「
序
一
言
」
に
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
出
て
く
る
。
「
神
は
御
自
身
、
義
し
い
方
(
『

2
Z
)

(
9
)

よ
み

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
法
令
色
町
け
)
は
彼
の
嘉
す
る
も
の

(
H
お
気
に
入
り
)
で
あ
る
」
。

し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
こ
の
文
章
に
お
い
て
、
「
法
」
(
吋
2
7
5

の
語
は
、
決
し
て
(
近
代
法
に
お
け
る
よ
う
な
)
実
体
的
な
意
味
で
の
法
、

あ
る
い
は
、
同
書
全
巻
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
法
命
題
の
す
べ
て
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
「
序
言
」
は
こ
の
後
す
ぐ

(
日
)

次
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
そ
れ
ゆ
え
に
、
神
か
ら
ぬ
巾
コ
円
宮
内
(
・
1
)

を
託
さ
れ
て
い
る
者
(
た
ち
)
は
す
べ
て
、
神
の
怒

き
ば
き

り
と
彼
の
審
判

(m司
王
込
町
)

(

H

)

が
恩
寵
に
よ
り
彼
等
を
通
し
て
(
こ
の
世
に
)
行
わ
れ
る
よ
う
に
裁
く
(
「

E
5ロ
)
こ
と
を
心
が
け
な

く
て
は
な
ら
な
い
」
と
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
義
な
る
神
の
嘉
す
る
法
と
は
、
神
が
そ
の
怒
り
と
審
判
を
こ
の
世
に
行
わ
せ
る
た
め
の
裁
判
に

(
孔
)

と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
人
聞
を
裁
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
本
来
神
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
神

(
複
数
の
)
人
間
に
、
他
の
人
聞
を
裁
く
た
め
の
唱
コ
円
宮
巾

北法49(1・5)5

他
な
ら
な
い
、

は
こ
の
世
に
在
っ
て
自
ら
直
接
に
人
間
を
裁
く
こ
と
を
え
な
い
。
そ
こ
で
神
は

つ
ま
り
裁
判
権
を
託
し
た
の
で
あ
る
。

(i)
、

つ
ま
り
腎
ユ
円
宮
巾
(

1

)

(

裁
判
権
)
を
神
か
ら

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
法
、

(
直
接
に
)
託
さ
れ
た

(
複
数
の
)
人
間
と
は



説

誰
の
こ
と
か
。
そ
れ
は
教
皇
と
皇
帝
で
あ
る
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
の
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
神
が
キ
リ
ス
ト
教

(ロ)

世
界

(
H
全
キ
リ
ス
ト
教
徒
)
を
守
護
す
る
た
め
に
教
皇
と
皇
帝
に
二
口
の
剣
を
与
え
た
、
と
い
う
叙
述
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
剣
は
そ
れ
ぞ

れ
教
会
の
裁
判
権
と
世
俗
の
裁
判
権
を
象
徴
す
る
。
さ
ら
に
、
同
書
本
文
の
冒
頭
に
位
置
す
る
こ
の
条
項
に
お
い
て
は
、

z
n
E
(巾
)
の
語

北法49(1・6)6 

論

が
一
方
で
は
常
ユ
円
宮
巾
の
語
と
、
他
方
で
は
項
目
]
円
(
付
。

2
邑
片
)
の
語
と
互
換
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
上
述
の
よ
う
な

(
日
)

解
釈
が
疑
問
の
余
地
な
く
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

(
世
俗
の
)
裁
判
権
に
つ
い
て
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
別
な
条
項
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
国
王
を
人
は
ア
イ

ラ
ン
ト

ゲ
ン
と
レ

l
ン
に
関
す
る
、
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
生
命
に
関
す
る
裁
判
官
に
選
ぶ
。
皇
帝
は
し
か
し
、
常
時
あ
ら
ゆ
る
地
方
に
在
っ
て
あ

ら
ゆ
る
犯
罪
を
裁
く
こ
と
を
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
諸
侯
に
は
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
を
、
グ
ラ
l
フ
に
は
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
職
を
封
与
す

(
比
)
る
」
と
。
そ
の
直
後
に
位
置
す
る
条
項
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
く
。
「
首
に
関
す
る
、
ま
た
、
手
に
関
す
る
常
ユ
ユ
丹
市
(
裁
判
権
)
で
あ

る
レ

1
ン
は
、
第
四
の
手
に
渡
つ
て
は
な
ら
な
い
、
た
だ
し
、
グ
ラ
1
フ
シ
ャ
フ
ト
の
中
に
あ
る
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
職
は
こ
の
限
り
で
な
い
」

(
日
)
と

。

す

な

わ

ち

、

こ

の

皇

帝

(

第

一

の

手

)

の

裁

判

権

も

、

諸

侯

(

第

二

の

手

)

へ

、

さ

ら

に

例

外

的

に

、

(

グ

こ
の
う
ち
皇
帝
の
も
つ

へ
、
グ
ラ
l
フ
(
第
一
一
一
の
手
)

ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
内
の
)

シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス

(
第
四
の
手
)

へ
と
(
又
)
授
封
さ
れ
て
い
く
。
い
わ
ゆ
る
裁
判
権
レ

l
ン

そ
れ
が
他
な
ら
ぬ
「
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
を
裁
く
」
た
め
の
「
首
お
よ
び
手

(の
q
F
n
y
g
g
vロ)

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

(
H
死
刑
お
よ
び
切
断
刑
)
に
関
す
る
」
流
血
裁
判
権
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

1
ゲ
ル
そ
の
も
の
に
も
、
】
巾
ロ
白
口
問
巾
江
円
宮
内
(
裁
判
権
を
目
的
物
と
す
る
レ
i
ン
)
と
い
う
表
現
が
、
「
ラ
ン
ト
法
」
・
「
レ
l

(
お
)

ン
法
」
の
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
条
項
に
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
ラ
ン
ト
法
」
・
「
レ
l
ン
法
L

の
幾
つ
か
の
条
項
に
は
、
こ
の
レ
l
ン
の
目
的
物

明
ら
か
に
な
る
。

と
し
て
の
哲
三
円
V
R
(裁
判
権
)
に
か
か
わ
る
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
こ
の
裁
判
権
レ
l
ン
に
つ
い
て
、
大
要
次
の
こ
と
が

(Eご
巾
円
U
Z
H
法
の
定
め
る
手
続
に
よ
れ
ば
)
、
こ
の
曹
三
円
宮
市
(
裁
判
権
)
が
(
す
で
に
)
授
封
さ
れ

国
王
は
、

適
法
に
は



(
げ
)

て
い
る
者
に
対
し
(
国
王
)
罰
令
権
を
授
与
す
る
こ
と
を
拒
む
こ
と
を
え
な
い
。
人

(
H
裁
判
権
レ
1
ン
の
受
封
者
)
は

割
し
で
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
又
授
封
し
で
は
な
ら
な
い
、
た
だ
し
(
諸
侯
が
受
封
す
る
)
旗
レ

1
ン
ま
た
は
マ
ル

(
時
)

は
そ
の
限
り
で
な
い
。
そ
れ
を
人
は
む
し
ろ

(m巾
)
ユ
円
宮
巾
を
分

ク
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
に
属
す
る
∞
ロ
ロ
仏
巾
『
ロ
w
m町
内
立
与
宮
(
特
別
な
裁
判
権
な
い
し
裁
判
管
区
)

一
年
と
一
日
以
上
広
島
K
V
な

(
H
授
封
し
な
い
)
状
態
で
手
許
に
置
い
て
は
な
ら
な
い
。
同
様
に
国
王
は
旗
レ

l
ン
を
手
許
に
置
い
て
は
な

ら
ず
、
そ
れ
を
一
年
と
一
日
以
内
に
授
封
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
(
周
知
の
よ
う
に
、
激
し
い
論
争
の
的
と
な
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
授
封
強
制
」
の

(
日
)

原
則
)
。
こ
の
ぽ
回
目
腎
ユ
円
宮
市
(
裁
判
権
レ
l
ン
)
を
も
ち
う
る
の
は
参
審
自
由
人
の
み
で
あ
り
、
聖
職
者
・
婦
人
・
法
喪
失
者
は
そ
れ
を

(
初
)

も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
な
ん
び
と
も
、
こ
の
湾
立
与
広
(
裁
判
権
)
を
(
レ
l
ン
と
し
て
)
受
領
す
る
以
前
に
裁
判
を
す
る
こ
と
を

(
幻
)

え
な
い
、
等
々
。

裁
判
権
レ

1
ン
に
関
し
て
は
、
以
上
に
と
ど
め
る
こ
と
に
す
る
が
、
裁
判
権
と
い
う
意
味
で
の
常
三
円
宮
巾
に
関
し
触
れ
て
お
く
べ
き
問

ザクセンシュピーゲルにおける裁判(権)

題
が
も
う
一
つ
残
さ
れ
て
い
る
。
ゴ

1
グ
ラ
l
ブ
の
裁
判
権
の
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
。

ま
ず
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の
一
条
項
に
は
、
次
の
よ
う
な
(
や
や
)
原
則
的
な
叙
述
が
見
ら
れ
る
。
「
回
一
場
R
z
z
w
m巾
ユ
与
件
巾
(
す
べ
て
の

世
俗
の
悶
巾
コ
円
宮
巾
)
は
、
選
挙
に
そ
の
始
ま
り
を
も
っ
。
そ
れ
ゆ
え
い
か
な
る
任
命
さ
れ
た
者

(
H
役
人
)
も
裁
判
官
た
り
え
ず
、
そ
の
他
い

か
な
る
者
も
(
裁
判
官
た
り
え
な
い
て
そ
の
者
が
(
レ
l
ン
相
続
人
と
し
て
)
生
ま
れ
な
が
ら
の
、
あ
る
い
は
、
(
裁
判
官
の
職
を
)
授
封
さ
れ

(
幻
)

た
裁
判
官
で
あ
る
場
合
を
除
い
て
」
と
。
こ
れ
に
つ
づ
く
諸
条
項
に
お
い
て
は
、
ひ
き
つ
づ
き
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
し
か
し
な
が
ら
、
窃
盗
ま
た
は
強
盗
の
現
行
犯
が
起
こ
り
、
そ
の
結
果
こ
の
者

(
H
犯
人
)
が
捕
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
人
は
こ
の
突
然
の

犯
行
を
裁
く
た
め
に
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
村
か
ら
一
人
の
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
、
彼
等
が
授
封
さ
れ
た
裁
判
官
を
一
人

(
幻
)

も
も
ち
合
わ
せ
な
い
場
合
」
。
「
ゴ

1
グ
ラ
1
フ
職
に
は
、
適
法
に
は
吉
宗

2
円宮内

H
法
定
手
続
に
よ
れ
ば
)
、
い
か
な
る
レ

l
ン
も
ま
た
い

(M) 

か
な
る
(
そ
の
)
承
継

(g-m巾
)
も
あ
り
え
な
い
。
け
だ
し
、
彼
等

(
H
地
方
民
)
が
ゴ

l
グ
ラ
1
フ
を
そ
れ
ぞ
れ
の
突
然
の
犯
行
毎
に
(
選

北法49(1・7)7



説

ぶ
か
)
、
あ
る
い
は
、
二
疋
の
期
間

(
U
任
期
)
に
つ
い
て
選
ぶ
か
は
、
地
方
民
(
-
自
己
豆
町

H
C
E
Z
E
m
)
の
自
由
な
選
択
に
属
す
る
か
ら

(
お
)

で
あ
る
」
。
「
窃
盗
ま
た
は
強
盗
(
の
犯
人
)
が
一
日
と
一
夜
以
内
に
服
罪
さ
せ
ら
れ
な
い
場
合
、
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
は
そ
れ

(
H
窃
盗
ま
た
は
強
(
お
)

盗
の
現
行
犯
)
に
つ
い
て
い
か
な
る
唱
立
与
常
(
裁
判
権
)
を
も
も
た
な
い
。
そ
の
場
合
、
授
封
さ
れ
た
裁
判
官
が
そ
れ
を
裁
く
べ
き
で
あ
る
」

(
幻
)

と
。
こ
の
最
後
の
条
項
に
現
れ
る
唱
立
与
Z
の
語
が
「
裁
判
権
」
を
意
味
す
る
こ
と
は
緩
説
を
要
し
ま
い
。

以
上
が
「
裁
判
権
」
と
い
う
意
味
で
の
想
ユ
n
v
g
の
語
に
つ
い
て
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
「
序
言
」
の
一
箇
所
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の

八
〔
一

O
〕
条
項
中
の
八
〔
一

O
〕
箇
所
、
「
レ

l
ン
法
」
の
九
条
項
中
の
一
三
箇
所
、
都
合
一
八
〔
二

O
〕
条
項
中
の
二
二
〔
二
四
〕
箇

(
お
)

所
が
こ
れ
に
属
す
る
。

論

(b)
上
述
し
た
よ
う
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
に
は
、
裁
判
権
レ

l
ン
に
関
し
て
、
「
人
は
(
閃
巾
)
ユ
円
F
R
を
分
割
し
て
は
な
ら
ず
、

ま
た
そ
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
(
又
)
授
封
し
で
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
原
則
が
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
文
脈
の
中
の

常
三
岳
Z
の
語
が
、
あ
る
い
は
、
お
よ
そ
レ

l
ン
の
目
的
物
と
し
て
の
湾
立
与
芯
が
、
副
次
的
に
は
裁
判
管
区
を
も
意
味
し
う
る
こ
と
は

む
し
ろ
当
然
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
次
に
こ
の
意
味
で
の
胃
立
与
Z
の
語
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
は
、

E
ロロ

g
号
自
巾

(
O
己
・
巴
B
巾
付
回
巳
日
戸
O
門

日

仏

Z
H門
戸

2
2ロ)ぬ巾『
E
H
Z
と
い
う
表
現
が
、
「
ラ
ン
ト
法
」

の
一
条
項
中
の
そ
れ
ぞ
れ
一
笛
所
に
、
ま
た
、
宮
内
同
町
昌
巾
(
印
巳
〈

ga-yom巾
2
2
M

の
一
二

〔
一
四
〕

の
条
項
お
よ
び
「
レ

l
ン
法
」

g
n
F
2
2
a・
5
含
吋
g
H
E巾
宏
司
自
)

m

山
内
ユ
岳
仲
間
あ
る
い
は
百
戸
戸
巾
含
ロ
明
江
口
町
宮
と
い
う
表
現
が
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
四
条
項
中
の
六

(
勾
)

の
一
条
項
中
の
一
箇
所
に
現
れ
る
。
こ
れ
ら
の
条
項
に
よ
れ
ば
、
こ
の
m
山
市
立
与
芯
の
中
に
は
た
と
え
ば
人
が

箇
所
お
よ
び
「
レ

1
ン
法
」

居
住
な
い
し
定
住
し
、
そ
こ
に
人
は
家
、
所
領
、
ア
イ
ゲ
ン
、
ハ
ン
ト
ゲ
マ

l
ル
(
日
世
襲
の
本
領
な
い
し
そ
の
象
徴
物
)
、
城
塞
を
も
っ
て

(

初

)

(

出

)

い
る
。
そ
の
中
に
市
場
や
造
幣
所
が
設
け
ら
れ
、
そ
こ
で
は
貨
幣
が
通
用
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
あ
れ
ば
、
裁
判
官
は
ど
こ
で
あ
れ
彼
の
居

(

お

)

(

お

)

る
と
こ
ろ
で
訴
訟
や
犯
罪
を
裁
く
こ
と
が
で
き
る
。
人
は
ま
た
そ
の
中
で
(
の
)
平
和
を
約
定
(
な
い
し
誓
約
)
す
る
こ
と
が
あ
る
。
最
後
に
、

北法49(1'8)8



し
か
し
と
り
わ
け
(
と
い
う
の
は
、
こ
の
事
例
が
最
も
数
多
く
出
て
く
る
か
ら
で
あ
る
が
て
人
は
こ
の
唱
ユ
n
y
Z
の
中
で
(
の
)
地
方
的
追
放
に

(
M
A
)
 

処
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
場
合
の
官
三
円
宮
市
が
、
訴
訟
の
審
理
の
行
わ
れ
る
裁
判
所
な
い
し
法
廷
で
は
あ
り
え
ず
、
あ
る
区
域
、

つ
ま
り
裁
判
管
区
を

指
す
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

ザクセンシュピーゲルにおける裁判(権)

同
じ
こ
と
は
以
下
の
よ
う
な
用
例
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
た
と
え
ば
、

σ
E
E
(
H
E
P
R
Z
-
σ
)
母
邑
巾
常
コ
n
v
g
(悶
qFnU丹
市
の
外
で
)

(
お
)

起
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
人
は
そ
こ
で
応
訴
す
る
を
要
し
な
い
。

E
ロ
ロ
巾
ロ
ロ
件
当
包
含
ぬ
巾
呂
巾

(ug回
当
身
長
州
mB)
常
三
円
宮
巾
(
よ
そ
の

(
町
四
)

間巾ユ円
F
Z
の
中
で
は
)
人
は
同
じ
く
応
訴
す
る
を
要
し
な
い
。

5
2巾
B
m
z
z
g骨
肉
冊
目
巾
ぬ
巾
三
円
宮
内
(
よ
そ
の
岡
町
コ
円
F
Z
で
は
)
参
審
自
由

(
幻
)

人
は
い
か
な
る
者
に
対
し
て
も
(
法
廷
)
決
闘
に
応
ず
る
を
要
し
な
い
。

5

2ロ
白
互
角
関
巾
ユ
円
宮
内
(
別
な
腎
コ
円
Z
R
の
中
へ
)
平
和
を
破
壊

(
お
)

し
た
犯
人
が
逃
げ
込
む
こ
と
が
あ
る
、
し
か
も
そ
の
中
に
あ
る
村
落
、
都
市
、
城
塞
の
中
へ
と
。
そ
の
際
、
(
被
害
者
の
)
叫
び
声

(
H
叫
喚

(
ぬ
)

告
訴
)
に
応
じ
て
駆
け
つ
け
た
人
々
が
こ
の
犯
人
を
〈
包
耳
目
白
唱
コ
円
伊
丹
市
(
彼
等
の
常
コ
門
町
広
か
ら
)
そ
こ
ま
で
追
跡
す
る
。
最
後
に
、

巳巳

(H
仏
間
的
)
喝
立
与
な
が

z
r
B
Z白
ロ
仏
巾
(
こ
の
ラ
ン
ト
の
中
に
)
在
り
、
あ
る
い
は
、
あ
る
ぬ
巾
コ
門
町
芯
が

g
(巾
E
F
o
Z
E印
)
唱
ユ
与
・

(
川
叩
)

Z
(上
一
位
の
湾
2
n
F
Z
に
)
属
し
て
い
る
。

以
上
、
裁
判
管
区
と
い
う
意
味
で
の
哲
三
与
丹
市
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
一
一
一
一
〔
二
五
〕
条
項
中
の
二

九
〔
一
二
二
〕
箇
所
、
「
レ

1
ン
法
」

(
H
U
)
 

い
る
。

の
三
条
項
中
の
三
箇
所
、
都
合
二
五

〔
二
八
〕
条
項
中
の
三
二
〔
三
五
〕
箇
所
が
こ
の
用
例
に
属
し
て

キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
年
に
一
一
一
回
、
彼
の
居

住
す
る
司
教
区
に
お
い
て

Z
E
(
H
r
E
)
(教
会
裁
判
所
)
に
参
集
す
る
義
務
を
負
う
。
自
由
人
に
は
し
か
し
一
一
一
種
類
あ
る
。
そ
こ
で
年

に
三
回
、
参
審
自
白
人
は
司
教
の
、
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
は
司
教
座
聖
堂
主
席
司
祭
の
、
ラ
ン
ト
ザ
ッ
セ
は
主
任
司
祭
の
裁
判
所
に
参
加
す

北法49(1・9)9

(
C
)
 
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
周
知
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
(
自
由
身
分
の
)



説

(
M
M
)
 

べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

(
必
)

彼
等
は
し
か
し
同
様
に
当
日

E
F
(世
俗
の
)
拘
巾
コ
円
宮
巾
に
も
参
集
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
参
審
自
白
人
は
母
印
匂

2
2

論

し
か
も
一
人
週
毎
に

(
H
年
に
三
回
)
国
王
罰
令
権
の
下
で
開
催
さ
れ
る
月
宮
門
は
お
(
正
規
の
裁
判
集
会
)

だ
け
で
な
く
、
こ
の
正
規
裁
判
集
会
の
一
四
夜

(
H
二
週
間
)
後
に
犯
罪
を
裁
く
た
め
グ
ラ

l
フ
の
命
令
に
よ
り
開
か
れ
る
佳
口
問
(
い
わ
ゆ

る
門
凶
器

mmgzs
豆
諸
H
命
令
さ
れ
た
、
臨
時
の
裁
判
集
会
)
に
も
参
加
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
は
六
週
毎
に
聞
か
れ

る
仏

2

2己
言

芹

g

E
ロ
ぬ
(
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
の
裁
判
集
会
)
に
参
集
し
、
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
は
同
じ
く
六
週
毎
に
聞
か
れ
る
耳
g
m
o匂
2
2

門-gm(グ
ラ
!
フ
の
裁
判
集
会
)
、

金
口
問
(
饗
守
の
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
の
裁
判
集
会
)
に
参
集
す
る
。
こ
の
ゴ

1
グ
ラ
l
フ
の
裁
判
集
会
お
よ
び
(
彼
等
が
教
会
の
所
領
内
に
住
む
場
合
)

パ
ウ
ア

l
マ
イ
ス
タ
ー
は
、
叫
喚
告
訴
、
生
命
と
手
に
及
ぶ
犯
罪
、
そ
の
他
の
犯

各
〈
。
ぬ
巾
E
E
m
(
フ
ォ
ー
ク
ト
の
裁
判
集
会
)
に
お
い
て
、

(
M
H
)
 

罪
を
弾
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

右
の
用
例
に
つ
い
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

m
円
巾
江
口
町
門
巾
の
語
が
門
H
E
m
の
語
と
互
換
的
に
、

つ
ま
り
同
義
に
用
い
ら
れ
て
い

る
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
金
口
m
の
方
が
哲
三
円

F
Z
を
頻
度
に
お
い
て
大
は
ば
に
上
廻
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
だ
け
か

ら
で
も
、
以
上
の
文
脈
中
の
官
三
三
号
の
語
が
裁
判
集
会
、
そ
れ
も
(
そ
こ
で
行
わ
れ
る
こ
と
と
具
体
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
)
集

(
川
町
)

会
そ
の
も
の
に
力
点
を
置
い
た
裁
判
集
会
を
意
味
す
る
、
と
い
う
帰
結
を
引
き
出
す
こ
と
は
難
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を

(
必
)

以
下
に
お
い
て
「
裁
判
集
会
と
し
て
の
腎
ユ
n
v
Z」
(
の
常
貯
宮
白
目
的

U
E
m
)
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
は
し
か
し
、
〈
O
吋
肉
巾
三
円
宮
丹
市
と
い
う
表
現
が
驚
く
ほ
ど
頻
繁
に
、
具
体
的
に
は
「
ラ
ン
ト
法
」
の
五
七
〔
六

九
〕
条
項
中
の
六
一
〔
七
九
〕
箇
所
、
「
レ

l
ン
法
」
の
一
一
一
条
項
中
の
三
箇
所
、
都
合
六

O
〔
七
一
己
条
項
中
の
六
回
〔
八
一
一
〕
箇
所
で
用

(
U
)
 

い
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
で
扱
っ
て
い
る
想
『
三
号
の
所
出
箇
所
全
体
の
半
ば
近
く
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、

g『
常
広
江
島
巾
沼
市

(
同
切
)

常
三
n
F
丹
市
と
い
う
表
現
も
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
一
〔
二
〕
条
項
中
に
そ
れ
ぞ
れ
一
度
現
れ
る
。

北法49(1・10)10 



「
裁
判
集
会
と
し
て
の

m
q
-
n
E巾
」
の
前
で
起
き
る
し
、
人
が
〈
O
『

m

町
内
三
円
宮
巾
(
間
巾
『
片
町
宮
の
前
で
)
な
す
こ
と
は
「
裁
判
集
会
と
し
て
の
腎
『
芯

Z
m」
の
前
で
な
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
ぬ
2
-
n
y
g
の
前
で
」

〈O
吋
ぬ
巾
ユ
円
F
Z
(問
巾
司
王
去
の
前
で
)
起
き
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん

ザクセンシュピーゲルにおける裁判(権)

起
き
る
こ
と
、
な
い
し
、
人
が
「
∞
q
F
n
F
Z
の
前
で
」
な
す
こ
と
は
、
前
述
し
た
「
裁
判
集
会
と
し
て
の
腎
コ
n
y
g」
の
場
合
と
は
異
な
り
、

裁
判
(
な
い
し
訴
訟
)
の
審
理
、
あ
る
い
は
、
何
ら
か
の
法
的
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
行
為
と
具
体
的
な
関
連
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
〈
号
腎
立
与
丹
市
の
用
例
を
検
討
す
る
。

こ
の
〈
O
吋
m

川
町
立
与
丹
市
と
い
う
表
現
に
か
か
わ
る
法
文
の
中
に
最
も
数
多
く
登
場
し
て
く
る
の
は
、
「
誰
か
を
〈
。
『
肉
巾
『
-nygσ
『巾ロぬ巾ロ

(
u

(

刊

日

)

σ江
口

m
g
)
(岡
市
コ
門
町
仲
間
の
前
へ
連
れ
出
す
)
」
と
い
う
言
い
回
し
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
〈
O
『
常
ユ
円
買
巾
(
同
q
-
n
u
g
の
前
へ
)
連
れ
出
さ
れ
る
の

は
誰
か
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
、
あ
る
犯
罪
の
か
ど
で
、
そ
れ
も
大
部
分
現
行
犯
で
捕
え
ら
れ
た
者
、
(
同
じ
く
現
行
犯
を
犯
し
逃
亡
し
て
)
地

(
印
)

方
的
追
放
に
処
せ
ら
れ
た
者
、
そ
れ
に
平
和
破
壊
者
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
者
を
人
は
何
の
た
め
に
さ
『
腎
立
与
Z
(
m
q
x
F丹
市
の
前
へ
)
連

れ
出
す
の
か
。
も
ち
ろ
ん
彼
等
を
裁
く
た
め
に
で
あ
る
。
と
り
わ
け
現
行
犯
で
捕
え
ら
れ
た
者
、
ま
た
は
、
地
方
的
追
放
中
に
捕
え
ら
れ
た

(
日
)

者
は
、
そ
こ

(mRFnvZ
の
前
)
で
即
座
に
服
罪
さ
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
人
は
ま
た
死
者
を
〈
O
『
腎
ユ
円
宮
巾
(
岡
市
『
E
H
Z
の
前
へ
)
連
れ
出
し
、

(
臼
)

そ
の
死
者
を
、
あ
る
い
は
逆
に
、
(
彼
を
殺
し
た
者
を
)
彼
と
と
も
に
犯
罪
の
か
ど
で
訴
え
る
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
誰
か
を
〈
ミ

唱
ユ
円
宮
巾
〈
号
巾
ロ

(
u
z
z
g
)
(間巾ユ
S
Z
の
前
へ
連
れ
て
い
く
)
」
と
い
う
表
現
が
こ
れ
に
付
け
加
わ
る
。
こ
の
用
例
に
お
い
て
も
、
人
は

(
日
)

死
者
ま
た
は
傷
害
を
負
っ
た
者
を
〈
。
「
腎
立
与
芯
(
岡
市
ユ
円
U
Z
の
前
へ
)
連
れ
て
い
き
、
そ
の
者
を
平
和
破
壊
者
と
し
て
訴
え
る
。
最
後
に
、
(
M
)
 

誰
か
を
〈
O
司
君
ユ
円
y
g
g
σ
z
z
g
m
(加
え
互
去
の
前
へ
連
れ
出
す
べ
き
)
σ
2
m
m
(
H
切
常
的
巾
)
(
保
証
人
)
に
二
・
二
一
度
言
及
さ
れ
て
い
る
。

北法49(1・11)11

し
か
し
な
が
ら
、
誰
か
が
自
ら

(
進
ん
で
)
〈
。
『

m
q
F
n
v
g
}
S
B
2
H
(岡
町
コ
内
町
丹
市
の
前
へ
や
っ
て
く
る
、
な
い
し
、
出
頭
す
る
)
こ
と
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
地
方
的
追
放
に
処
せ
ら
れ
た
者
が
自
分
を
地
方
的
追
放
か
ら
引
き
戻
し
、
捕
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
〈
己
唱
ユ
ロ
庄
内
吉
田

2

(
岡
町
三
円
宮
市
の
前
へ
出
頭
す
る
)
な
ら
ば
、
彼
は
、
恰
も
彼
が
地
方
的
追
放
に
処
せ
ら
れ
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
、
彼
の

(
生
得
の
)
法
に
復



説

(
日
)

帰
す
る
。
ま
た
、
あ
る
者
が
正
当
防
衛
の
た
め
に
他
の
者
を
打
っ
て
死
に
致
ら
し
め
た
な
ら
ば
、
彼
は
本
来
で
あ
れ
ば
死
者
を
〈
O
「
官

江
口
宮
市

(
m
q
R
Y
Z
の
前
へ
)
連
れ
出
し
、
死
者
を
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
(
訴
え
に
敗
れ
、
あ
る
い
は
、
法

廷
決
闘
に
よ
り
)
生
命
(
を
失
う
の
)
を
危
慎
し
て
、

(
死
者
を
伴
っ
て
訴
え
る
こ
と
を
せ
ず
に
)

ひ
と
り
で
〈

2
m山市立円
y
z
r。
ョ
巾
ロ
(
悶
巾
コ
円
y
g

(
日
)

(
H
正
当
防
衛
に
よ
る
傷
害
致
死
)
を
告
白
す
る
こ
と
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
(
保

北法49(1・12)12 

論

の
前
へ
出
頭
し
て
誰
か
に
訴
え
ら
れ
る
前
に
自
ら
そ
の
こ
と

証
人
に
よ
り
湾
ユ
与
広
へ
の
出
頭
を
)
保
証
さ
れ
た
者
が
法
定
の
期
日
に
(
保
証
人
を
伴
わ
ず
に
)
ひ
と
り
で
き
「
唱
立
与
g
r
o
g巾ロ(間
R
E号

(
貯
)

の
前
へ
出
頭
し
て
く
る
こ
と
)
も
あ
る
。
こ
れ
ら
一
一
一
つ
の
ケ
l
ス
に
共
通
す
る
の
は
、
彼
等
は
す
べ
て
、
〈
。
ご
刷
巾
コ
円
宮
巾
(
ぬ
2
5
y
g
の
前
へ
)

(
日
)

へ
と
)
乞
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

出
頭
し
、

そ
こ
で
自
ら
を

g
z
n
y
Z
(直
訳
す
れ
ば
、
法
、
す
な
わ
ち
裁
判
に
よ
る
審
理
、
と
り
わ
け
判
決
、

さ
ら
に
二
つ
の
用
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

官
に
よ
り
)
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
を
差
押
え
ら
れ
た
者
が
一
年
と
一
日
以
内
に
そ
れ
を
引
き
(
あ
る
い
は
、
請
け
)
戻
さ
な
い
な
ら
ば
、
判
決
を

も
っ
て
彼
か
ら
そ
れ
に
つ
い
て
の
彼
の
権
利
(
具
体
的
に
は
、
裁
判
官
に
対
す
る
請
求
権
)
が
剥
奪
さ
れ
る
。
そ
の
後
一
年
と
一
日
以
内
に
彼

の
相
続
人
は
、
〈
。
吋
閃
巾
ユ
円
伊
丹
巾

r
o
B
B
(間
巾
コ
円
宮
内
の
前
へ
出
頭
)
し
、
聖
遺
物
に
か
け
て
(
の
宣
誓
を
も
っ
て
)
そ
れ
を
自
分
の
相
続
財
産

(
日
)

と
し
て
請
求
し
、
残
っ
て
い
る
債
務
を
裁
判
官
に
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
う
一
つ
の
用
例
は
ア
ネ
フ
ァ
ン
グ
手
続
に
関
係
す
る
。

あ
る
物
を
窃
盗
ま
た
は
強
奪
さ
れ
た
者
が
、
翌
日
あ
る
い
は
も
っ
と
後
に
な
っ
て
か
ら
、
他
の
者
の
許
で
そ
の
盗
品
を
発
見
し
た
場
合
、
彼

は
裁
判
官
の
判
決
を
得
て
そ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
ア
ネ
フ
ァ
ン
グ
手
続
の
開
始
)
。
し
か
し
、
相
手
方
が
そ
れ
を
公
開
の
場
で
買

得
し
隠
す
こ
と
な
く
所
持
し
て
お
り
、
自
ら
進
ん
で
〈
ミ
常
三
円

F
R
E
s
g
(問
2
円
宮
内
の
前
へ
出
頭
す
る
)
場
合
に
は
、
相
手
方
が
判
決

(ω) 

を
も
っ
て
(
ひ
き
つ
づ
き
)
そ
れ
を
自
分
の
物
と
し
て
占
有
・
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
因
み
に
、
同
じ
条
項
に
は
巾
三
件
〈
O
「
腎
コ
円

y
g

(
但
)

}
S
B巾
(
そ
れ
H
こ
の
事
案
が
胃
ユ
与
丹
市
の
前
へ
や
っ
て
く
る
H
持
ち
出
さ
れ
る
よ
り
前
に
)
と
い
う
言
い
回
し
も
見
ら
れ
る
。

ヰ」。・

h
'
'
」、

l
7
l
 

一
つ
は
裁
判
官
に
よ
る
ア
イ
ゲ
ン
の
差
押
え
に
関
す
る
用
例
で
あ
る
。
(
裁
判

こ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
「
訴
訟
の
開
始
」
(
な
い
し
提
起
)
を
示
す
表
現
を
検
討
す
る
地
点
に
到
達
す
る
。
あ
る
箇
所
で
は
、
ご
く



(
臼
)

一
般
的
に
、
回
当
g
B
g
g「
m
州
市
立
与
丹
市

σ巾
r
g
m
a
(人
が
官
三
円
F
Z
の
前
で
訴
え
る
者
)
と
言
わ
れ
て
い
る
。
人
は
し
か
し
誰
か
を
〈
号

ぬ
巾
『
ぽ
宮
巾

(mR-nyg
の
前
で
)
、
た
と
え
ば
ロ
B
B巾
ロ
ロ
ぬ
巾
ユ
円
宮
市
(
犯
罪
の
か
ど
で
)
、
し
か
も
昌
広
号
呂
巾

mm吋ロ
nF芯
σ巾
r
z
m
g
(叫
び
声

(ω) 

を
挙
げ
て
H

現
行
犯
と
し
て
訴
え
る
)
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
強
姦
さ
れ
た
婦
女
ま
た
は
娘
は

g『
胃
之
内
宮
巾
(
岡
市
コ
三
宮
の
前
で
)
あ
る
男
を

現
行
犯
な
ら
び
に
強
姦
の
か
ど
で

E
白
畑
町
内
庁
(
訴
え
る
)
し
、
あ
る
い
は
、
あ
る
家
臣
は
債
務
を
め
ぐ
っ
て
彼
の
主
君
を
さ
え
〈

2
唱
ユ
ロ
y
g

(
似
)

い
る
。
さ
ら
に
、
誰
か
を
〈
。
「
湾
立
与
門
巾
回
g
E
m
m
g
(
H
σ
g
n
E
E
-
m巾ロ)

σ巾
rzhN2
し
て

(
間
巾
ユ
円
『
号
の
前
で
訴
え
て
)

(
問
巾
「
戸
市
町
広
の
品
別

で
誰
か
の
責
を
問
う
)
と
い
う
表
現
が
、
右
の
二
つ
の
表
現
(
誰
か
を

g
「
岡
市
立
与
丹
市

z
r
z
m
g
ま
た
は

E
白
岡
市
ロ
す
る
)
と
ほ
と
ん
ど
同
義
に

用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
人
は

一
般
に
、
誰
か
を
(
も
ち
ろ
ん
そ
の
者
が
居
合
わ
せ
る
と
こ
ろ
で
も
)
〈
ミ
胃
コ
門
町
芯
∞
2
E
m
m
g
す

る
(
問
R
R宮
市
の
前
で
責
を
問
う
)
こ
と
も
あ
る
し
、
あ
る
い
は
、
三
十
日
忌
が
す
ぎ
て
も
へ

l
ア
ゲ
ヴ
ェ

l
テ
・
ゲ
ラ

1
デ
・
相
続
財
産
の

(
臼
)

引
渡
し
に
応
じ
な
い
者
を
〈
号

mmユ
ユ
お
百
三
包
括
巾
ロ
す
る

(
m
2
E
H
S
の
前
で
そ
の
者
の
責
を
問
、
つ
)
こ
と
も
あ
る
。
な
お
、
次
の
よ
う
な

ザクセンシユピーゲルにおける裁判(権)

言
い
回
し
も
「
訴
訟
の
開
始
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
緩
説
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
号

r
g
m司
(
訴
え
)
が
ま
だ
き
「
胃
・

江
円
宮

σ巾
m
z
E
し
て

(Hσ
巾m
H
O

ロロ

g)(間
巾
『
互
去
の
前
で
始
ま
っ
て
)

い
な
い
」
、
「
誰
か
が
ま
だ
〈
号
常
三
円
F
Z
己

2
r
g
m巾
σ巾
m
c
E
し
て

(悶

R
R
F
Z
の
前
で
訴
え
を
始
め
て
)

い
な
い
」
、
「
そ
れ

(
H
あ
る
犯
罪
)
が
ま
だ
呂
芹

E
お
巾
〈
2
m骨
片
ygσ
晶
『
岳
巾
ロ

(HmM『匂
E
S
)
さ
れ

(
叫
山
)

三

、
l

陶
、

s

o

し

サ

匂

し

」

て
(
湾
江
口
町
丹
市
の
前
で
(
の
)
訴
え
に
よ
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
)

次
に
、
人
が
訴
訟
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
訴
訟
の
あ
い
だ
(
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
裁
判
集
会
の
あ
い
だ
)
に
何
を
す
る
の
か
、
を
調
べ

て
み
よ
う
。
そ
の
点
を
一
瞥
す
る
と
、
あ
る
い
は
、
本
稿
で
こ
れ
ま
で
強
調
し
て
き
た
の
と
は
異
な
り
、
そ
こ
に
は
「
民
事
事
件
」
が
際
立

っ
て
数
多
く
登
場
し
て
く
る
、
と
い
う
印
象
を
お
も
ち
に
な
る
向
き
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
人
は
〈
O
門
官
ユ
ユ
Z
(明
R
R
F
Z

(
貯
)

の
前
で
)
債
務
あ
る
い
は
(
そ
の
)
支
払
い
を
請
求
す
る
。
債
務
に
つ
い
て
人
が
〈
2
想
ユ
n
y
g
(阿
R
E
M
E
の
前
で
)
宣
誓
を
行
う
こ
と
を

(侃
)

(

ω

)

誓
約
す
る
場
合
も
あ
る
。
人
は
〈
O
「
唱
コ
口
町
丹
市

(
m
q
E去
の
前
で
)
何
か
を
約
定
(
な
い
し
誓
約
)
し
あ
る
い
は
何
か
を
保
証
す
る
。
同
時

北法49(1・13)13



説

に
〈
2
m
m『
F
n
v
R
(
m
R
E
H
Z
の
前
で
)
次
の
よ
う
な
約
定
が
結
ば
れ
あ
る
い
は
誓
約
が
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
賠
償
金
(
田
口
口
巾

Hω
吾
ロ
巾
)

(
拘
)

を
支
払
い
フ
ェ

l
デ
の
和
解

(
O
『
〈
旦
巾
H

己『

P
E巾
)
を
履
行
す
る
こ
と
、
持
主
の
同
意
を
得
て
(
あ
る
い
は
、
持
主
の
意
思
に
よ
り
)
占
有

(

η

)

(

η

)

 

し
て
い
る
物
を
定
め
ら
れ
た
期
日
ま
で
に
返
還
す
る
こ
と
、
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
な
い
し
相
続
財
産
を
譲
渡
ま
た
は
質
入
れ
す
る
こ
と
、
自
分

(
ね
)

の
相
続
分
を
放
棄
す
る
こ
と
。
反
対
に
人
は
、
三
十
日
忌
以
後
、
あ
る
相
続
財
産
を
請
求
し
て
、
〈
O

「
官
コ
円
宮
巾

(
m
q
R
Z
R
の
前
で
)
他
の

(
九
)

者
の
請
求
を
却
け
よ
う
と
す
る
こ
と
も
あ
る
。
父
は
息
を
〈
O

「
m
川
町
三
円
宮
町
(
岡
市
司
王
号
の
前
で
)
、
息
が
望
む
財
産
を
与
え
た
上
で
、
自
分
か

(
お
)

ら
分
か
つ
(
な
い
し
、
独
立
さ
せ
る
)
こ
と
が
で
き
る
。
俗
世
を
捨
て
て
修
道
院
に
入
ろ
う
と
す
る
者
が
〈
号
唱
ユ
吾
Z
(
m
q月
y
g
の
前
で
)

(

苅

)

(

け

)

そ
れ

(
H
そ
の
手
続
)
を
な
す
こ
と
も
あ
る
。
最
後
に
、
人
が
自
分
を
身
売
り
し
て
体
僕
に
な
る
場
合
さ
え
あ
る
。

論

た
だ
、
こ
れ
ら
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
(
法
的
な
)
行
為
は
、
す
(
九
)

べ
て
も
ち
ろ
ん
出
ロ
巾
唱
『
片
宮
市
(
岡
市
三
円
F
Z
な
し
に
)
で
も
、
つ
ま
り
〈
O
吋
ぬ
巾
ユ
円
宮
巾

(mmコ
円
『
丹
市
の
前
で
)
な
く
て
も
な
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
行
為
は
な
ぜ
、
あ
る
い
は
、
何
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
〈
ミ
胃
ユ
n
F
Z
(悶巾コ円
Z
Z
の
前
で
)
行
わ
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
用
例
を
含
む
条
項
は
、
す
べ
て
手
続
法
的
な
規
範
を
内
容
と
し
て

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、一

般
的
に
言
え
ば
、
人
は
、
こ
の
規
範
に
し
た
が
い
上
述
の
よ
う
な
法
的
行
為
を
〈
ミ
常
三
円
宮
巾
(
関
市
コ
岳
芯
の
前
で
)

行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
行
為
に
よ
り
強
い
法
的
効
果
を
付
与
し
、
と
り
わ
け
証
明
手
続
に
お
け
る
優
位
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き

(
乃
)

る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
上
述
の
用
例
の
幾
っ
か
に
つ
い
て
は
(
関
係
条
項
の
文
言
か
ら
)
直
接
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ

一
つ
の
事
案
に
即
し
て
そ
の
こ
と
を
具
象
的
に
説
明
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
!
ゲ
ル

い
る
こ
と
で
あ
る
。

で
は

(
最
も
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
)

に
も
、
約
定
(
な
い
し
誓
約
)
し
た
こ
と
は
固
く
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
大
原
則
が
厳
存
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
は
、

も
し
そ
れ
を
望
む
な
ら
ば
、
た
と
え
そ
の
約
定
(
な
い
し
書
約
)
が
い
か
に
周
知
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
後
日
そ
れ
を
撤
回
し
、
自
分
(
単
独
)

の
(
否
認
)
宣
誓
に
よ
っ
て
そ
れ
(
日
そ
の
履
行
)
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
そ
れ

(
H
そ
の
約
定
・
誓
約
)
が
〈
号
官
ユ
与
丹
市

(
m
R
E
5
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の
前
で
)
な
さ
れ
た
場
合
は
別
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
限
り
、
相
手
方
は
証
人
(
こ
の
場
合
、
具
体
的
に
は
裁
判
官
と
二
人
の
証
人
)
に
よ
る

(
的
)

証
明
を
も
っ
て
約
定
(
誓
約
)
を
否
認
し
よ
う
と
す
る
者
(
の
単
独
宣
誓
)
を
却
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
純
粋
に
(
つ
ま
り
、
直
接
に
具
体
的
な
事
案
と
の
関
連
を
も
た
な
い
)
手
続
法
的
な
条
項
の
中
に
も
、
〈
O

『
肉
巾
立
与
丹
市
と
い
う
表
現

は
し
ば
し
ば
登
場
し
て
く
る
。
た
と
え
ば
各
人
は
(
あ
る
い
は
、
男
な
ら
誰
で
も
)
、
彼
が
地
方
的
追
放
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
裁
判
管
区
以
外

の
と
こ
ろ
で
は
、
あ
る
い
は
、
彼
が
帝
国
ア
ハ
ト
に
処
せ
ら
れ
て
い
な
い
限
り
、
代
言
人
と
な
り
、
ま
た
(
証
人
と
な
っ
て
)
証
言
し
、
(
自

ら
)
訴
え
(
を
起
こ
し
て
応
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
破
門
中
の
場
合
に
は
、
〈
。
『
ぬ
巴
巳

Z
Z
B
2町内ユ円
F
Z
(教
会
の
唱
ユ
円
F
R
の
前
で
)

(
創
)

そ
れ
ら
の
こ
と
を
な
し
え
な
い
。
人
は
、
代
言
人
を
受
け
と
っ
た
後
に
は
、
〈
。
『
m
N
巾『】円
Z
Z
(四
R
E
M
R
の
前
で
)
公
に

(
H
皆
に
も
聞
こ
え

(
位
)

る
よ
う
に
)
話
し
て
は
な
ら
な
い
。
裁
判
所

(
H
裁
判
官
)
か
ら
訊
ね
ら
れ
る
以
前
に
、
〈
O
「
航
海
ユ
口
町
丹
市
(
岡
市
吋
呂
町
丹
市
の
前
で
)
自
ら
証
人
に

(∞∞) 

な
ろ
う
と
申
し
出
る
者
は
、
証
人
か
ら
排
除
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
婦
女
ま
た
は
娘
は
、
彼
女
等
が
(
直
接
に

)
g『
官
三
円
宮
町

(
m
R
K
V丹市

ザクセンシュピーゲルにおける裁判(権)

の
前
で
)
話
し
ま
た
は
為
し
た
こ
と
に
つ
い
て
相
手
方
か
ら
証
人
に
よ
り
立
証
さ
れ
(
て
裁
判
に
敗
け
る
こ
と
の
)
な
い
よ
う
に
、
す
べ
て
の

(
以
)

訴
訟
に
お
い
て
後
見
人
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ん
ぴ
と
も
、
自
ら
承
認
し
た
債
務
ま
た
は
判
決
を
も
っ
て
(
邑
同
「
R
V丹
市
)
彼
に

帰
さ
れ
た
(
あ
る
い
は
、
科
さ
れ
た
)
債
務
(
に
か
か
わ
る
場
合
)
を
除
き
、
〈
2
m巾『同市
F
Z
(岡
市
コ
口
町
丹
市
の
前
で
)
自
分
の
人
命
金
よ
り
も
高

(
お
)

く

(
H
高
い
金
額
に
つ
い
て
)
保
証
人
を
立
て
る
義
務
は
な
い
。
な
お
、
こ
の
〈
2
m巾『戸内
F
Z
(
m
q
R
U
Z
の
前
で
)
負
わ
さ
れ
る
債
務
の
中

(
前
)

に
は
、
損
罪
金
と
人
命
金
が
含
ま
れ
る
。
原
告
が
〈
2

m巾吋
-
n
y
g
(
岡
市
『
国
内
町
丹
市
の
前
で
)
あ
る
者
に
対
し
て
人
命
金
ま
た
は
蹟
罪
金
を
獲
得

(
幻
)

す
る
場
合
、
裁
判
官
は
そ
の
者
に
対
し
て
罰
金
を
取
得
す
る
。

こ
う
し
た
用
例
に
お
い
て
特
に
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
の
は
各
人
生
得
の
法
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
法
に
つ
い
て
は
人
命
金
と
購

罪
金
が
い
わ
ば
徴
表
的
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
ら
の
法
に
つ
い
て
完
全
な
(
あ
る
い
は
、
非
難
さ
れ
る
余
地
の
な
い
)
者
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
出
生
身
分
に
広
じ
て
完
全
な
人
命
金
と
蹟
罪
金
を
も
っ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
夫
な
い
し
男
の
半
分
の
人
命
金
と
贈
罪
金
し
か
も

北法49(1・15)15 



説

(
お
)

た
ぬ
婦
女
(
な
い
し
妻
女
)
ま
た
は
娘
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
(
完
全
で
な
い
自
ら
の
法
を
補
う
た
め
に
)
す
べ
て
の
訴
訟
に
お
い
て
後
見
人

吾ι
白冊

を
も
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
次
の
よ
う
な
条
項
が
見
ら
れ
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
「
完
全
な
人
命
金
と
完
全
な
蹟
罪
金
を
す
べ
て
の

男
は
も
つ
べ
き
で
あ
る
、
た
と
え
彼
が
四
肢
の
一
部
を
欠
い
て
い
て
も
、
彼
が
〈

2
m判
巾
江
円
伊
丹
巾
(
岡
市
三
門
町
宮
の
前
で
)
自
分
の
不
具
を
証
明
し
、

(
的
)

そ
れ
に
よ
っ
て
後
見
人
を
得
る
こ
と
の
な
い
限
り
」
。
身
売
り
を
し
て
体
僕
に
な
っ
た
者
は
、
同
時
に
そ
の

(
卯
)

吋巾円吉(巾
)

}

O

印
(
法
喪
失
者
)
と
な
る
。
同
じ
よ
う
に
、
き
『
官
立
与
常
(
岡
市
江
円
宮
市
の
前
で
)
あ
る

(
生
得
の
)
法
を
も
失
い
、

(
生
得
の
)
法
を
否
定
し
、
自
分
は
別
な

(
引
)

法
を
も
っ
と
主
張
し
た
者
は
、
後
者
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
前
者

(
H
生
得
の
法
)
を
も
失
う
。
最
後
に
、
し
か
し
と
り
わ
け
、

窃
盗
・
強
盗
な
ど
の
犯
罪
の
か
ど
で
〈

2
m
mコ
与
芯

(
m
g
n
z
z
の
前
で
)
有
罪
と
さ
れ
た
者
も
、
〈
。
吋
閃
巾
「

-nzg(mm立
与
宮
の
前
で
)
彼
の

法
を
失
う
。
こ
の
場
合
、
彼
は
判
決
を
も
っ
て
、
吋
巾
円
UR-o的
(
法
喪
失
者
)
と
宣
告
さ
れ
、
同
じ
く
判
決
を
も
っ
て
彼
か
ら
そ
の
ア
ン
ゲ
ン

(
幻
)

と
レ

l
ン
が
剥
奪
さ
れ
る
。

以
上
が
〈
。
『
喝
コ
円
伊
丹
巾
と
い
う
表
現
の
用
例
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
人
は
〈

2
m
m
-

立
与
芯

(mqEMg
の
前
で
)
、
少
な
く
と
も
将
来
の
訴
訟
に
備
え
て
何
ら
か
の
法
的
に
重
要
な
行
為
を
お
こ
な
う
こ
と
、
そ
し
て
、
人
は
そ

こ
で
訴
え
(
訴
訟
)
を
起
こ
し
、
そ
の
訴
訟
が
そ
こ
で
審
理
さ
れ
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
ラ
ン
ト
法
」
の
一
条
項

(
幻
)

は
、
「
裁
判
官
が
判
決
を
も
っ
て
裁
く
所
、
そ
の
す
べ
て
の
場
所
に
官
三
円
F
Z
が
在
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
う
し
た

機
能
を
果
た
す
宮
ユ
岳
Z
を
「
法
廷
と
し
て
の

m
q片
Z
3
3
2
-
n
Z
丘
団
の
R
W
Y片
品
え
)
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

因
み
に
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
「
裁
判
集
会
」
な
い
し
「
法
廷
」
と
い
う
意
味
で
の
喝
ユ
与
汚
の
語
は
、
両
者
を
合
計
す
る
と
、
「
ラ
ン
ト
法
」

の
六
四
〔
七
八
〕
条
項
中
の
六
九
〔
九

O
〕
箇
所
、
「
レ

l
ン
法
」
の
四
条
項
中
の
各
一
箇
所
、
都
合
六
八
〔
八
一
己
条
項
中
の
七
一
一
一
〔
九
四
〕

(
川
四
)

箇
所
に
現
れ
る
。

(d) 

の
九
三
二
〕

の
条
項
中
の
一
一
一
〔
一
六
〕
箇
所
に
、
〈
即
ロ

ま
だ
残
っ
て
い
る
宮
立
与
Z
の
語
の
用
例
の
う
ち
、
「
ラ
ン
ト
法
」

北法49(1・16)16



(
M
N
)
 

唱
ユ
円

yg∞}岡田}〈
g
と
い
う
定
型
的
表
現
が
見
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
〈
。
ロ
の
巾
コ

nugd司巾
m
g
(裁
判
所
の
命
な
い
し
職
権
に
よ
り
)

と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
人
は
〈
白
ロ

m
q
k
z
g
z
z
g
(裁
判
所
の
命
な
い
し
職
権
に
よ
り
)
具
体
的
に
何
を
す
る
の

ザクセンシュピーゲルにおける裁判(権)

か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
も
念
の
た
め
そ
の
点
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
人
が
叫
び
声

(
U
叫
喚
告
訴
)
に
応
じ
て
現
行
犯
を
追
跡
す
る
場
合
、
〈
白
ロ
ぬ
司
王
昆

g
z
z
g
(裁
判
所
の
命
に
よ
り
)
自
分
の

主
君
や
家
臣
あ
る
い
は
親
族
の
逮
捕
に
協
力
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
彼
の
忠
誠
(
な
い
し
誠
実
)
(
義
務
)
(
包
宮
守
口
当
m
u
∞
包
】
巾
寸

2
5
)

(
鉛
)

に
違
反
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
次
に
、
人
(
H
裁
判
官
)
は
〈

g
m
R
F
n
z
g
宮
古

g
(裁
判
所
の
職
権
に
よ
り
)
次
の
裁
判
期
日
を
定
め

(
貯
)

て
そ
の
開
催
を
命
じ
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
な
い
聞
に
訴
え
ら
れ
た
被
告
を
法
定
の
(
三
度
の
)
裁
判
期
日
に
召
喚
す
る
こ
と
が
あ
る
。
訴

訟
そ
の
も
の
の
聞
に
も
、
人
(
日
裁
判
官
)
は
婦
女
ま
た
は
娘
に
、
彼
女
等
が
法
定
後
見
人
を
即
座
に
も
ち
合
わ
せ
な
い
場
合
、
〈

g
m山市三円
y
a

定
的

Z
Z
S
(裁
判
所
の
職
権
に
よ
り
)
彼
女
等
に
後
見
人
を
与
え
、
ま
た
、
こ
の
(
裁
判
所
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
)
後
見
人
に
対
し

gロ

(
M
m
)
 

ぬ
q
R
Z
g
g
z
g
(職
権
に
よ
り
裁
判
所
か
ら
)
質
問
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
訴
え
が
娘
ま
た
は
寡
婦
の
法
定
後
見
人
に
向
け
ら
れ

る
場
合
に
は
、
裁
判
官
(
ま
た
は
含
仲
間
巾
ユ
円
E
H裁
判
所
)
が
彼
女
等
の
後
見
人
と
な
り
、
そ
の
法
定
後
見
人
が
法
廷
に
出
頭
し
な
い
な
ら
ば
、
(
仰
)

〈
g
m
R
F
n
z
g
げ
と
〈
巾
ロ
(
裁
判
所
の
職
権
に
よ
り
)
彼
女
等
を
後
見
人
に
奪
わ
れ
て
い
た
所
領
の
占
有
・
支
配
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。

そ
の
場
に
居
合
わ
せ
な
い
間
に
訴
え
ら
れ
た
被
告
に
対
し
て
も
、
人
(
H
裁
判
官
)
は
〈
自
由
克
己

n
E
g
g
-〈
巾
ロ
(
裁
判
所
の
職
権
に
よ
り
)
、

一
四
夜
後
に
彼
の
債
務
を
支
払
う
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
そ
の
債
務
を
法
廷
で
(
あ
る
い
は
、
宣
誓
を
も
っ
て
)
(
ヨ
庄
司

2
Z巾
)
否
認
す
べ
き

(
瑚
)

旨
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
に
関
し
て
は
、
人

(
H
裁
判
官
)
は
、
あ
る
所
領
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
H
占
有
権
)
を
法
廷
で
、
し
か

し
現
在
の
占
有
者
が
居
合
わ
せ
な
い
聞
に
譲
渡
さ
れ
た
者
に
、
そ
の
所
領
へ
の
占
有
指
定
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
後
(
こ
ん
ど
は
現
在

北法49(1・17)17 

の
占
有
者
に
対
す
る
包
ご
2
Z巾
円
三
回
想
H
法
廷
で
の
、
ま
た
は
、
正
規
の
訴
え
を
も
っ
て
)
こ
の
者
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
(
H
占
有
権
)
が
確
認
さ

(
肌
)

れ
た
場
合
に
も
、
人
(
日
裁
判
官
)
は
同
じ
く
占
有
指
定
を
行
う
。
ま
た
、
複
数
の
保
証
人
ま
た
は
債
務
者
が
あ
る
場
合
、
人

(
H
裁
判
官
)



論

(
服
)

は
彼
等
を
、
皆
が
で
き
る
だ
け
同
額
の
人
命
金
な
い
し
罰
金
を
支
払
う
よ
う
、
〈
田
口
m

刊号

-nzgg-〈
巾
ロ
(
裁
判
所
の
命
に
よ
り
)
強
制
す
る
。
沼

(

郎

)

紛

最
後
に
、
人
は
〈
国
ロ
ぬ
巾
『
片
伊
丹
市
印
町
即
日
〈
巾
ロ
(
裁
判
所
の
職
権
に
よ
り
)
(
死
刑
を
執
行
さ
れ
)
生
命
を
失
う
こ
と
が
あ
る
。
日

こ
れ
ら
の
用
例
に
お
い
て
、
官
『

E
g
の
語
が
具
体
的
に
は
、
裁
判
骨
を
指
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
即
座
に
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
側b
L
 

ょ
う
。
た
だ
し
こ
の
場
合
、
「
裁
判
官
」
は
常
に
「
職
権
」
(
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
彼
が
受
領
し
た
「
裁
判
権
」
に
含
ま
れ
て
い
る
)
の
担
い
手
な
い

j

(
胤
)

し
代
表
者
と
し
て
現
れ
る
。
こ
う
し
た
「
職
権
」
の
担
い
手
な
い
し
代
表
者
と
し
て
裁
判
官
は
、
現
行
犯
の
逮
捕
、
訴
訟
の
指
揮
、
(
特
に

被
告
が
欠
席
し
て
い
る
問
の
)
「
仮
処
分
」
、
あ
る
い
は
、
判
決
の
執
行
な
ど
に
か
か
わ
る
こ
と
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
注
意

の
「
職
権
」
が
、
特
に
あ
る
所
領
(
具
体
的
に
は
ア
イ
ゲ
ン
ま
た
は
レ
l
ン
)

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
裁
判
所
(
な
い
し
裁
判
官
)

説

(
H
占
有
権
)
に
関
し
て
は
、
明
確
に
限
定
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
ラ
ン
ト
法
」
の
一
条
項
は
こ
れ

を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
人

(
H
裁
判
官
)
は
〈

g
m巾ユ円
Z
B
Y回
一
〈
巾
ロ
(
裁
判
所
の
命
ま
た
は
職
権
に
よ
り
)
な
ん
び
と
を
も
そ
の
ゲ

の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

ヴ
ェ

l
レ

(
H
所
領
な
い
し
所
領
の
占
有
)
か
ら
逐
い
出
し
て
は
な
ら
な
い
、

た
と
え
そ
の
者
が
不
法
に
そ
の
(
グ
ヴ
ェ

l
レ
H

所
領
の
占
有
)

の
中
に
入
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
彼
自
身
が
居
合
わ
せ
て
い
る
場
合
に
は
、
人
が
日
一
円
『

R
V丹市「
w
g
m巾
(
法
廷
で
の
、
ま
た
は
、
正
規
の
訴

え
を
も
っ
て
)
そ
の
者
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
U
所
領
の
占
有
権
)
を
破
ら
な
い
限
り
、
あ
る
い
は
、
(
彼
が
居
合
わ
せ
て
い
な
い
場
合
に
は
)
、
人

(
H

裁
判
官
)
は
そ
の
者
を
〈

g
m
q
F円
Z
g
z
z
g
(裁
判
所
の
職
権
に
よ
り
)
法
定
の

そ
の
時
に
そ
の
者
が
(
な
お
)
出
頭
し
な
い
な
ら
ば
、
人

(
H
裁
判
官
)
は
そ
の
者
か
ら
判
決
を
も
っ
て
ゲ
ヴ
ェ

1
レ

(
防
)

を
剥
奪
す
る
」
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
裁
判
所
(
な
い
し
裁
判
官
)
の
「
職
権
」
が
、
特
に
あ
る
所
領
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ

吋巾円

y
g
r
u
m巾
(
法
廷
で
の
、
ま
た
は
、
正
規
の
訴
え
)
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

(
三
回
の
)
裁
判
期
日
に
召
喚
す
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

(
日
所
領
の
占
有
権
)

(
H
占
有
権
)
に
関
し
て
、

以
上
の
よ
う
な
検
討
の
結
果
に
も
と
づ
き
、
さ
ら
に
幾
つ
か
の
条
項
に
お
け
る
唱
え
与
な
の
語
も
、
容
易
に
同
じ
(
具
体
的
に
は
、
「
職
権
」

の
担
い
手
な
い
し
代
表
者
と
し
て
の
裁
判
官
の
)
意
味
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
と
え
ば
、
「
レ

l
ン
法
」
の
一
条
項
は
次
の
よ
う



一
つ
の
事
案
に
つ
い
て
二
度
罰
金
を
払
う
こ
と
は
な
い
が
)
「
あ
る
者
に
対
し
(
同
時
に
)
平
和
お
よ
び
祝
祭
日
の
安

そ
の
者
は
一
つ
の
事
案
に
つ
き
、
二
度
、

5
ユ
己
呉
巾
ロ
戸
市
ロ
ロ
号

m
2
2
g
w
g巾
ぬ
巾
丘
町

Y
Z
(世
俗
(
の
悶
巾
5
Z巾)

(
削
)

お
よ
び
教
会
の
胃
コ
ロ
FZ)
に
、
罰
金
を
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
。
こ
の
場
合
、
世
俗
の

m州
市
三
円
宮
市
に
関
す
る
限
り
、
曹
三
n
F
Z
の
語

で
言
わ
れ
て
い
る
も
の
が
具
体
的
に
は
裁
判
官
を
指
す
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
「
ラ
ン
ト
法
」
の
諸
条
項
で
は
、
罰
金
の
受
領
者
と

(
閉
山
)

し
て
繰
り
返
し
ほ
か
な
ら
ぬ
裁
判
官
が
登
場
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
右
の
場
合
に
お
い
て
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
著
者
(
ア

イ
ケ
・
フ
ォ
ン
・
レ
プ
ゴ
ウ
)
は
教
会
裁
判
所
と
の
関
連
で
は
罰
金
の
受
領
者
を
ユ
与
Z
Z
(裁
判
官
)
と
呼
ぶ
こ
と
を
避
け
た
か
っ
た
の
で

(m) 

は
な
い
か
(
教
会
裁
判
所
の
場
合
、
罰
金
は
言
う
ま
で
も
な
く
教
会
に
帰
属
す
る
)
、
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
本
稿
で
検
討
の
対
象
と
な
っ
て

(m) 

い
る
関
係
条
項
の
中
で
、
裁
判
官
が
こ
れ
も
か
な
り
頻
繁
に
証
人
と
し
て
登
場
し
て
く
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
、

E
-片
号
呂
巾
ぬ
巾
『
』
口
町
田

に
述
べ
る
。
(
一
般
に
は
、

寧
を
破
る
者
が
あ
れ
ば
、

z
z
m
g
(
m
R片
宮
市
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
、
略
立
与
芯
(
の
証
人
)
を
も
っ
て
証
言
す
る
)
、
間
口
巾
想
ユ
円
宮
古
唱
E
m州
市
口
(
岡
市
コ
円
V
R
(
の
証
人
)
な

ザクセンシユピーゲルにおける裁判(権)

し
に
証
言
す
る
)
、
常
Z
m阿
ヱ
巾
官
ロ
己
主
唱
ユ
岳
丹
市
(
四
四
三
三
去
に
対
(
し
て
何
か
を
立
証
)
す
る
証
人
ま
た
は
証
言
)
な
ど
の
表
現
中
に
あ
る

(m) 

胃
ユ
円
宮
市
の
語
が
具
体
的
に
は
裁
判
官
(
な
い
し
少
な
く
と
も
そ
の
代
理
人
)
を
指
す
こ
と
は
、
ま
ず
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
が
(
裁
判
に
か
か
わ
る
)
「
職
権
」
の
担
い
手
な
い
し
代
表
者
と
し
て
の
裁
判
官
を
意
味
す
る
腎
『
王
宮
の
語
に
つ
い
て
で
あ
る
。

腎
コ
与
丹
市
の
語
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
「
ラ
ン
ト
法
L

の
一
一
一
〔
一
人
〕
条
項
中
の
二
ハ
〔
一
一
一
一
〕
箇
所
、
「
レ

l
ン
法
」
の
一
条
項
中
の
一

(m) 

箇
所
、
都
合
一
三
〔
一
九
〕
中
の
一
七
〔
二
三
〕
箇
所
に
お
い
て
、
こ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(
e
)

寸
ラ
ン
ト
法
」
の
一
条
項
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
あ
る
場
所
に
お
い
て
自
分
の
(
生
得
の
)
法
を
〈
ミ
曹
三
n
y
g
(
法
廷
で
)

北法49(1・19)19 

喪
失
し
た
者
は
、
人
が
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
自
己
巾
呂
巾
唱
コ
岳
丹
市
胃
z
n
F
(
m
q
E】
怠
に
(
つ
い
て
の
)
証
人
を
)
有
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

者
は
す
べ
て
の
場
所
で
そ
れ

(
H
法
)
を
喪
失
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
な
ん
ぴ
と
も
(
そ
の
こ
と
を
立
証
す
る
た
め
に
)
仏
自

m
山巾ユ円

Z
g
m巾
宮
門
町
(
そ
の
問
巾
三
円
U
Z
の
証
人
)
を
百

2

8仏巾吋
m
川
市
立
与
丹
市
(
他
の
H
法
を
喪
失
し
た
以
外
の
裁
判
所
H
法
廷
へ
)
連
れ
出
す
義



説

務
は
な
い
。
か
え
っ
て
、
(
現
に
)
そ
こ
で
そ
の
者
が
法
喪
失
者
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
(
裁
判
所
の
)
裁
判
官
が
、

そ
の
使
者
二
人
を

北法49(1・20)20

(
か
つ
て
)
そ
こ
で
そ
の
者
が
法
を
喪
失
し
た

(
と
主
張
さ
れ
て
い
る
裁
判
所
の
)
裁
判
官
の
許
に
遣
わ
し
、
人

(
H
法
を
喪
失
し
た
裁
判
所
の

至急b
p岡

裁
判
官
)
が
そ
の
者
に
対
し
て
そ
の
こ
と

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
、
彼
等
(
使
者
)
が
(
現
に
法
の
喪
失
が
主
張
さ
れ
て
い
る
法
廷
で
)

(
回
)

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
。

(
H
法
の
喪
失
)
を
証
人
を
も
っ
て
立
証
で
き
る
か
ど
う
か
、
彼
等
(
使
者
)
に
聞
か
せ
る
べ
き
で

そ
れ

(
H
法
の
喪
失
)
に
つ
い
て
証
人
に
な
ら
な

で
検
討
し
た
結
果
に
従
え
ば
、
こ
の
包
号

B
2山巾
H

・
Fnugm山
市
宮
内
町
お
よ
び
己

g
m町
内
コ
円
宮

g
m巾
Z
n
y
が
全
体
と
し
て
は
実

質
的
に
裁
判
官
(
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
代
理
人
)
を
指
す
こ
と
に
疑
問
の
余
地
が
あ
る
ま
い
。
た
だ
こ
れ
ら
の
表
現
に
つ
い
て
は
次

前
項

(d)

の
よ
う
な
問
題
が
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
こ
れ
ら
の
表
現
が
全
体
と
し
て
裁
判
官
を
意
味
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
用
例
中
に

あ
る
常
三
円
宮
市
の
語
そ
の
も
の
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ

唱
ユ
n
y
Z
の
語
そ
の
も
の
を
裁
判
官
と
解
す
る
可
能
性
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら

と
り
わ
け
(
裁
判
所
の
)
判
決
と
解
す
る

の
用
例
に
お
い
て
は
、
官
三
円
宮
巾
の
語
を
裁
判
(
な
い
し
訴
訟
)

の
結
末
、
あ
る
い
は
、

(
し
た
が

喪
失
と
い
う
)
裁
判
の
結
末
な
い
し
判
決
の
証
人
」
と
理
解
す
る
)

っ
て
、
自
己
巾
g
m
m
コ
与
な
胃
宮
内
町
は
「
(
法
の
喪
失
と
い
う
)
裁
判
の
結
末
な
い
し
判
決
に
つ
い
て
の
証
人
」
、
母
印
腎
江
市
町
宮
∞
常
吉
与
は
「
(
法
の

(
凹
)

の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

犯
罪
に
つ
い
て
の
訴
え
に
関
し
て
は
、
一
言
う
ま
で
も
な
く
判
決
は
、

ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
「
刑
罰
」
、
そ
れ
も
苦
痛
刑
を
内
容
と
す
る
も
の

(
山
)

の
若
干
の
条
項
で
は
、
ぬ
巾
ユ
円
F
Z
の
語
は
ま
さ
に
こ
の
刑
罰
の
意
味
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

に
な
る
。
「
ラ
ン
ト
法
」

そ
の
う
ち
最
も
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
用
例
だ
け
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。
「
あ
る
犯
罪
を
裁
か
な
い
裁
判
官
は
す
べ
て
、
か
の

(
出
)

者

(
H
そ
の
犯
罪
を
犯
し
た
者
)
に
下
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
と
仏
巾
的
印
巾

τ
g
m
2
R
Z
g
(同
じ
刑
罰
)
を
も
っ
て
責
を
問
わ
れ
る
」
。

以
上
が
、
判
決
ま
た
は
刑
罰
の
意
味
で
の
胃
コ
円
宮
内
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
哲
三

nyg
の
語
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
「
ラ
ン

は
し
か
し
、



ト
法
」
の
七
〔
八
〕
条
項
中
の
八

(
凶
)

〔
九
〕
箇
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

以
上
、

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
に
お
け
る
哲
ユ
与
芯
の
用
語
法
の
検
討
を
進
め
て
き
た
が
、

わ
れ
わ
れ
に
は
も
う
一
つ
、
も
っ
と
重

要
な
、
否
む
し
ろ
決
定
的
に
重
要
な
問
題
の
検
討
が
残
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
胃
コ
円
宮
内
の
語
が
用
い
ら
れ
る
場
合
、
(
以
下
、

一
々
そ

の
語
義
に
立
ち
入
る
必
要
が
な
い
場
合
に
は
、
概
括
的
に
「
裁
判
所
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
な
ら
ば
)
具
体
的
に
は
い
か
な
る
裁
判
所
の
こ
と
を
言
つ

て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
。
次
に
こ
の
問
題
に
取
り
か
か
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ザクセンシュピーゲルにおける裁判(権)

(
一
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
全
体
の
一
一
一
〔
四
〕
箇
所
で
は
、
明
示
的
に
腎
Z
E
w
m潟
三
円
宮
に
言
及
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
教
会
(
か
)

(
即
)

裁
判
所
を
指
す
こ
と
は
言
を
侠
た
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
明
示
的
に
d

弔問ユ
E
r
m巾
立
与
丹
市
と
い
う
表
現
が
現
れ
る
の
は
四
箇
所
に
す
ぎ

な
い
が
、
(
神
の
悶
巾
ユ
円
F
Z
に
か
か
わ
る
)
「
序
一
言
」
の
二
箇
所
を
別
に
す
れ
ば
、
単
に
胃
ユ
n
y
Z
と
言
わ
れ
て
い
る
他
の
す
べ
て
の
箇
所
も

(m) 

世
俗
の
裁
判
所
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
、

(
m
R呂
町
広

の
語
が
も
っ
ぱ
ら
教
会
(
の
)
裁
判
所
に
か
か
わ
る
二
二
〕
艶
お
よ
び
「
序
言
」
の
二
箇
所
を
除
い
て
)
一
五

O
〔
一
八
三
〕
箇
所
の

E
B

の
語
が
、
具
体
的
に
は
い
か
な
る
(
世
俗
の
)
裁
判
所
に
か
か
わ
る
の
か
、
と
り
わ
け
ラ
ン
ト
法
上
の
そ
れ
か
、
そ
れ
と
も
レ

l
ン
法
上
の

そ
れ
か
、

と
い
う
問
題
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
の
冒
頭
(
一
・
つ
)
)

で
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、

ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
官
コ
n
v
g
の
語
は
そ
の
圧

倒
的
大
部
分
が
「
ラ
ン
ト
法
」

の
部
に
現
れ
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
す
で
に
唱
立
与
Z
と
ラ
ン
ト
法
と
の
強
い
つ
な
が
り
が
示
唆
さ
れ
て

北法49(1・21)21



説

レ
ー
ン
法
上
の
裁
判
所
に
か
か
わ
る
可
能
性
を
も
っ
事

(
印
)

例
を
探
す
こ
と
か
ら
始
め
る
方
が
賢
明
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
「
レ

1
ン
法
」
に
お
け
る
用
例
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
目
的
地
に
よ
り
速
や
か
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、

一
六
条
項
中
の
一
二
箇
所
に
現
れ
る
。
こ
の
う
ち
一
箇
所
で
は
、

グ
ラ

l
フ
シ
ャ
フ
ト
を
指
す
、
と
い
う
こ
と
は
簡
単
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
一
箇
所
で
は
、
こ
の
語
は
裁
判
集
会
と
し
て
の
裁

さ
ら
に
も
う
一
つ
の
箇
所
で
は
、
そ
れ
は
平
和
破
壊
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
一
一
箇
所
で
は
、
こ
の
語
は
裁
判
管
区
を

(
g
m
E号
ユ
-w)
相
克
己
円
宮
巾
(
特
別
な
問
巾
三
円
V
Z
)
の
語
が
具
体
的
に
は

北法49(1・22)22

論

(a) 

( 

一
、、‘ーー，

で
前
述
し
た
よ
う
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
の
「
レ

l
ン
法
」
で
は
、
m

克
己
円
宮
巾
の
語
が
(
補
正
を
施
し
た
の
ち
)

判
所
を
指
し
、

指
し
、

一
二
箇
所
で
は
裁
判
権
レ

l
ン
と
し
て
の
(
ラ
ン
ト
法
上
の
、
流
血
)
裁
判
権
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
一
八
箇
所
に
お
い
て
は
、

官
三
岳
后
の
語
が
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
を
指
す
こ
と
に
問
題
の
余
地
は
な
く
、
レ
ー
ン
法
上
の
そ
れ
を
指
す
可
能
性
は
ま
っ
た
く
な
い
。

と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
も
う
少
し
後
の
と
こ
ろ

(
C
)

で
、
残
っ
た
三
箇
所
ー
ー
ー
そ
こ
に
は
い
ず
れ
も
〈
ミ
胃
コ
与
丹
市
と
い
う
表
現
が

(m) 

出
て
く
る

1
1
1
を
個
別
に
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(b)
次
に
「
ラ
ン
ト
法
」
の
関
係
箇
所
の
検
討
に
移
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
も
ま
た
、
た
と
え
ば
、
明
示
的
に
グ
ラ

l
フ
ま
た
は

ゴ
l
グ
ラ
l
フ
の
官
ユ
与
Z
と
言
わ
れ
て
い
る
箇
所
を
、
レ
ー
ン
法
上
の
裁
判
所
を
指
す
可
能
性
の
ま
っ
た
く
な
い
も
の
と
し
て
個
別
的

検
討
か
ら
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
。
同
じ
こ
と
は
し
か
し
、
常
三
三
号
の
語
が
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
流
血
裁
判
権
、
裁
判
管
区
、
裁
判
集
会
、

「
職
権
」
の
担
い
手
な
い
し
代
表
者
と
し
て
の
裁
判
官
に
か
か
わ
る
箇
所
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
こ
こ
ま
で
の
作
業
で
ま
だ
残
っ
て
い
る
の

は
、
(
主
に
)
〈
号
官
三
円

F
Z
と
い
う
表
現
が
現
れ
る
か
な
り
の
数
の
条
項
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
し
か
し
、
さ
ら
に
そ
の
中
か
ら
、
犯
罪
、

地
方
的
追
放
、
(
各
人
生
得
の
)
法
、
人
命
金
、
ア
イ
ゲ
ン
ま
た
は
相
続
財
産
、
(
レ
l
ン
の
目
的
物
で
な
い
)
物
に
か
か
わ
る
条
項
を
取
り
除

く
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
に
わ
れ
わ
れ
は
、
関
係
条
項
が
置
か
れ
て
い
る
文
脈
(
具
体
的
に
は
前
後
の
条
項
と
の
つ
な
が
り
)
を
考
慮
に
入
れ

る
こ
と
が
で
き
る
し
、
考
慮
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
作
業
を
進
め
て
い
く
と
、
す
な
わ
ち
、
レ

1
ン
法
に
は
お
よ
そ



一
つ
一
つ
取
り
除
い
て
い
く
と
、
驚
く

べ
き
こ
と
に
、
最
後
に
は
ま
っ
た
く
何
も
残
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
コ
フ
ン
ト
法
」
で
は
、
ぬ
巾
『
F
n
y
g
の
語
が

レ
l
ン
法
上
の
、
あ
る
い
は
、
主
君
の
裁
判
所
を
指
す
可
能
性
の
あ
る
箇
所
は
た
だ
の
一
箇
所
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(m) 

し
か
し
な
が
ら
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

1
ゲ
ル
の
「
ラ
ン
ト
法
」
に
は
、
レ
ー
ン
が
唱
ユ
円
伊
丹
巾
の
語
と
一
緒
に
現
れ
る
条
項
が
一
つ
あ
る
。

念
の
た
め
、
こ
の
条
項
だ
け
は
個
別
に
検
討
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
事
案
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
「
娘
ま
た
は
寡
婦
が

Z

Z
E
Z
n伊
丹
市
(
一
フ
ン
ト
法
廷
で
)
彼
女
(
等
)
の
後
見
人
に
つ
い
て
、
彼
が
自
分
(
た
ち
)
か
ら
ア
イ
ゲ
ン
ま
た
は
レ

l
ン
ま
た
は
一
期
分
を

奪
う
旨
訴
え
、
そ
し
て
そ
の
ゆ
え
に
彼
が
三
度
の
裁
判
集
会
に
召
喚
さ
れ
、
し
か
も
彼
が
第
三
の
(
裁
判
)
期
日
に
出
頭
し
な
い
な
ら
ば
:
:
:
」
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
、
原
告
で
あ
る
娘
ま
た
は
寡
婦
は
、
家
臣
と
し
て
レ

i
ン
を
受
封
し
所
持
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
な
が

は
(
そ
の
レ
l
ン
が
奪
わ
れ
た
場
合
も
含
め
て
)
そ
の
後
見
人
を
、
明
示
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ

存
在
し
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
、

レ
ー
ン
法
上
の
法
廷
で
は
お
よ
そ
問
題
に
な
り
え
な
い
も
の
を
、

ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
女
(
等
)

ザクセンシュピーゲルにおける裁判(権)

う
に
、

Z
E
E
2
n
F丹
市
(
ラ
ン
ト
法
廷
で
)
訴
え
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
場
合
、
裁
判
官
が
彼

女
(
等
の
)
後
見
人
と
な
り
、
〈
田
口
出
向

2
5
z
z
z
z
g
(裁
判
所
の
職
権
に
も
と
づ
き
)
彼
女
(
等
)
を
法
定
後
見
人
に
奪
わ
れ
た
所
領
の

(
邸
)

占
有
・
支
配
に
復
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
条
項
の
畑
町
内
ユ
円
V
Z
の
語
も
ま
た
レ

l
ン
法
上
の
裁
判
所
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
明
白

な
だ
け
で
な
く
、
こ
の
条
項
は
か
え
っ
て
、
レ
ー
ン
の
帰
属
を
め
ぐ
る
係
争
が
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
に
訴
え
ら
れ
審
理
さ
れ
る
場
合
も
あ

(m) 

る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

C

)

こ
こ
で
、
先
ほ
ど
留
保
し
て
お
い
た
「
レ

l
ン
法
」
の
三
つ
の
条
項
の
個
別
的
な
検
討
に
移
り
た
い
。
念
の
た
め
に
一
言
す
れ
ば
、

官
立
与
丹
市
の
語
が
レ

l
ン
法
上
の
裁
判
所
を
意
味
す
る
可
能
性
を
残
し
て
い
る
の
は
、
今
や
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
全
巻
を
通
じ
て
こ

っdヮ“
内
《

υ。，u
n
H
d
 a-法

そ
の
う
ち
の
一
つ
の
条
項
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
主
君
は
所
領
を
あ
る
家
臣
に
臣
従
礼
な
し
に
質
入
れ
す
る
(
印
2
Z口
)
こ
と
が
で
き
る
。
北

の
三
つ
の
条
項
に
限
ら
れ
て
い
る
。



説

し
か
し
な
が
ら
、
彼

(
H
主
君
)
が
そ
れ
を
彼

(
H
家
臣
)
に
確
実
に
引
渡
す
か
否
か
は
、
主
君
の
信
義
に

白
口
問
己
巾
印
国
巾
吋
吋
ロ
吋
『

2
巾
)
か
か
っ
て
い
る
。
彼
(
H
主
君
)
が
そ
れ
(
H
質
入
れ
の
約
定
)
を
彼
(
H
家
臣
)
に
対
し
彼
(
H
主
君
)

(
自
芹
包
ロ
巾
『
ロ
ロ
∞

2R)
破
ろ
う
と
望
む
な
ら
ば
、
彼

(
U
主
君
)
は
そ
の
こ
と

(。℃円)巾会山田町巾『

2
ロ昨「ロ

4
2
H

の
否
認

北法49(1・24)24

自命

宣
誓
を
も
っ
て

(
H
約
定
の
否
認
な
い
し
撤
回
)
を
な
す
こ

と
が
で
き
る
、
こ
の
家
臣
が
こ
の
こ
と

廷
で
)
自
分
に
質
入
れ

(
の
約
定
を
)

(
日
そ
の
所
領
)
を
〈
O

『
ぬ
巾
三
円
Y
Z
(
法

(
邸
)

し
た
旨
、
彼

(
U
主
君
)
に
対
し
証
人
に
よ
り
立
証
で
き
な
い
限
り
」
。
こ
の
場
合
、

g『
唱
ユ
与
Z

(
H
質
入
れ
の
約
定
)
に
つ
い
て
、
彼
(
H
主
君
)

は
そ
れ

と
い
う
表
現
で
具
体
的
に
い
か
な
る
裁
判
所
が
考
え
ら
れ
て
い
る
か
は
、
こ
の
条
項
の

て
明
ら
か
に
な
る
。
日
く
、
「
人
は
所
領
を
、
そ
れ
が
法
的
に
有
効
に
な
る

(
一
つ
お
い
て
そ
の
)
後
に
出
て
く
る
条
項
に
よ
っ

(z-宮
ロ
品
川
町
巾

-rロ
仏
)
(
効
き
目
が
あ
る
)
よ
う
に
質
入
れ
し

た
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
を
質
入
れ
す
る
約
定
)
は
〈
O
『巳

g
Eロ
巳
2
H
a
R
伊
丹
巾
「
巾
(
そ
の
ラ
ン
ト
の
裁
判
官
(
具
体
的
に
は
グ
ラ
1

フ
)
の
前
で
、
な
い
し
、
そ
の
法
廷
で
)
行
う
こ
と
を
要
す
る
、
(
将
来
)
そ
れ
に
つ
い
て
裁
判
集
会
参
集
義
務
者
(
仏
巾
己

ES--nvzmg)

(
邸
)

を
証
人
と
し
て
も
ち
う
る
よ
う
に
」
と
。
つ
ま
り
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
所
領
の
質
入
れ
は
、
主
君
か
ら
家
臣
へ
の
そ
れ

を
も
含
め
て
、
法
的
に
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
、
ラ
ン
ト
法
廷
で
行
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
主
君
は
、
こ
の

(
印
)

ラ
ン
ト
法
廷
で
行
わ
れ
た
所
領
の
質
入
れ
の
約
定
だ
け
は
、
後
に
否
認
宣
誓
を
も
っ
て
否
認
・
撤
回
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

残
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
条
項
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
家
臣
は
債
務
の
ゆ
え
に
彼
の
主
君
(
の
物
)
を
差
押
え
、
そ
し
て
(
主
君
を
)
〈
号

そ
れ
(
H
そ
の
債
務
)
に
つ
い
て
彼
(
H
家
臣
)
に
対
し
彼
(
H
主
君
)
が
彼
の
家
臣
た
ち
の

mm吋F
n
F
Z
(法
廷
で
)
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
、

品
別
で

(
H
彼
の
レ
l
ン
法
廷
で
)
法
(
H
裁
判
)
を
拒
絶
し
て
お
り
(
『

2
宮
市
印
唱
者
巴
哲
三
宮

2
C、
そ
し
て
彼
(
H
家
臣
)
が
そ
れ

(
邸
)

君
の
裁
判
拒
絶
)
に
つ
い
て
証
人
を
も
っ
場
合
に
は
」
。
主
君
に
よ
る
裁
判
拒
絶
の
場
合
、
一
般
的
に
は
、
家
臣
は
主
君
を
上
級
主
君
の
前
(
H

(
四
)

上
級
主
君
の
レ
l
ン
法
廷
)
で
も
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
右
の
条
項
の
場
合
に
は
、
主
君
に
よ
る
裁
判
拒
絶
だ
け
で
は
な
く
、

主
君
の
債
務
を
原
因
と
す
る
家
臣
に
よ
る
差
押
え
も
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
差
押
え
も
、
し
か
し
な
が
ら
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に

(
H
主



(
別
)

よ
れ
ば
、
本
来
(
前
述
の
所
領
の
質
入
れ
と
)
同
じ
く
ラ
ン
ト
法
に
属
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
右
の
条
項
の
場
合
に
も
、

(m) 

家
臣
は
そ
の
主
君
を
ラ
ン
ト
法
廷
で
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
印
)

最
後
ま
で
残
さ
れ
た
「
レ

1
ン
法
」
の
一
条
項
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
家
臣
は
彼
の
否
認
宣
誓
を
も
っ
て
出
-
Z吋
印

2
E
m
m
E
m巾

s
gロ
(
直
訳
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
岡
田
子
か
ら
逃
れ
る
)
こ
と
が
で
き
る
、
な
ん
び
と
も
、
そ
れ

(
H
問
責
の
原
因
な
い
し
事
由
)
が
〈
ミ
胃
・

(
胤
)

コ円
F
Z
(法
廷
で
)
生
じ
た
(
あ
る
い
は
、
行
わ
れ
た
)
旨
、
(
証
人
の
)
証
言
(
に
よ
り
立
証
)
し
え
な
い
場
合
に
は
」
。
見
ら
れ
る
通
り
、
こ

の
条
項
は
極
め
て
一
般
的
な
言
い
回
し
に
な
っ
て
る
の
で
、
う
っ
か
り
読
む
と
、
こ
の
〈
ミ
官
三
円
宮
内
に
は
レ

1
ン
法
廷
も
含
ま
れ
て
い
る
、

(
邸
)

と
速
断
さ
れ
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
条
項
の
正
し
い
解
釈
に
到
達
す
る
に
は
、
以
下
の
三
つ
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ザクセンシュピーゲルにおける裁判(権)

の
あ
る
条
項
で
は
、
主
君
の
証
人
に
よ
る
立
証
が
家
臣
の
否
認
宣
誓
を
上
廻
る
こ
と
の
で
き
る
場
合
は
、
以
下

(
郎
)

の
三
つ
の
ケ
l
ス
に
限
定
さ
れ
て
い
る
(
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
家
臣
の
否
認
宣
誓
の
方
が
優
先
す
る
の
で
あ
る
)
。
①
家
臣
が

E
ロロ

B
Zロー

「訂
J

『巾円
F
Z
(主
君
の
レ
l
ン
法
廷
で
)
話
し
、
約
束
し
、
ま
た
は
、
誓
約
し
た
こ
と
、
②
家
臣
に
対
し
帝
国
勤
務
が
判
決
を
も
っ
て
命
じ
ら
れ

(
別
)

た
こ
と
、
③
主
君
が
家
臣
を

g
r
D「巾円
F
Z
(
レ
l
ン
法
記
「
へ
)
召
喚
し
た
こ
と
。
確
か
に
こ
れ
ら
三
つ
の
ケ
l
ス
は
い
ず
れ
も
主
君
の
レ

l

第
一
点
。
「
レ

1
ン
法
」

ン
法
廷
で
起
こ
(
り
う
)
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
問
題
な
の
は
、
果
し
て
そ
れ
ら
は
そ
も
そ
も
(
レ
l
ン
法
一
九
・
二
の
)
と

r
z
c
E巾
mg官

に
当
た
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
主
君
に
よ
る
問
責
そ
の
も
の
と
言
わ
ん
よ
り
は
、

(
悶
)

そ
の
前
提
と
な
る
(
な
い
し
そ
の
一
部
を
な
す
)
証
明
手
続
に
す
ぎ
な
い
、
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
点
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
「
レ

1
ン
法
」
に
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
主
君
に
よ
る
家
臣
の
問
責
の
プ
ロ
セ
ス
が
き
わ
め
て
詳

(
凶
)

細
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
か
い
つ
ま
ん
で
そ
の
概
要
を
述
べ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
主
君
は
ま
ず
判
決
を
も
っ
て
そ
の
家
臣
に
裁
判
期
日

を
定
め
、
家
臣
を
レ

l
ン
法
廷
に
召
喚
す
る
。
こ
の
家
臣
が
出
頭
し
な
い
な
ら
ば
、
主
君
は
使
者
(
二
人
)
に
よ
り
家
臣
に
対
し
出
廷
す
る

北法49(1・25)25



説

ょ
う
要
求
さ
せ
、
家
臣
を
正
午
ま
で
待
つ
。
し
か
し
、
家
臣
に
対
し
出
廷
を
要
求
す
る
場
合
、
人

(
H
主
君
)
は
、
そ
の
都
度
別
な
家
臣
を
おnh
u
 

証
人
と
し
て
も
ち
う
る
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
別
な
家
臣
を
使
者
に
立
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
同
じ
こ
と
を
主
君
は
、
第
三
の
裁
判
期
日
ま
で
、
日

三
度
繰
り
返
す
。
そ
れ
で
も
な
お
家
臣
が
最
後
ま
で
出
頭
し
な
い
場
合
、
よ
う
や
く
主
君
は
家
臣
か
ら
そ
の
レ

i
ン
を
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
伽br
u
 

J
a
J可

論

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

レ
ー
ン
剥
奪
の
判
決
が
下
さ
れ
た
後
に
も
、

一
年
と
一
日
以
内
と
期
日
こ
そ
限
ら
れ
て
い
る
も
の

の
、
家
臣
は
主
君
の
前
に
出
頭
し
、
聖
遺
物
に
か
け
て
の
宣
誓
を
も
っ
て
、
彼
か
ら
判
決
に
よ
り
制
奪
さ
れ
た
所
領
を
請
け
戻
す
こ
と
が
で

(
凶
)

き
る
の
で
あ
る
。
主
君
に
よ
る
問
責
が
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
辿
る
限
り
、
家
臣
は
「
彼
の
(
否
認
)
宣
誓
を
も
っ
て
(
事
実
上
)
あ
ら
ゆ
る
問

責
を
免
れ
る
」
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
(
し
か
し
そ
れ
は
レ
l
ン
法
上
家
臣
に
許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
)
。

第
三
点
。
最
後
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
「
レ

l
ン
法
」
に
は
、
家
臣
が
誰
か
に
そ
の
レ

1
ン
を
奪
わ
れ
る
ケ
l
ス
が
何
箇
所
か

そ
の
レ

l
ン
に
つ
い
て
の
彼
の
権
利
を
失
わ
な
い
た
め
に
は
、
彼
か
ら
奪
わ
れ
た
所
領
を

B
x
z
n
p

(
問
)

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
吋

2
v
z
r
g
m巾
は
ど

に
出
て
く
る
。
こ
の
場
合
家
臣
は
、

昨巾「}内}白ぬ巾同門〈。
-m巾
ロ
(
法
廷
で
の
、
ま
た
は
、
正
式
の
訴
え
を
も
っ
て
追
求
)

こ
で
行
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
|
|
'
具
体
的
に
は
主
君
の
レ

l
ン
法
廷
か
、

そ
れ
と
も
ラ
ン
ト
法
廷
な
の
か
。
家
臣
か
ら
そ
の
レ

l
ン
を

奪
っ
た
者
が
彼
の
家
臣
仲
間
(
吉
田
宮

g
T出
回

5
m
2
2
2・
5雪
国
回
同
]
一
)

で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
家
臣
仲
間
は
主
君
の
レ

l
ン
法
廷
で

そ
の
件
に
つ
い
て
問
責
さ
れ
、
彼
が
そ
れ

(
H
自
分
の
非
な
い
し
責
任
)
を
認
め
れ
ば
、
彼
は
(
本
人
に
蹟
罪
金
を
支
払
う
の
は
も
ち
ろ
ん
)
主

君
に
対
し
て
も
罰
金
を
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
見
落
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
彼
は
聖
遺
物
に
か
け
て

(
凶
)

(
否
認
)
宣
誓
を
行
え
ば
こ
の
印

2
E招
E
胃
(
問
責
)
か
ら
も
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
お
よ
び
、
所

領
を
奪
っ
た
者
が
そ
も
そ
も
彼
の
家
臣
仲
間
で
な
い
場
合
、
所
領
を
奪
わ
れ
た
家
臣
は
ラ
ン
ト
法
廷
へ
赴
き
、
そ
こ
で

z
n
v
g
r
u唱
を

(
胤
)

起
こ
す
以
外
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
「
ラ
ン
ト
法
」
に
は
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
論
と
の
関
連
で
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
た
、

次
の
よ
う
な
条
項
が
あ
る
。
「
人
は
な
ん
ぴ
と
を
も
そ
の
者
が
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
も
っ
て

(
U
占
有
し
て
)

い
る
所
領
か
ら

(
〈
白
ロ
印
同
ロ
巾
呂



m
E巾
・
己
主

Z
E
m
m
d司
q
g
Z
Z同
)
逐
い
出
し
て
は
な
ら
な
い
、
彼
か
ら
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
H
占
有
権
)
が
適
法
に

(
陥
)

に
よ
る
審
理
を
経
て
判
決
を
も
っ
て
)
奪
わ
れ
な
い
限
り
」
。
す
で
に
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
原
則
は
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
別
な
条
項
に
お
い

て
、
「
人

(
H
裁
判
官
)
は
裁
判
所
の
職
権
に
よ
り
な
ん
ぴ
と
を
も
そ
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
H
所
領
な
い
し
そ
の
占
有
)
か
ら
逐
い
出
し
て
は
な

た
と
え
そ
の
者
が
不
法
に
そ
の
(
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
H
所
領
の
占
有
の
)
中
に
入
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
彼
自
身
が
居
合
わ
せ
い
る
場
合

(
B広
「
巾
門
町
丹
市
)

(
裁
判

ら
な
い
、

ザクセンシュピーゲルにおける裁判(権)

に
は
、
人
が

B
R
吋巾
n
Z
2
E目的巾(「
2
v
g
r
g問
巾
を
も
っ
て
、
ま
た
は
、
に
よ
り
)
そ
の
者
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ

(
凶
)

い
限
り
:
:
:
」
と
敷
桁
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
分
の
レ

l
ン

(
H
所
領
)
を
奪
わ
れ
た
家
臣
は
、
少
な
く
と
も
右
の
場
合
、
自
分
の
所

(
叩
)

領
に
対
す
る
権
利
を
失
わ
な
い
た
め
に
は
、
ラ
ン
ト
法
廷
で

2
円
F
g
w
E唱
を
起
こ
さ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

「レ

l
ン
法
」
の
部
に
は
、
家
臣
が
そ
の
レ

l
ン
を
呂
芹
唱
者
色
門
(
一
般
に
は
、
実
力
を
も
っ
て
。
こ
の
場
合
に
は
む
し
ろ
、
暴
力
を
も
っ
て
)

(
泊
)

奪
わ
れ
る
場
合
が
出
て
く
る
。
こ
の
場
合
家
臣
は
、
ラ
ン
ト
法
廷
に
お
い
て
こ
の
(
奪
わ
れ
た
)
所
領
を
訴
求
す
る
(
。

U
7
2
3
己
主

m
E

(

凶

)

(

即

)

r
g
m
Z
)
だ
け
で
な
く
、
所
領
を
奪
っ
た
者
を
強
奪
(
な
い
し
強
盗
)
の
か
ど
で
も
訴
え
る
。
こ
う
し
た

z
n
u
z
E回
想
と
そ
の
結
末
(
強

(m) 

奪
の
場
合
、
そ
れ
は
(
生
得
の
)
法
お
よ
び
レ
l
ン
の
剥
奪
に
及
ぶ
こ
と
が
あ
る
)
を
、
人
が
そ
れ
に
つ
い
て
証
人
を
有
す
る
場
合
、
家
臣
は
も

(
H
所
領
の
占
有
権
)
を
破
ら
な

は
や
そ
の

(
否
認
)
宣
誓
を
も
っ
て
却
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
著
者
(
ア
イ
ケ
・
フ
ォ
ン
・
レ
プ
ゴ
ウ
)
が
こ

の
最
後
に
検
討
し
た
条
項
に
お
い
て
何
よ
り
も
言
い
た
か
っ
た
の
は
、
こ
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

以
上
に
よ
っ
て
、
「
レ

l
ン
法
」
の
部
に
お
い
て
も
、
常
立
与
Z
の
語
は
、

(
世
俗
の
裁
判
所
に
関
し
て
は
)
も
っ
ぱ
ら
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判

レ
ー
ン
法
上
の
(
主
君
の
)
「
裁
判
所
」
を
指
す
こ
と
は
決
し
て
な
い
、

所
を
指
し
、

と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

北法49(1・27)27

(
ニ
)
こ
こ
で
、
哲
三
円
宮
内
の
語
と
密
接
に
関
連
す
る
ユ
n
y
g『
(
巾
)
、
ユ
ロ
Z
g、
ロ
ロ
官
コ
n
y
g
の
語
の
用
法
の
検
討
に
移
る
。
た
だ
し
、

以
下
に
お
い
て
は
、
紙
幅
の
節
約
の
た
め
に
、
で
き
る
だ
け
、
こ
れ
ら
の
語
は
い
か
な
る
法
|
|
具
体
的
に
は
ラ
ン
ト
法
・
レ

l
ン
法
の



説

い
ず
れ
|
|
に
関
係
す
る
か
、
と
い
う
問
題
に
集
中
す
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
『
R
U
R
吋
(
巾
)
の
語
に
つ
い
て
。

(a) 

北法49(1・28)28

圭辺、

同問

(
問
)

ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
!
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
三
岳
芯
『
(
巾
)
の
語
は
、
「
ラ
ン
ト
法
L

の
九
五
〔
一
三
己
条
項
中
の
一
四

O
〔
一
六
四
〕
箇
所
、

(m) 

「レ

l
ン
法
」
の
一
一
一
条
項
中
の
各
一
箇
所
、
都
合
九
八
〔
一
一
五
〕
条
項
中
の
一
四
一
〔
一
六
七
〕
箇
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
す
ぐ
自
に
つ
く
の
は
、
こ
の
コ
与
広
三
巾
)
の
語
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
「
レ

l
ン
法
」
の
部
に
、
こ
れ
ま
で
検
討
し

て
き
た
唱
ユ
円
F
Z
の
語
と
く
ら
べ
て
も
、
は
る
か
に
僅
か
し
か
姿
を
見
せ
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
「
レ
ー

ン
法
」
の
部
に
お
け
る
用
例
の
検
討
か
ら
始
め
る
こ
と
が
い
っ
そ
う
合
目
的
的
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
レ

1
ン
法
」
の
部
に
お
い

て
こ
の
語
が
登
場
す
る
三
箇
所
の
う
ち
二
箇
所
で
は
、
明
示
的
に
〈
ミ
骨
三
自
己
巾
田
司
王
号
吋
巾
(
ラ
ン
ト
の
裁
判
宮
の
前
H
法
廷
で
)
と
言
わ

(
制
)

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
さ
ら
に
立
入
っ
て
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
実
質
的
に
は
た
だ
一
つ
の
条
項
、
具
体
的
に
は

レ
ー
ン
法
六
九
・
八
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
条
項
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
レ

1
ン
に
つ
い
て
あ
る
判
決
が
非
難
さ
れ
る
な
ら
ば
、
人
は

そ
れ

(
H
そ
の
事
案
)
を
最
後
帝
国
の
前

(
H
国
王
の
裁
判
所
)
に
持
ち
出
す
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
国
王
は
、

2
2
芯
者
巳

r
a
g
g
z
m

げ
包
印
ロ
ロ
己
巾
。
〈
巾
吋
巾
ぬ
一
巾
ロ
ロ
ロ
門
】
巾
O
〈
巾
『
芯
ロ
(
あ
ら
ゆ
る
人
の
首
に
関
す
る
、
お
よ
び
、

ア
イ
ゲ
ン
に
関
す
る
、
お
よ
び
、

レ
ー
ン
に
関
す
る
)
件
。

ユ
円
}
回
庁
内
司
巾
(
裁
判
官
に
)
選
ば
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
回
二
回
口
可

2
Z
ロ
ロ
仏
巾
ぽ
ロ
『
巾
門
存
(
す
べ
て
の
ラ
ン
ト
法
上
お
よ
び
レ
l
ン

法
上
の
裁
判
権
)
は
彼

(
H
国
王
)
に
始
ま
り
を
も
っ
、
け
だ
し
へ

l
ア
シ
ル
ト
は
彼

(
H
国
王
)

か
ら
始
ま
る
か
ら
で
あ
る
」
と
。

こ
れ
に
よ
っ
て
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
著
者
(
ア
イ
ケ
・
フ
ォ
ン
・
レ
プ
ゴ
ウ
)

は
、
「
ラ
ン
ト
法
」
と
「
レ

l
ン
法
」
を
い
わ
ば
定

義
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
レ
ー
ン
法
が
「
レ

1
ン
に
関
す
る
」
吋

2
Z
(法
、
こ
の
場
合
具
体
的
に
は
「
裁
判
権
」
を
意
味
す
る
)
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
ラ
ン
ト
法
と
は
、
こ
の
条
項
に
よ
れ
ば
、
「
あ
ら
ゆ
る
人
の
首
(
日
生
命
)
(
刑
)
に
関
す
る
、
お
よ
び
、
ア
イ
ゲ
ン
に
関
す



る
」
「
巾
円
買
(
法
、
裁
判
権
)
に
ほ
か
な
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
こ
と
か
ら
帰
結
さ
れ
る
の
は
、
国

王
は
こ
の
場
合
、
同
時
に
ラ
ン
ト
法
上
・
レ

l
ン
法
上
の
(
最
高
の
)
裁
判
官
に
選
ば
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

(
防
)

こ
の
条
項
に
限
つ
て
は
、
コ
円
F
Z
Z
の
語
が
ラ
ン
ト
法
上
・
レ

l
ン
法
上
の
裁
判
官
を
同
時
に
指
し
て
い
る
、
と
解
さ
れ
る
。

こ
の
条
項
は
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
法
書
全
巻
を
通
じ
て
唯
一
の
例
外
を
な
し
て
い
る
。
「
ラ
ン
ト
法
」
の
す
べ
て
の
関
係
条
項

(
邸
)

に
つ
い
て
、
コ
円
買
え
(
巾
)
の
語
が
も
っ
ぱ
ら
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
官
を
指
す
こ
と
は
、
き
わ
め
て
容
易
に
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

に
よ
刀
て
ま
た
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
こ
の
語
が
レ
!
ン
法
上
の
「
裁
判
官
」
(
H
レ

l
ン
法
廷
の
主
宰
者
で
あ
る
主
君
)

と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

だ
け
を
(
単
独
で
)
指
す
こ
と
は
た
だ
の
一
度
も
な
い
、

(b)
次
に
之
内
宮

S
の
語
に
つ
い
て
。

(
間
)

〔
四
九
〕
箇
所
、
「
レ

l
ン
法
」
の
二
条
項
中
の
一
二

ザクセンシュピーゲルにおける裁判(権)

こ
の
語
は
、
「
序
言
」
の
一
箇
所
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
一
二
六
〔
四
一
己
条
項
中
の
四

O

(

邸

)

(

悶

)

箇
所
、
し
た
が
っ
て
都
合
三
九
〔
四
五
〕
条
項
中
の
四
四
〔
五
一
二
〕
箇
所
に
現
れ
る
。

こ
こ
で
も
ま
た
、
ユ
円

Z
S
の
語
が
「
レ

l
ン
法
」
で
は
ご
く
稀
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
事
実
が
目
に
つ
く
。
そ
こ
で
、

こ
こ
で
も
ま
た
「
レ
l
ン
法
」
の
部
に
お
け
る
用
例
の
検
討
か
ら
始
め
る
と
、
こ
の
語
が
現
れ
る
こ
つ
の
条
項
は
い
ず
れ
も
裁
判
権
レ
l
ン

に
か
か
わ
る
こ
と
を
直
ち
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
、
立
与
広
口
の
語
は
実
質
的
に
は
ラ
ン
ト
法
に
属
し
て
い
る

の
部
の
全
用
例
に
つ
い
て
も
容
易
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「
序
一
言
」
の
一
箇

所
を
し
ば
ら
く
措
く
と
す
れ
ば
、
三
円
F
Zロ
の
語
は
す
べ
て
ラ
ン
ト
法
に
関
連
し
、
そ
れ
が
レ

l
ン
法
に
関
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
た
だ

の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
「
ラ
ン
ト
法
L
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の
一
度
も
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
ご
く
手
短
か
に
、
以
下
の
二
つ
の
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
第
一
点
。
も
ち
ろ
ん
ユ
与
丹
市
ロ
の
語
は
、
特
に

ぇ
・
ユ
円
宮
内
ロ
と
い
う
言
い
回
し
に
お
い
て
は
、
「
あ
る
訴
え
あ
る
い
は
あ
る
犯
罪
を
(
法
廷
で
)
裁
く
」
と
い
う
一
般
的
な
意
味
で
用
い
ら



説

(
則
)

れ
る
。
し
か
し
こ
の
語
は
、
(
頻
度
に
お
い
て
)
そ
れ
に
劣
ら
ず
、
特
に
。
〈
巾
ニ
ロ
・

1
n
y
Zロ
と
い
う
言
い
回
し
に
お
い
て
は
、
「
誰
か

(
H
あ

(
阻
)

る
犯
人
、
特
に
平
和
破
壊
者
)
に
有
罪
の
判
決
を
下
し
あ
る
刑
罰
を
科
す
る
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
言
い
方
は
「
誰

(
閉
山
)

か
(
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
犯
罪
者
)
を
処
刑
す
る
」
と
い
う
意
味
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
第
二
点
。
ュ
n
v
gロ
さ
れ
る

(
H
裁
か
れ
る
)
事
案
に

つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
僅
か
に
二
つ
の
例
外
を
除
い
て
、
他
の
箇
所
は
す
べ
て
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
何
ら
か
の
犯
罪
に
か
か
わ
っ
て

(
邸
)

い
る
。
す
な
わ
ち
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
コ

n
E
B
の
語
そ
の
も
の
が
、
犯
罪
と
の
つ
な
が
り
な
い
し
「
刑
事
裁
判
」
の
含

論

意
を
色
濃
く
も
っ
た
こ
と
ば
な
の
で
あ
る
。

(
C
)

最
後
に
、

E
m巾
丘
町
宮
市
(
犯
罪
)

の
誼
聞
に
つ
い
て
。

(
附
)

の
三
条
項
中
の
各
一
箇
所
、
都
合

(
山
間
)

の
三
六
〔
四
四
〕
条
項
中
の
四

O
〔
四
八
〕
箇
所
お
よ
び
「
レ

l
ン
法
」

三
九
〔
四
七
〕
条
項
中
の
四
三
〔
五
ニ
箇
所
に
現
れ
る
。

こ
の
語
は
、
「
ラ
ン
ト
法
」

ロ
ロ
ぬ
巾
ユ
門
町
丹
市
の
語
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
の
こ
こ
で
の
問
題
|
|
そ
れ
が
ラ
ン
ト
法
に
属
す
る
か
、

そ
れ
と
も
レ

l
ン
法
に
属
す
る
か

ー
ー
を
立
入
っ
て
検
討
す
る
こ
と
は
ほ
ん
ら
い
無
用
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
犯
罪

は
す
べ
て
ラ
ン
ト
法
廷
で
裁
か
れ
る
、
と
い
う
疑
問
の
余
地
の
な
い
大
原
則
が
厳
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
念
の
た
め
に
、

「レ

1
ン
法
」
の
一
二
条
項
だ
け
を
検
討
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

こ
の
う
ち
二
つ
の
条
項
で
は
、
明
示
的
に
、
母
乙
自
己
巾
印
コ
口

F
Z
2
あ
る
い
は

Z
E門戸内
Y
R
Z
(
い
ず
れ
も
ラ
ン
ト
の
裁
判
官
)
に
言
及
さ
(
邸
)

れ
て
お
り
、
し
か
も
、
人
は
こ
の
裁
判
官
の
前

(
H
法
廷
)
で

5
5
2旨
唱
立
与
R
Z
Eお
巳
(
犯
罪
の
か
ど
で
訴
え
る
)
、
と
さ
れ
て
い
る
。

残
っ
た
も
う
一
つ
の
条
項
で
は
、
城
塞
が
ロ
ヨ
B
2
H
H回
想
三
n
y
g
(
そ
こ
か
ら
行
わ
れ
た
犯
罪
の
か
ど
で
)
取
り
壊
さ
れ
る
場
合
の
こ
と
が
問
題

(
即
)

に
な
っ
て
い
る
。
「
ラ
ン
ト
法
」
の
一
条
項
に
よ
れ
ば
、
人
は
、
田
口
巾
色
町
田

-g仏
巾
印
ユ
円
Z
2
3
2
Z同
(
ラ
ン
ト
の
裁
判
官
の
許
可
な
し
に
)
、

そ
も
そ
も
城
塞
を
建
設
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、

ま
た
、
ロ
自
白
巾
ロ
ロ
畑
町
巾
「
H
n
v
g
(犯
罪
の
か
ど
で
)
判
決
を
も
っ
て
取
り
壊
さ
れ
た
城
塞
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るを
こ再
と建
はす
明る
らこ
かと
でも
あで
ろQ き
っと三などで
。ぃ~
0 

-， 

犯
罪
の
か
ど
」

で
城
塞
が
取
り
壊
さ
れ
る
の
も
、
ラ
ン
ト
法
廷
に
お
け
る
判
決
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ

ザクセンシュピーゲルにおける裁判(権)

な
お
、

E
m巾
ユ
円
宮
巾
の
用
語
法
に
関
連
し
て
、
こ
こ
で
も
ご
く
手
短
か
に
二
つ
の
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。
第
一
点
、
ロ
異
常
正
去

の
概
念
に
つ
い
て
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
は
、
時
折
、

E
m巾
『
三
語
、
与
え
百
己

g
E
a均
百
円
凶

g
F
S円
相
官
芹
(
生
一
命
や
手
に
及
ぶ

(m) 

H
生
命
刑
(
死
刑
)
や
手
の
切
断
刑
を
伴
う
犯
罪
)
と
い
っ
た
表
現
が
姿
を
見
せ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
い
は
、
単
に
宮
町
三
ロ
ロ
号

Z
F
R

(m) 

官
芹
(
皮
膚
と
頭
髪
に
及
ぶ
H
皮
髪
刑
に
し
か
及
ば
な
い
)
軽
微
な
犯
罪
も
ロ
ロ
ぬ
巾
『
W
Y
Z
(犯
罪
)
の
概
念
に
含
ま
れ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
を

抱
く
向
き
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
疑
問
は
当
た
ら
な
い
。
見
落
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
町
三
口
口
弘
巾

F
R
(皮
髪
刑
)
を
請

(
問
)

け
戻
し
た
者
も

2
S
E
O印
(
法
喪
失
者
)
に
な
る
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ロ
ロ
閃
巾
『

-nvg
の
概
念

に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
何
ら
か
の
実
体
的
刑
罰
が
決
定
的
な
の
で
は
な
く
、
犯
罪
を
犯
し
(
て
刑
罰
を
請
け
一
戻
し
)
た
者
は
す
べ
て
(
生

(m) 

得
の
)
法

l
l具
体
的
に
は
裁
判
能
力
|
|
を
喪
失
す
る
と
い
う
事
実
が
決
定
的
に
重
要
な
の
で
あ
る
。
第
二
点
。

5mm丘町
F
Z
の
語
は
、

す
で
に
そ
の
合
成
の
あ
り
方

(E'常
三
円
宮
市
)

か
ら
し
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
犯
罪
が
裁
判
所
の
否
定
態
な
い
し

裁
判
所
の
対
立
物
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
語
が
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
お
よ
び
そ
れ
と
親
近
関
係

(
川
)

に
あ
る
史
料
以
外
に
は
(
ほ
と
ん
ど
)
姿
を
見
せ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
著
者
(
ア
イ
ケ
・
フ
ォ
ン
・
レ
プ
ゴ

ウ

の

(
一
貫
し
た
法
論
理
・
法
的
思
考
に
も
と
づ
く
)
新
造
語
で
あ
る
可
能
性
さ
え
、
頭
か
ら
排
除
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ

ろ、ヮ。
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説

わ
れ
わ
れ
は
本
稿
の
結
び
と
し
て
、
本
稿
の
冒
頭
に
提
起
し
て
お
い
た
問
題
に
解
答
を
与
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
た
め
に

論

は
、
わ
れ
わ
れ
は
も
う
一
度
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
「
序
言
」
に
立
ち
戻
る
必
要
が
あ
る
。

「
序
言
」
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
「
そ
れ
ゆ
え
に
、
神
か
ら
ぬ
巾
ユ
円
伊
丹
巾
(

1

)

の
怒
り
と
包
ロ
官
三
円
F

R

(

U

)

(
彼
リ
神
の
審
判
)
が
恩
寵
に
よ
り
彼
等
を
通
し
て

(
裁
判
権
)
を
託
さ
れ
て
い
る
者
は
皆
、
神

北法49(1・32)32

(
ま
た
は
、
介
し
て
)
(
こ
の
世
に
)
行
わ
れ
る
よ
う
に
、

三
円
宮
町
ロ

(
U
裁
く
)
こ
と
を
心
が
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
人
間
に
対
す

(
審
判
)
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
か
、
ま
た
、
そ
れ
は
そ
の
直
前
に
位
置
す
る
「
神
の
怒
り
」
と
ど
の
よ
う
な

る
神
の
出
町
内
『
F
n
v
Z
(
日
)

つ
な
が
り
を
も
つ
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

神
は
(
天
上
に
在
っ
て
)
人
間
の
全
言
動
を
正
確
に
観
察
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
人
間
に
対
し
て
判
断
を
下
す
。
神
が
そ
の
意
に
逆
ら

う
人
聞
を
見
出
し
た
場
合
、
神
は
そ
の
者
に
対
し
て
怒
り
、
さ
ら
に
そ
の
者
を
罰
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
が
「
神
の
怒
り
と
彼
の
審
判
」
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
神
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
意
に
逆
ら
う
人
間
を
罰
す
る
た
め
に
、
教
皇
と
皇
帝
に
胃
E
n
y
g
(
i
)
、
つ
ま
り
裁

判
権
を
託
し
た
の
で
あ
る
。
「
序
一
言
」
の
右
の
箇
所
に
つ
い
て
も
、

m巾コ円
}Mg
と
ユ
n
z
gロ
の
語
を
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
全
巻
に
お
け

る
そ
の
用
語
法
と
整
合
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
限
り
、
こ
れ
が
唯
一
可
能
な
正
し
い
解
釈
の
は
ず
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
求
め
て
い
る
解
答
を
見
出
す
の
は
も
は
や
さ
し
て
難
し
く
あ
る
ま
い
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

1
ゲ
ル
の
著

者
に
と
っ
て
は
、
神
の
怒
り
と
審
判
を
こ
の
世
に
行
う
と
い
う
こ
の
任
務
を
引
受
け
る
裁
判
所
の
み
が
、
真
の
意
味
で
の
裁
判
所
な
の
で
あ

る
。
教
会
裁
判
所
は
宗
教
的
罰
を
用
い
て
こ
の
任
務
を
果
た
す
。
同
様
に
ラ
ン
ト
法
(
上
の
)
裁
判
所
は
世
俗
的
手
段
を
用
い
て
こ
の
任
務

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

を
果
た
そ
う
と
す
る
。
苦
痛
刑
と
い
う
武
器
を
用
い
て
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
と
戦
い
そ
れ
を
抑
止
し
て
(
社
会
の
)
平
和
を
守
る
こ
と
は
、
そ
の

最
も
主
要
な
任
務
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
主
君
の
「
裁
判
所
」

(
H
レ
1
ン
法
廷
)
は
、
も
と
も
と
自
分
の
家
臣
お
よ
び
彼
等

の
レ
l
ン
に
つ
い
て
管
轄
権
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
が
手
に
し
う
る
手
段
も
た
か
だ
か
レ
l
ン
の
没
収
に
限
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
家



臣
は
自
分
の
否
認
宣
誓
に
よ
っ
て
そ
れ
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
「
裁
判
所
」
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
著
者
に
と
っ

て
、
裁
判
所
の
名
に
値
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
官
三
円

y
g
の
語
は
、
そ
れ
と

密
接
に
関
連
す
る
ユ
吾
丹
市
吋
(
巾
)
、
コ
円

Z
g、
ロ
ロ
ぬ
巾
コ
円
}
戸
丹
市
の
語
と
も
ど
も
、
(
教
会
の
裁
判
所
を
別
に
す
れ
ば
)
も
っ
ぱ
ら
ラ
ン
ト
法
に
関
し

て
用
い
ら
れ
、

レ
ー
ン
法
に
関
し
て
は
か
く
も
一
貫
し
て
避
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ザクセンシュピーゲルにおける裁判(権)

註

(
1
)
と
り
あ
え
ず
「
文
献
略
語
表
」
に
あ
げ
た
諸
論
稿
を
参
照
。
な
お
、
私
が
「
規
範
構
造
」
と
い
う
概
念
を
用
い
る
場
合
に
念
頭
に
あ
る
の
は
、

ド
イ
ツ
語
の

5
5
2
2
2
E
R
で
あ
り
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
に
見
ら
れ
る
あ
る
(
法
)
命
題
が
現
実
に
ど
れ
だ
け
規
範
と
し
て
行
わ
れ

て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
が
(
現
実
と
は
か
な
り
大
き
な
距
離
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
む
し
ろ
前
提
し
た
上
で
)
著
者
の
(
法
的
)

思
考
の
内
部
で
あ
る
べ
き
規
範
と
し
て
ど
の
よ
う
な
論
理
構
造
を
も
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
力
点
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
「
内

的
構
造
」
と
か
「
論
理
構
造
」
と
言
っ
て
も
よ
い
の
だ
が
、
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
単
に
事
物
の
認
識
に
か
か
わ
る
命
題
(
〉
σσ
己
己
)

で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
同
書
の
著
者
の
志
向
か
ら
す
れ
ば
、
是
非
と
も
「
規
範
」
と
し
て
現
実
に
妥
当
さ
せ
た
い
法
命
題

2
0
5
E
)
で
あ

る
、
と
い
う
含
意
を
も
こ
め
て
、
「
規
範
構
造
」
と
い
う
表
現
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

(
2
)
本
稿
で
も
、
ま
ず
一
般
に
ア
イ
ケ
・
フ
ォ
ン
・
レ
プ
ゴ
ウ
自
身
の
手
に
成
る
と
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト

(
O
Eロ
ロ
ロ
向
日
白
・
目
立
中
の
数
字
を
、

つ
い
で
〔
〕
中
に
ア
イ
ケ
以
後
の
テ
キ
ス
ト

(-n-
ロ
P
H
〈
同
等
)
を
も
併
せ
た
数
字
を
掲
げ
る
。
同
様
に
、
〔
〕
を
付
し
て
あ
る
条
項
も
、

ア
イ
ケ
以
後
の
補
遺
に
か
か
る
も
の
を
示
す
。
な
お
、
一
般
に
ア
イ
ケ
自
身
の
手
に
成
る
補
遺
と
さ
れ
て
い
る
「
ド
イ
ツ
語
第
二
版
」

(
O
Eロロロ問

Z)
に
つ
い
て
、
私
は
、
こ
れ
ま
で
の
用
語
法
の
研
究
の
過
程
で
、
ア
イ
ケ
と
は
別
人
の
手
に
成
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
次
第
に

強
く
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
湾
立
与
芯
な
ら
び
に
本
稿
で
分
析
す
る
諸
語
に
つ
い
て
は
、
こ
の
「
ド
イ
ツ
語
第
二
版
L

の
執
筆
者
の
問

題
は
実
質
的
に
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
、
以
下
の
行
論
に
お
い
て
は
原
則
と
し
て
そ
れ
に
い
ち
い
ち
立
ち
入
る
こ
と
は
し
な
い
。

(
3
)
ラ
ン
ト
法
一
-
-
、
一
・
二
・
二
、
一
・
二
・
四
、
一
・
七
(
二
回
)
、
一
・
八
・
一
、
〔
一
・
八
・
三
〕
(
二
回
)
、
〔
一
・
九
・
二
、
〔
一
・

一
三
・
二
〕
(
二
回
)
、
一
・
一
六
・
一
、
一
・
一
八
・
二
、
一
・
一
九
・
一
、
一
・
一
二
・
一
、
一
・
一
一
一
八
・
一
、
一
・
四
一
、
一
・
四
二
・
一
、
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説言命

一
・
四
四
、
一
・
四
六
、
一
・
四
七
・
二
(
一
一
一
回
)
、
〔
一
・
五
0
・
二
、
〔
一
・
五
二
・
ニ
、
一
・
五
五
・
一
、
一
・
五
七
、
〔
一
・
五
人
・
二
〕
、

一
・
五
九
・
一
、
一
・
六
0
・
二
、
一
・
六
二
・
一

O
、
一
・
六
二
・
一
一
、
一
・
六
六
・
一
、
一
・
六
七
・
て
〔
一
・
六
人
・
五
〕
(
二
回
)
、

〔
一
・
六
九
〕
、
一
・
七
0
・
二
、
一
・
七
0
・
三
(
二
回
)
、
〔
一
・
七
二
、
二
・
五
・
一
、
二
・
五
・
二
(
二
回
)
、
二
・
六
・
一
、
二
・
九
・

二
、
二
-
一

0
・
二
、
ニ
・
一
一
・
一
、
二
・
二
了
四
(
二
回
)
、
二
・
=
了
一
五
、
二
・
二
二
・
一
、
二
・
二
ニ
・
二
、
二
・
二
二
・
三
、

二
・
二
二
・
八
、
二
・
一
四
・
一
(
二
回
)
、
二
・
一
四
・
二
、
二
・
一
五
・
一
、
二
・
二
ハ
・
九
、
二
・
一
九
・
一
、
二
・
二
0
・
二
、
二
・

二
二
・
三
(
二
回
)
、
二
・
二
四
・
一
(
二
回
)
、
二
・
二
六
・
四
、
二
・
三
O
、
二
・
=
二
・
一
、
二
・
一
二
六
・
二
(
三
回
)
、
二
・
三
七
・
二
、

二
・
四
一
・
二
、
二
・
四
五
、
二
・
六
三
・
二
(
二
回
)
、
二
・
六
四
・
一
、
二
・
六
四
・
二
、
〔
同
上
〕
、
二
・
六
四
・
三
、
二
・
六
六
・
二
、

一
了
六
七
、
二
・
七
一
・
四
(
二
回
)
、
一
了
七
一
・
五
(
三
回
)
、
〔
一
一
了
一
・
二
、
三
・
一
・
二
、
三
・
九
・
一
、
〔
向
上
〕
(
四
回
)
、
〔
三
・

九
・
二
〕
、
〔
二
了
九
・
一
二
〕
(
二
回
)
、
三
・
九
・
五
、
三
・
二
二
、
三
・
一
五
・
一
、
コ
了
一
五
・
二
、
三
・
二
ハ
・
三
、
三
・
一
七
・
て
三
・

一
八
・
一
、
三
・
二
0
・一二、コ

7
二
四
・
一
(
五
回
)
、
三
・
二
五
・
一
、
三
・
二
五
・
二
、
三
・
二
五
・
三
、
三
・
二
六
・
二
(
二
回
)
、
一
二
・

二
八
・
二
、
三
・
ご
二
・
三
、
三
・
三
二
・
二
、
三
・
三
二
・
七
、
三
・
一
二
二
・
九
、
三
・
一
二
二
・
一

O
、
三
・
三
六
・
一
、
三
・
三
七
・
一
、

三
・
三
七
・
二
(
二
回
)
、
三
・
三
九
・
一
、
三
・
三
九
・
三
、
三
・
四
0
・
三
、
コ
了
四
0
・
四
、
三
・
四
一
・
四
、
三
・
四
三
・
二
、
三
-

五
二
・
三
、
三
・
五
三
・
二
、
一
二
・
五
四
・
一
、
三
・
六
0
・
二
(
二
回
)
、
三
・
六
一
・
二
、
三
・
六
一
・
四
、
三
・
六
三
・
一
、
三
・
六
回
・

五
、
三
・
六
八
・
二
、
三
・
七
0
・
二
、
三
・
七
一
・
二
、
三
・
七
八
・
三
、
三
・
八
二
・
一
(
四
国
)
、
三
・
八
二
・
二
(
二
回
)
、
〔
一
一
了
八

五
・
二
、
〔
一
一
了
八
六
・
二
〕
(
二
回
)
、
〔
一
一
了
八
七
・
ニ
、
〔
一
一
了
八
七
・
二
〕
、
〔
一
一
了
八
七
・
四
〕
、
〔
一
一
了
八
八
・
ニ
、

2
7
八
八
・
二
〕

(
二
回
)
、
〔
一
一
了
八
人
・
四
〕
、
〔
一
一
了
八
八
・
五
〕
(
二
回
)
、
〔
一
一
了
九
0
・二〕。

(
4
)

レ
l
ン
法
一
一
・
二
、
=
て
二
、
一
九
・
二
、
二
三
・
一
、
三
六
・
七
、
五
五
・
六
、
六
0
・
一
(
二
回
)
、
六
一
・
一
、
六
一
・
二
(
二

回
)
、
六
九
・
六
(
二
回
)
、
六
九
・
一
二
、
七
一
・
二
、
七
一
・
一
二
(
三
回
)
、
七
一
・
四
、
七
一
・
五
(
二
回
)
、
七
三
・
二
、
七
六
・
一
。

(
5
)
こ
の
場
合
、
「
序
一
言
」
は
一
つ
の
条
項
と
し
て
数
え
て
あ
る
(
以
下
同
様
)
。

(
6
)

ラ
ン
ト
法
二
・
二
了
四
、
レ
ー
ン
法
六
九
・
六
。

(
7
)
ラ
ン
ト
法
一
・
七
0
・
三
、
三
・
五
三
・
一
二
。
わ
れ
わ
れ
の
「
テ
キ
ス
ト
」
の
脚
註
に
い
わ
ば
副
テ
キ
ス
ト
と
し
て
印
刷
さ
れ
て
い
る
二
一
一

四
二
年
の
プ
レ
l
メ
ン
本
だ
け
で
な
く
、
ホ
l
マ
イ
ヤ
ー
が
一
三
六
九
年
の
ベ
ル
リ
ン
本
を
底
本
と
し
て
作
成
し
た
テ
キ
ス
ト
(
の
の

出
O
宮間円コ
w
F
0
2
ω
R
U
印
g
印日比巾常一田町「印芯「、
H
，
F
2
-
o
仏
内
「
色
白
帥
凹
白
口
『
包
沢
町
内
円
、
回
口
弘
『
巾
円
宮
・

ω
・〉ロロ
-

H

∞
合
同
)
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
箇
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ザクセンシュピーゲルにおける裁判(権)

所
で
は
官
立
与
定
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
ホ

1
マ
イ
ヤ
l
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
ラ
ン
ト
法
二
・
コ
ヱ
ハ
・
二
、
二
・
七
一
・
五
、
三
・

二
六
・
二
、
三
-
八
七
・
二
な
ど
に
お
い
て
、
(
わ
れ
わ
れ
の
「
テ
キ
ス
ト
」
に
お
け
る
特
コ
与
芯
の
語
の
代
り
に
)
コ
円
F
R
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い

'
G
。

(8)
こ
こ
で
、
念
の
た
め
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
「
ラ
ン
ト
法
L

の
部
と
「
レ

l
ン
法
」
の
部
の
量
的
関
係
に
つ
い
て
一
言
し
て

お
き
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
「
テ
キ
ス
ト
」
の
頁
数
は
脚
註
の
ス
ペ
ー
ス
が
一
律
で
な
く
、
ま
た
、
条
項
の
数
は
各
条
項
の
大
き
さ
が
様
々

で
あ
る
た
め
、
い
ず
れ
も
指
標
と
し
て
あ
ま
り
役
に
立
た
な
い
。
そ
こ
で
、
「
テ
キ
ス
ト
L

に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
数
を
数
え
て
み
る
と
、
「
ラ

ン
ト
法
」
が
コ
二
四
三
行
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
レ

l
ン
法
」
は
一
八
四
八
行
し
か
な
い
が
、
そ
れ
で
も
「
ラ
ン
ト
法
」
の
六
割
に
近
い
分
旦
一
星
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

(
9
)
こ
の
『
巾
円
宮
の
語
は
通
常
名
詞
と
解
さ
れ
て
い
る
(
「
神
は
御
自
身
法
で
あ
る
」
)
が
、
私
は
そ
れ
を
形
容
詞
と
解
す
る
。
理
由
は
大
別
し
て
三
つ

あ
る
。
第
一
に
、
エ
ツ
ク
ハ
ル
ト
の
考
証
に
よ
る
と
、
当
時
用
い
ら
れ
て
い
た
ラ
テ
ン
語
版
聖
書
の
該
当
箇
所
、
特
に
詩
篇
一

0
・
八

8
5
2白
B

S
包
ま
り
o
ヨ
5
5
2
Hま
な
な

2
2巾同
F
S
D
E
S
Z
B
〈

E
R
g
-仲
5
2
5・
)
で
は
形
容
認

(-5E印
)
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
「
神

は
御
自
身
法
で
あ
る
。
」
と
訳
す
場
合
、
こ
の
文
章
が
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
理
解
で
き
な
い
(
仮
に
神
御
自
身
の
判
断
が
あ
ら
ゆ
る
人
間

の
理
非
曲
直
を
評
価
す
る
基
準
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
と
し
て
も
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
に
お
け
る
名
詞
形
の
「
2
Z
の
語
に
は
他
に
そ
う
し
た
用
例

が
見
当
た
ら
な
い
)
。
第
三
に
、
最
も
重
要
な
点
で
あ
る
が
、
(
本
文
で
述
べ
て
い
る
)
こ
の
寸
序
一
言
」
の
丈
紙
。
こ
の
箇
所
の

Z
円
宮
を
形
容
詞

(-5E印)

と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
後
の
名
詞
形
の
円

R
Z
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
常
三
円
F
Z
(
1
)

と
の
つ
な
が
り
が
は
っ
き
り
す
る
(
義
な
る
神
H

裁
く
神
)
o

な
お
、
上
述
の
詩
篇
一

0
・
八
に
お
い
て
は
、
神
が
嘉
す
る
の
は
(
少
な
く
と
も
「
裁
判
L

を
も
意
味
し
う
る

)
5
2
E白
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
も
注
意
さ
れ
た
い
。
な
お
、
「
序
一
吉
」
の
こ
の
箇
所
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
法
の
生
成
L

(

日
)
で
も
論
じ
て
お
い
た
。

(
叩
)
同
じ
条
項
に
曹
三
円
宮
市
(
等
)
の
語
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
て
そ
れ
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
、
「
テ
キ
ス
ト
」
に
出
て
く
る
順
番

に
従
っ
て
(

l

)

・
(
U
)
:
:
:
等
の
符
号
を
つ
け
る
。

(
日
)
こ
の
箇
所
の
立
与
宮
口
の
語
は
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
「
人
間
を
裁
く
」
と
い
う
一
般
的
な
意
味
に
解
し
て
お
く
が
、

を
意
味
す
る
か
は
、
本
稿
の
末
尾
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

(
ロ
)
ラ
ン
ト
法
J

・
一
。

(
日
)
こ
の
占
…
に
つ
い
て
は
、

ラ
ン
ト
法
三
・
六
二
了
一
を
も
参
照
。

そ
こ
で
は
、
「
こ
の
よ
、
つ
に
、

垣市吋

E-r
岡
市
ユ
門
町
門
巾
ロ
ロ
門
日
巾
開
市

3
5
r
(世
俗
の

そ
れ
が
具
体
的
に
何
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裁
判
権
と
教
会
の
そ
れ
)
は
、
一
方
に
逆
ら
う
も
の
を
他
方
に
よ
っ
て
服
従
せ
し
め
、
し
か
し
て
法
を
培
わ
し
め
る
(
『

2
z
g
g
立巾

mmzーー

具
体
的
に
は
、
裁
判
の
遂
行
に
協
力
す
る
義
務
を
果
た
さ
せ
る
)
ょ
う
、
協
働
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
聖
俗
両
裁

判
権
の
協
働
の
主
な
目
的
は
、
不
服
従
な
者
た
ち
に
も
裁
判
(
協
力
)
義
務
の
履
行
を
強
制
す
る
点
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ

ろ、っ。

(M)
ラ
ン
ト
法
三
・
五
二
・
二
。
な
お
、
二
・
会
乙
・

(b)
で
後
述
す
る
レ

l
ン
法
六
九
・
八
お
よ
び
後
註
(
瑚
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
日
)
ラ
ン
ト
法
三
・
五
二
・
三
、
レ
ー
ン
法
七
一
・
二
。

(
日
)
ラ
ン
ト
法
三
・
五
四
・
一
、
レ

l
ン
法
六
一
・
一
。

(
げ
)
ラ
ン
ト
法
三
・
六
四
・
五
。
た
だ
し
、
「
図
王
の
罰
令
権
は
、
国
王
の
ほ
か
、
な
ん
ぴ
と
も
授
与
す
る
こ
と
を
え
な
い
」
(
つ
ま
り
、
そ
れ
は
国

王
か
ら
直
接
に
|
|
諸
侯
を
経
ず
に
|
|
グ
ラ
I
フ
に
授
与
さ
れ
る
)
し
、
ま
た
、

J
剖
令
権
は
臣
従
礼
な
し
に
授
与
さ
れ
る
」
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
石
川
「
補
論
」
、
四
九
八
頁
以
下
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
国
)
ラ
ン
ト
法
一
二
・
五
三
・
三
(
「
た
だ
し
、
旗
レ
1
ン
に
属
す
る
特
別
な
グ
ラ
1
フ
シ
ャ
フ
ト
は
こ
の
限
り
で
な
い
」
)
、
レ
ー
ン
法
七
一
・
一
一
一
(
「
た
だ
し
、

マ
ル
ク
(
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
)
お
よ
び
他
の
旗
レ
1
ン
に
属
す
る
グ
ラ
1
フ
シ
ャ
フ
ト
の
よ
う
に
、
彼
の
需
ユ
岳
庁
内
(

m

)

(

裁
判
権
な
い
し
裁
判
管
区
)

に
属
す
る
巾
口
印

E
Pユ
停
問
巾
三
円
宮
内
(
日
)
は
そ
の
限
り
で
な
い
」
)
。

(
日
)
ラ
ン
ト
法
三
・
五
三
・
三
、
レ
!
ン
法
七
一
・
三
。
こ
こ
で
は
「
授
封
強
制
」
の
問
題
に
立
ち
入
っ
て
い
る
ゆ
と
り
は
な
い
が
、
(
そ
も
そ
も
「
授

封
強
制
」
と
い
う
表
現
が
適
切
か
否
か
は
別
に
し
て
)
こ
の
原
則
は
国
王
に
対
し
て
だ
け
適
用
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
諸
侯
も
ま
た
裁
判
権
レ

l
ン

を
一
年
と
一
日
を
こ
え
て
手
許
に
置
く
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
見
落
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
ザ
ク
セ
ン
シ

ユピ
l
ゲ
ル
に
関
す
る
限
り
、
こ
の
原
則
は
国
王
の
権
力
の
制
限
や
諸
侯
の
権
力
の
強
化
を
狙
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
裁
判
権
を
(
休
眠
状
態
に

置
く
こ
と
な
く
)
実
際
に
機
能
さ
せ
よ
う
と
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

(
加
)
ラ
ン
ト
法
三
・
五
四
・
て
レ

l
ン
法
六
一
・
一
。
こ
の
意
味
で
は
、
「
諸
侯
」
や
「
フ
ラ
イ
エ
・
ヘ
レ
ン
」
(
グ
ラ
l
フ
は
最
も
多
く
こ
の
身
分

に
属
す
る
と
推
定
さ
れ
る
)
も
「
参
審
自
由
人
」
と
同
格
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
(
広
義
の
)
「
参
審
自
由
人
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
諸
侯
」

や
「
フ
ラ
イ
エ
・
へ
レ
ン
」
の
蹟
罪
金
・
人
命
金
が
「
参
審
自
由
人
」
と
同
額
(
ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
・
こ
な
の
は
決
し
て
単
な
る
偶
然
で
は

な
し
。

(
幻
)
レ

l
ン
法
六
一
・
一
一
(
二
回
)
。
な
お
、
レ
ー
ン
法
一
一
・
二
、
二
六
・
七
、
六

0
・一

説論
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(
二
回
)
、
七
一
・
一
一
一

(
i
)
、
七
一
・
四
、
七
一



ザクセンシュピーゲルにおける裁判(権)

五
(
二
回
)
も
「
裁
判
権
レ

l
ン
」
に
か
か
わ
る
。

(
沼
)
ラ
ン
ト
法
一
・
五
五
・
一
。
こ
の
条
項
に
は
考
慮
す
べ
き
問
題
が
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
「
す
べ
て
の
世
俗
の
常
三
内
定
巾
は
選
挙
に
始
ま
り
を
も
っ
」
と
言
わ
れ
る
場
合
、
岡
町
コ
与
丹
市
の
語
は
何
を
意
味
す
る
か
、
と
い
う
問

題
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
寸
裁
判
権
」
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
上
述
し
て
き
た
よ
う
な
、
裁
判
権
は
も
と
も
と
神
に
由
来
し
、
(
原
則
と
し
て
)

神
ー
ー
ー
皇
帝
|
|
諸
侯
|
|
グ
ラ
l
フ
と
い
う
順
に
授
与
さ
れ
る
、
と
い
う
考
え
方
と
矛
盾
す
る
、
あ
る
い
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

i
ゲ
ル

に
は
裁
判
権
の
淵
源
に
関
し
神
と
選
挙
と
い
う
こ
元
的
理
解
が
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
結
論
が
不
可
避
に
な
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

岡市コ円

y
g
の
語
は
(
裁
判
権
の
担
い
手
と
し
て
の
)
「
裁
判
官
」
と
い
う
意
味
で
も
用
い
ら
れ
る
。
上
記
の
箇
所
を
「
す
べ
て
の
世
俗
の
裁
判
官
は

選
挙
に
そ
の
始
ま
り
を
も
っ
」
と
読
め
ば
、
こ
う
し
た
矛
盾
は
生
じ
な
い
。
こ
の
条
項
に
お
い
て
も
、
こ
れ
に
続
く
文
章
が
も
っ
ぱ
ら
「
裁
判
官
」

の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

も
う
一
つ
は
、
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
裁
判
官
」
と
は
何
を
指
す
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
(
字
義
通
り
に
は
、
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
裁
判
官
」
は
あ

り
え
な
い
)
O

寸
裁
判
権
レ

1
ン
」
は
「
特
別
の
レ

l
ン
L

の
一
種
で
あ
り
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
「
正
規
の
レ

1
ン
」
に
は
見
ら
れ
な
い
制
約
を

受
け
る
が
、
(
主
君
に
異
動
の
あ
っ
た
場
合
の
)
「
授
封
請
求
権
」
(
〈
D
]
岡
市
)
と
(
家
臣
が
亡
く
な
っ
た
場
合
の
)
「
相
続
権
」
は
認
め
ら
れ
て
い
る
(
レ
ー

ン
法
一
一
・
二
万
そ
こ
で
私
は
、
本
文
に
お
い
て
補
記
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
を
つ
レ

l
ン
相
続
人
と
し
て
生
ま
れ
(
父
の
没
後
、
裁
判
権
を
授
封
さ

れ
)
た
裁
判
官
」
と
解
す
る
。

(
幻
)
ラ
ン
ト
法
一
・
五
五
・
二
。

(
担
)
「
そ
れ
を
(
レ
l
ン
と
し
て
)
授
封
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
(
レ
l
ン
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
レ
I
ン
の
よ
う
に
)
承
継
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」

の
意
。
〈
O
同
開
巾
の
語
は
、
寸
レ

l
ン
法
」
の
部
に
お
い
て
は
、
(
主
君
が
交
替
し
た
場
合
の
)
「
授
封
請
求
権
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
が
(
前
註
(
き

を
参
照
)
、
こ
こ
で
は
全
体
の
文
脈
か
ら
、
広
く
「
棺
続
権
」
を
も
含
め
て
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
そ
れ
に
力
点
を
置
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
、

と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

(
お
)
ラ
ン
ト
法
一
・
五
六
。

(
部
)
ラ
ン
ト
法
一
・
五
七
。

(
幻
)
序
に
述
べ
て
お
く
と
、
ア
イ
ケ
以
後
の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
補
遺
に
は
、
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
の
地
位
な
い
し
裁
判
権
に
つ
い
て
、
か
な
り
は
っ

き
り
と
し
た
転
換
が
認
め
ら
れ
る
。
今
や
授
封
さ
れ
た
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
が
含

2
岳
丹
市
問
。
賢
君
巾
(
正
規
の
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
)
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
に
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空白弘

函岡 説

対
応
し
て
彼
等
の
裁
判
権
も
よ
り
明
確
に
国
王
か
ら
順
次
下
に
降
り
て
く
る
裁
判
権
レ
l
ン
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
l
の
中
へ
組
み
こ
ま
れ
る
よ
う
に

な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
五
八
・
二
、
〔
一
・
五
八
・
二
〕
、
一
・
七
一
(
「
〔
そ
の
ゴ
i
グ
ラ
l

フ
職
が
常
コ
円
Z

Z

(
グ
ラ
l

フ
の
裁
判
権
)
に
由
来
す
る
〕
〔
正
規
の
〕
ゴ
l
グ
ラ
l
フ
」
)
を
参
照
。

(
お
)
序
一
言

(
i
)
、
ラ
ン
ト
法
一
・
一
、
一
・
五
七
、
〔
一
・
五
人
・
二
〕
、
〔
一
・
七
二
、
三
・
五
二
・
三
、
三
・
五
三
・
三
、
コ
了
五
四
・
一
、

三
・
六

0
・
二
(

l

)

、
三
・
六
三
・
一
、
二
了
六
四
・
五
、
レ

1
ン
法
一
一
・
二
、
二
六
・
七
、
六

0
・
一
(
二
回
)
、
六
一
・
一
、
六
一
・

二
(
二
回
)
、
七
一
・
二
、
七
一
・
三
(

1

)

・
(

U

)

、
七
一
・
四
、
七
一
・
五
(
二
回
)
。

(却
)
2
5
5ロ
l
)
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
二
ニ
・
二
〕
、
一
・
一
二
・
て
一
・
五
九
・
一
、
一
・
六

0
・
二
、
二
・
五
・
一
、
二
・
五
・
二
、
ニ
・

二
六
・
四
、
二
・
六
三
・
二
、
二
・
七
一
・
四

(
i
)
、
〔
一
一
了
九
・
二
〕
、
三
・
一
六
・
三
、
三
・
一
七
・
て
三
・
五
三
・
二
、
三
・
六
八
・

二
、
レ
ー
ン
法
二
一
・
二
(
因
み
に
、

ω
5巾
・
己
目
的
は
す
べ
て
裁
判
官
、
〔
ニ
箇
所
で
は
(
裁
判
権
の
担
い
手
と
し
て
の
)
パ
ウ
ア
1
マ
イ
ス
タ
ー
を
指
す
)
。

(
5
1
)
ラ
ン
ト
法
ニ
・
六
六
・
二
、
三
・
二
四
・
一
(
日
)
・
(
出
)
・
(

V

)

、
三
・
二
六
・
二

(H)
、
一
二
・
四

0
・
四
、
レ

l
ン
法
二
一
二
・
一
。

(
却
)
ラ
ン
ト
法
一
・
六

0
・
二
、
三
・
六
八
・
二
。
二
・
五
・
二
。
一
・
六

0
・
二
。
一
・
一
二
・
一
、
二
・
五
・
一
。
三
・
二
六
・
二
。
二
・

七
一
・
四
(

l

)

。

(
但
)
ラ
ン
ト
法
二
・
二
六
・
四
。
三
・
四

0
・四。

(
担
)
ラ
ン
ト
法
一
・
五
九
・
一
(
厳
密
に
引
用
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
訴
え
お
よ
び
す
べ
て
の
犯
罪
を
裁
判
官
は
、
彼
の
海
江
吾
Z

の
中
で
あ
れ
ば
、
ど
こ
で
あ
れ
彼
の
居
る
と
こ
ろ
で
裁
く
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
人
が
ア
イ
ゲ
ン
を
訴
求
し
、
ま
た
は
参
審
自
由
人
を
相
手
ど
り
犯
罪

を
訴
え
る
場
合
は
除
く
。
こ
れ
(
ら
)
に
つ
い
て
裁
判
官
は
、
正
規
裁
判
集
会
の
場
所
に
お
い
て
、
し
か
も
国
王
の
罰
命
権
の
下
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
、

裁
く
こ
と
を
え
な
い
」
|
!
な
お
、
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
法
の
生
成
」

(
9
)
を
も
参
照
)
。
な
お
、
ラ
ン
ト
法
三
・
五
コ
了
二
も
こ
の
用
例

に
準
ず
る
。

(
お
)
ラ
ン
ト
法
三
了
九
・
二
〕
。
な
お
、
「
約
定
(
な
い
し
誓
約
)
さ
れ
た
平
和
」
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
平
和
と
法
ヘ
一
六

O
八
頁
以
下
を
も
参

照
さ
れ
た
い
。

(
鈍
)
ラ
ン
ト
法
二
・
六
三
・
二
、
二
・
六
六
・
二
、
三
・
一
六
・
三
、
コ
了
一
七
・
て
三
・
二
四
・
一
(
日
)
・
(
.
山
)
・
(

V

)

、
レ

l
ン
法
二
了

一
一
、
二
三
・
一
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
用
例
は
九
箇
所
に
出
て
く
る
。
因
み
に
、
地
方
的
追
放
の
端
緒
は
現
行
犯
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た

い
(
「
誰
か
が
犯
罪
の
か
ど
で
、
そ
れ
が
一
夜
を
こ
え
た
も
の
と
な
る
前
に
、
叫
び
声

(
H
叫
喚
告
訴
)
を
も
っ
て
訴
え
ら
れ
た
場
合
、
原
告
が
自
分
と
も
七

北法49(1・38)38
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人
(
の
証
人
)
を
も
っ
て
そ
の
犯
罪
を
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
人

(
H
裁
判
官
)
は
そ
れ
を
行
っ
た
者

(
H
現
行
犯
)
を
即
座
に
地
方
的
追
放

に
処
す
る
」

l
l
ラ
ン
ト
法
一
・
七
0
・三)。

(
お
)
ラ
ン
ト
法
三
・
二
五
・
三
。
ラ
ン
ト
法
一
・
七

0
・
三
の
ぴ
三

g
色
目
巾
江
口
宮
市
も
こ
の
用
法
に
属
す
る
。

(
お
)
ラ
ン
ト
法
三
・
二
五
・
二
。

(
幻
)
ラ
ン
ト
法
三
・
二
六
・
二
。
な
お
、
ラ
ン
ト
法
〔
=
了
八
七
・
二
〕
お
よ
び
三
・
二
四
・
一

(
i
)
(
g
g
m
g問
自
己
R
S
吟
ユ
円
宮
巾
)
を
も

参
照
。

(
お
)
ラ
ン
ト
法
二
・
七
一
・
四
、
二
・
七
一
・
五
(

1

)

。
な
お
、
ラ
ン
ト
法
一
・
七
0
・
三
(
日
)
(
宮
田
吉
岡
2
5宮
市
)
も
こ
の
用
法
に
属
す
る
。

(
却
)
ラ
ン
ト
法
二
・
七
一
・
五
(
-
山
)
。
な
お
、
ラ
ン
ト
法
二
・
三
七
・
二
を
も
参
照
。

(
的
)
ラ
ン
ト
法
三
・
六
一
・
二
。
レ

1
ン
法
七
一
・
三
(
…
山
)
(
呂
田
』
ロ
腎
コ
与
豆
、
ラ
ン
ト
法
一
ニ
・
二
四
・
一

(
-
W
)
(
E
E仲
崎
町
三
円
宮
町
)
。

(
H
U
)

ラ
ン
ト
法
〔
一
・
二
二
・
二
〕
、
一
-
一
二
・
一
、
一
・
五
九
・
一
、
一
・
六

0
・
二
、
一
・
七

0
・
三
(
『
片
宮
町
)
と

(
-
U
)
、
二
・
五
・
一
、

二
・
五
・
二
(

E

U

)

二
了
二
六
・
四
、
二
・
三
七
・
二
、
二
・
六
三
・
二
、
二
・
六
六
・
二
、
二
・
七
一
・
四
、
(
二
回
)
、
二
・
七
一
・
五

(
i
)
・

(
…
山
)
、
〔
一
一
了
九
・
二
〕
、
三
・
一
六
・
三
、
三
・
一
七
・
一
、
一
二
・
二
四
・
一
(
・
u)
・(…山)・
(
-
W
)

・
(

V

)

、
三
・
二
五
・
二
、
=
了
二
五
・

三
、
三
・
二
六
・
二
(
二
回
)
、
三
・
四
0
・
四
、
三
・
五
三
・
二
、
一
一
了
六
一
・
二
、
三
・
六
人
・
二
、
〔
三
・
人
七
・
-
己
、
レ
ー
ン
法
二
了

一
一
、
二
三
・
一
、
七
一
・
三
(

m

)

。
な
お
、

Z
E聞
広
君

p
u
g
の
RFnz-ω
・
十
H
A

山
で
、

ρ同
〔
μμ
〕

ω丹市
-
-
2
5
N
N
〔
N印
〕
〉
『
C
Z
E

B
Z
E
E
E
E
-
-
:・J
E開
S
E
E
-
g出
(
協
〕
虫
色

g
g
N
ω

〔
N
S
E
M
E
P
3
と
あ
る
の
は
、
ラ
ン
ト
法
二
・
七
了
五

(U)

(
件
。
「
巾
円
宮
市
自
巾
間
巾
ユ
ロ
宮
巾
)
を
こ
こ
に
数
え
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
岡
市
コ
与
丹
市
は
、
も
ち
ろ
ん
「
裁
判
管
区
」
と
も
読
め
る
が
、
後
述

す
る
ラ
ン
ト
法
三
・
八
二
・
一
(
百

g
g骨
「
岡
市
立
市
宮
巾
)
と
同
じ
く
、
「
裁
判
所
H
裁
判
集
会
」
の
意
味
が
強
く
、
本
稿
で
は
両
者
と
も
(
C
)

の
「
裁
判
集
会
・
法
廷
」
に
分
類
す
る
こ
と
に
し
た
。
後
註
(
叫
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
担
)
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
一
。

(
必
)
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
二
、
レ
ー
ン
法
七
二
了
二
。

(
叫
)
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
二

l
四
。
な
お
、
ラ
ン
ト
法
三
・
五
四
・
四
、
三
・
六
一
・
一
を
も
参
照
。

(
伍
)
以
上
の
諸
条
項
に
お
い
て
任
ロ
聞
の
諾
は
常
に
「
裁
判
集
会
」
そ
れ
自
体
(
す
な
わ
ち
、
裁
判
(
集
会
)
に
お
け
る
事
案
の
審
理
と
の
具
体
的
関
連

な
し
に
)
を
意
味
し
て
い
る
o
Eロ
ぬ
(
又
は
佳
ロ
r)
の
語
が
「
裁
判
集
会
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
他
の
条
項
に
お
い
て
も
(
ラ
ン
ト
法
一
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説論

一
九
・
二
、
一
・
五
二
・
一
、
一
・
五
一
一
了
一

(
i
)
、
〔
一
・
五
八
・
二
〕
、
一
・
五
九
・
二
、
一
・
六
二
・
六
、
一
・
六
七
・
一
、
〔
一
・
七
0
・

mw

乙
、
二
・
二
(
二
回
)
、
二
・
三
・
一

(

1

)

、
二
・
四
・
一

(

1

)

、
二
・
六
・
三
、
二
・
七
(
二
回
)
、
二
・
二
ニ
・
入
、
二
・
一
四
・
一
、

ω

二
・
四
一
・
二
、
二
・
四
二
・
一
、
三
・
二
六
・
二
、
三
・
四
五
・
四
、
三
・
五
二
・
三
、
三
・
五
六
・
三
、
三
・
六
一
・
一
、
三
・
八
二
・
一
一
)
、
刊
日44
 

ご
く
少
数
の
例
外
(
ラ
ン
ト
法
一
・
一
九
・
二
、
二
・
四
一
・
二
、
ニ
・
四
二
・
こ
を
除
い
て
、
こ
の
語
は
裁
判
集
会
そ
れ
自
体
を
意
味
し
ほ

て
い
る
。

j

次
の
よ
う
な
合
成
語
に
含
ま
れ
る
忌
ロ
悶
(
又
は
品
目
宵
)
の
語
に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
は
(
こ
ん
ど
は
)
例
外
な
し
に
言
え
る
o
E口問

同)
z
n
y
門
司
(
ラ
ン
ト
法
二
・
二
二
・
一
、
〔
一
一
了
八
八
・
二
、
〔
一
一
了
八
八
・
二
〕
)
、
円
凶
E
S
-
-
n
F
E
n
F
(
ラ
ン
ト
法
一
・
七
0
・
二
、
三
・
二
六
・

二
、
三
・
六
一
・
四
)
、
仏
吉

8
P
F台
湾
(
レ
l
ン
法
五
五
・
八
)
、

E
Z浮
島
付
(
ラ
ン
ト
法
一
・
一
九
・
二
、
一
・
五
九
・
一
、
一
・
六
七
・
て

三
・
六
一
・
こ
、
去
ロ
包
丘
町
(
通
説
は
こ
れ
を
の
巾
ユ
円
耳
目
同
2
E
D
(裁
判
期
日
)
と
解
す
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
文
字
通
り

U
E官
同
宮
、
す

な
わ
ち
「
裁
判
集
会
の
数
・
回
数
」
を
意
味
す
る
|
|
〔
ラ
ン
ト
法
三
・
八
七
・
一
二
〕
)
、
門
出
口
間
三
日

Z
E
H
(一
フ
ン
ト
法
二
・
四
五
)
、
仏

g
r・

田
富
巾
(
裁
判
集
会
の
妨
害
、
ラ
ン
ト
法
一
・
五
九
・
一
一
)
、

m
o
E
Z
(
〔
ラ
ン
ト
法
三
・
九
一
・
一
〕
)
、

g
m巾
丘
百
四
(
前
述
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・

四
)
。
因
み
に
、
動
認
の
色
ロ
唱
ロ
も
、
「
一
期
分

(
F
m
e
m
E
E問
問
)
を
設
定
す
る
」
と
い
う
意
味
の
レ
l
ン
法
〔
二
・
三
〕
、
三
一
・
一
を
除
け

ば
、
も
っ
ぱ
ら
寸
裁
判
集
会
を
開
く
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
(
ラ
ン
ト
法
一
・
五
九
・
一
(
二
回
)
、
〔
一
・
五
九
・
二
〕
、
二
・
一

0
・
五
、
二
・
一
一
・
四
、
三
・
六
四
・
六
、
〔
二
了
六
四
・
七
〕
、
三
・
六
五
・
一
、
コ
了
六
九
・
一
、
レ
1
ン
法
七
一
・
二
)
。

(
剖
)
ほ
か
に
、
ラ
ン
ト
法
二
了
六
一
・
四
(
「
裁
判
集
会
参
集
義
務
を
負
う
者
は
、
す
べ
て
、
裁
判
官
が
居
合
わ
せ
る
場
合
、
太
陽
が
昇
っ
て
か
ら

正
午
ま
で
、
岡
市
三
岳
丹
市
印
(
裁
判
集
会
(
の
開
会
)
を
)
待
つ
べ
き
で
あ
る
」
)
、
一
二
・
九
・
五
(
「
犯
罪
の
か
ど
で
訴
え
ら
れ
て
い
る
者
を
、
内
同
町
包
巾

悶
巾
コ
内
宮
内
(
裁
判
集
会
か
ら
)
暴
力
を
も
っ
て
さ
ら
う
者
」
)
、
一
・
四
七
・
二
(

H

)

(

「
彼
の
後
見
人
と
し
て
の
地
位
は
、

E
Z
N巾
三
岳
Z
(
(当
該
)

裁
判
集
会
)
が
続
く
よ
り
も
長
く
は
続
か
な
い
」
)
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
用
法
に
属
す
る
。

(
幻
)
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
四
、
一
・
七
(
二
回
)
、
一
・
八
・
一
、
〔
一
・
八
・
三
〕
、
〔
一
・
九
・
二
、
〔
一
・
二
二
・
二
〕
、
一
・
一
六
・
一
、
一
-

一
八
・
二
、
一
・
一
九
・
一
、
一
・
一
一
一
八
・
一
、
一
・
四
六
、
〔
一
・
五
0
・
二
、
一
・
六
二
・
一
一
、
一
・
六
六
・
て
一
・
六
七
・
一
、
〔
一
・

六
八
・
五
〕
(
二
回
)
、
〔
一
・
六
九
〕
、
一
・
七
0
・
三
、
二
・
五
・
二
、
二
・
六
・
一
、
二
・
一

0
・
二
、
二
・
一
一
・
一
、
二
・
二
了
一
五
、

一
了
一
四
・
一
(
二
回
)
、
二
・
一
四
・
二
、
二
・
一
五
・
一
、
二
・
一
六
・
九
、
二
・
一
九
・
一
、
二
・
二

0
・
二
、
二
・
二
二
・
三
、
二
・

三
O
、
二
・
三
六
・
二
(
三
回
)
、
二
・
四
一
・
二
、
二
・
四
五
、
一
了
六
回
・
一
、
二
・
六
四
・
二
、
〔
同
上
〕
、
二
・
六
四
・
三
、
二
・
六
七
、
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三
-
一
・
二
、
三
・
九
・
一
、
〔
向
上
〕
(
二
回
)
、
〔
三
・
九
・
三
〕
(
二
回
)
、
三
・
二
二
、
三
・
一
五
・
一
、
三
・
一
五
・
二
、
三
・
一
人
・
一
、

三
・
二

0
・
三
、
三
・
二
八
・
二
、
二
了
=
二
・
三
、
三
・
三
二
・
二
、
三
・
三
二
・
七
、
三
・
三
二
・
九
、
一
ニ
・
三
二
・
一

O
、
コ
了
三
六
・

一
、
三
・
三
七
・
一
、
三
・
三
七
・
二
、
三
・
コ
一
九
・
一
、
三
・
三
九
・
コ
寸
ゴ
了
図
0
・
三
、
三
・
四
一
・
四
、
三
・
四
三
・
二
、
三
'
六
0
・

二
、
三
・
七
0
・
二
、
三
・
七
一
・
二
、
三
・
八
二
・
一
、
〔
一
一
了
八
六
・
二
〕
(
二
回
)
、
〔
一
一
了
八
八
・
二
〕
、

2
7
八
八
・
四
〕
、
雪
了
八
八
・

五
〕
、
〔
一
一
了
九
0
・
一
己
、
レ
ー
ン
法
一
九
・
二
、
五
五
・
六
、
七
六
・
一
。

(
川
崎
)
ラ
ン
ト
法
二
・
六
三
・
二
、
〔
一
一
了
八
七
・
ニ
。

(
却
)
ラ
ン
ト
法
一
・
六
六
・
一
、
〔
一
・
六
人
・
五
〕
、
二
・
二
了
一
五
、
二
・
一
四
・
一
、
二
・
一
四
・
二
、
二
・
六
四
・
二
、
〔
向
上
〕
、
二
・

六
回
・
三
、
三
・
一
・
二
、
三
・
九
・
一
、
〔
向
上
〕
、
〔
一
一
了
九
・
三
〕
、
=
一
・
三
七
・
一
、
三
・
七
0
・
二
、
〔
一
一
了
八
八
・
二
〕
、
〔
一
一
了
八
八
・

四
〕
、
以
上
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
一

O

〔
二
ハ
〕
箇
所
(
目
的

E
E巧
P
ロ
訟
の

q
E
M
?
的
立
∞
・
〉
ロ
ヨ
品
。
一
に
E

〉
ロ
呂
〔
呂
〕
虫
色

g
ι
Z
E
E
-

z
n
F
Z
3
と
あ
る
の
は
数
え
間
違
い
で
あ
る
)
。

(
印
)
ラ
ン
ト
法
二
・
二
了
一
五
。
一
・
六
六
・
一
、
二
・
六
回
・
二
、
三
・
三
七
・
一
、
三
・
七
0
・
二
、
〔
コ
一
・
八
八
・
四
〕
。
〔
一
・
六
人
・

五
〕
、
〔
一
一
了
八
八
・
二
〕
。
三
・
一
・
二
。

(
日
)
ラ
ン
ト
法
一
・
六
六
・
一
、
〔
一
一
了
八
八
・
二
〕
、
〔
一
一
了
八
八
・
四
〕
。
な
お
、
ラ
ン
ト
法
三
・
三
五
・
一
を
も
参
照
。

(
臼
)
ラ
ン
ト
法
二
・
一
回
・
一
、
二
・
一
四
・
二
。
二
・
六
四
・
一
二
。

(
臼
)
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
五
0
・
ニ
、
〔
一
・
六
九
〕
。
な
お
、
こ
の
表
現
は
ラ
ン
ト
法
二
・
六
七
に
も
見
ら
れ
る
。

(
日
)
ラ
ン
ト
法
二
了
九
・
一
、
〔
向
上
〕
(
日
)
、
〔
一
一
了
九
・
コ
己

(
i
)
。
な
お
、
保
証
人
(
一
般
)
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
ラ
ン
ト
法
二
・
九
・

一
一
(
「
裁
判
官
は
ま
た
、
原
告
か
ら
も
ま
た
訴
え
が
向
け
ら
れ
て
い
る
者

(
H
被
告
)
か
ら
も
、
彼
等
が
円
0
2円
F

Z

(

H
〈
O

『の

mznz、
法
廷
へ
)

出
頭
す
る
保
証
人
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
」
)
を
参
照
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
保
証
人
は
犯
罪
に
つ
い
て
の
訴
え
だ
け
で
な
く
、
「
民
事
事
件
」
に
関
す

る
訴
え
に
お
い
て
も
立
て
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
事
実
、
ラ
ン
ト
法
一
・
六
・
二
、
二
・
一

0
・
二
、
三
・
一

0
・
二
、
コ
了
一

0
・

三
、
〔
一
一
了
八
五
・
=
己
に
お
い
て
は
、
明
示
的
に
寸
債
務
」
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
犯
罪
と
の
つ
な
が
り
は
、
ラ
ン
ト
法
一
-

六
一
・
一
、
一
・
六
五
・
一
、
二
・
四
・
一
、
〔
二
・
四
・
二
〕
、
二
・
凶
・
一
二
、
二
・
五
・
一
、
二
・
九
・
一
二
(
?
)
、
一
二
・
九
・
一
、
〔
向
上
〕
、

〔
三
・
九
・
三
〕
、
〔
一
一
了
九
・
凹
〕
、
三
・
=
了
二
、
三
・
一
七
・
ご
な
ど
の
条
項
に
お
い
て
は
(
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
ま
で
は
)
明
ら
か
で
あ

る。
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説論

(
日
)
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
六
人
・
五
〕
。
因
み
に
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
地
方
的
追
放
に
処
せ
ら
れ
た
者
の
(
生
得
の
)
法
(
そ
れ
は
主
と
し
て
「
裁
判
能
力
L

を
意
味
し
て
い
る
|
|
石
川

J
2
Z
Zど
を
参
照
)
は
、
地
方
的
追
放
の
あ
い
だ
、
(
た
と
え
ば
、
ラ
ン
ト
法
一
・
一
一
一
八
・
一
お
よ
び
こ
の
よ
う
に
、
犯

罪
の
か
ど
で
有
罪
宣
告
を
う
け
た
場
合
や
「
上
級
帝
国
ア
ハ
ト
」
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
に
「
剥
奪
」
さ
れ
る
の
と
は
異
な
り
)
い
わ
ば
「
停
止
」
さ
れ
る

に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
日
)
ラ
ン
ト
法
二
・
一
回
・
一
。

(
日
)
ラ
ン
ト
法
〔
一
一
了
九
・
ニ
(
出
)
、
〔
一
一
了
九
・
一
二
〕
(
一
口
)
。

(
回
)
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
六
八
・
五
〕
に
つ
い
て
は
、
三
・
三
回
・
一
を
も
参
照
。

(
臼
)
一
フ
ン
ト
法
二
・
四
一
・
二
。

(
切
)
ラ
ン
ト
法
二
・
一
二
六
・
二
(
…
山
)
。

(
臼
)
向
上
(

1

)

。

(
臼
)
ラ
ン
ト
法
一
・
六
七
・
一
。

(
臼
)
ラ
ン
ト
法
三
・
一
三
、
一
・
七

0
・
三
。

(
臼
)
ラ
ン
ト
法
二
・
六
四
・
て
レ

l
ン
法
七
六
・
っ
き
門
間
2ω
己巾

Z
B巾
岡
市
立
与
芯

Z
E白
岡
町
ロ
(
教
会
の
海
江
町
宮
市
の
前
で
訴
え
る
)
と
い
う
表

現
も
こ
れ
と
同
じ
用
例
に
属
す
る
(
ラ
ン
ト
法
三
・
七
一
・
二
、
〔
一
一
了
八
七
・
ニ
。
な
お
、

=
5
2
Eお
巳
〈
ミ
問
巾
ユ
n
F
Z
(
岡
町
『
呂
町
芯
の
前
で
訴

え
ら
れ
る
こ
と
な
く
)
と
い
う
表
現
も
あ
る
(
ラ
ン
ト
法
〔
一
一
了
八
六
・
二
〕
)
。

(
日
)
ラ
ン
ト
法
三
・
三
九
・
三
、
二
・
四
五
(
な
お
、
こ
の
条
項
に
は
宮
田
円
三
号
岡
市
門

(
N
σ
2円
E
E
F寝
)
白
日
沼
市
ロ
ロ
ぬ
R
W
Y
丹
市
(
犯
罪
の
か
ど
で
賞

を
問
う
)
と
い
う
表
現
も
出
て
く
る
)
。
因
み
に
、
本
文
で
引
用
し
た
事
案
に
限
れ
ば
、
印

2
5巾
mmロ
の
語
が
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
、
力
点
は

む
し
ろ
「
民
事
事
4

件
」
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
印
象
が
生
ま
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
当
た
ら
な
い
こ
と
は
、

と
り
わ
け
ラ
ン
ト
法
一
・
六
一
二
・
一
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
条
項
に
よ
れ
ば
、
人
は
他
の
者

(
H
平
和
破
壊
者
)
を
ま

ず
平
和
破
壊
の
か
ど
で
凹

2
5
m
m
g
し
、
つ
い
で
こ
の
者
を
傷
害
と
暴
力
の
か
ど
で
∞

2
E巾同
g
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
彼
は
そ
れ

に
つ
づ
い
て
こ
の
者
を
強
奪

(
H
強
盗
)
の
か
ど
で
も

E
呂

g
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
彼
は
、
こ
の
者
に
(
法
廷
)
決
闘
を
挑
む
た
め

に
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
犯
罪

(
H
平
和
破
壊
・
傷
害
・
強
奪
)
を
同
時
に

E
呂

g
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
目

2-a

a
m間
巾
ロ
と
区
出
向
巾
ロ
の
両
語
が
ま
っ
た
く
同
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
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ザクセンシュピーゲルにおける裁判(権)

(
前
)
ラ
ン
ト
法
三
・
六

0
・
二
。
三
・
コ
二
・
一
二
、
〔
一
一
了
九

0
・
二
〕
。
一
・
二
・
四
。

(
町
)
ラ
ン
ト
法
三
・
三
九
・
一
、
三
・
四
一
・
四
。
ラ
ン
ト
法
一
ニ
・
四

0
・
三
も
、
こ
れ
に
準
ず
る
用
例
で
あ
る
。

(
槌
)
ラ
ン
ト
法
二
・
一
一
・
一
。

(
印
)
ラ
ン
ト
法
一
・
七
(
二
回
)
、
一
・
一
八
・
二
。
な
お
、
ラ
ン
ト
法
ニ
・
一
五
・
一
(
(
訴
訟
遂
行
の
)
保
障
の
約
定
)
も
こ
こ
に
属
す
る
。

(
刊
)
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
八
・
一
二
〕
。

(
冗
)
ラ
ン
ト
法
三
・
四
三
・
二
。

(η)
ラ
ン
ト
法
一
・
八
・
一
、
〔
一
・
九
・
二
、
レ
ー
ン
法
五
五
・
六
。

(
月
)
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
二
二
・
二
〕
。

(
九
)
ラ
ン
ト
法
三
・
一
五
・
一
。
一
・
一
九
・
一
も
こ
の
用
例
に
属
す
る
。

(
お
)
ラ
ン
ト
法
二
・
一
九
・
一
。

(
河
)
ラ
ン
ト
法
二
・
二
二
・
三
。

(η)
ラ
ン
ト
法
三
・
一
二
二
・
二
、
三
-
一
二
二
・
七
。
な
お
、
体
僕
へ
の
身
売
り
、
な
ら
び
に
、
こ
れ
ら
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
人
に
つ
い

て
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
」
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。
た
だ
し
、
中
世
に
お
い
て
は
「
身
分
(
の
変
更
)
」
に
か
か
わ
る
事
案
が
も
ち
ろ
ん
単
な
る
「
民
事

事
件
」
で
あ
り
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
や
が
て
「
体
僕
へ
の
身
売
り
」
に
つ
い
て
後
述
す
る
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

(
花
)
こ
の
意
味
で
の
白
日
間
自
立
与
丹
市
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
八
・
一
二
〕
、
〔
一
・
五
二
・
ニ
を
参
照
。

(
乃
)
ラ
ン
ト
法
一
・
七
、
一
・
八
・
一
、
〔
一
・
九
・
二
、
一
・
一
八
・
二
、
二
・
二
二
・
三
、
二
・
三

O
、
三
・
三
二
・
二
。
な
お
、
よ
り
強

い
法
的
効
果
の
み
を
与
え
る
も
の
と
し
て
は
、
ラ
ン
ト
法
二
・
一
一
・
一
、
三
・
四

0
・
三
、
三
・
四
三
・
二
。

(
別
)
ラ
ン
ト
法
一
・
七
、
一
・
一
八
・
二
。
た
だ
し
こ
の
こ
と
は
、
約
定
(
誓
約
)
を
守
ら
な
く
て
も
よ
い
、
と
い
う
趣
旨
に
誤
解
さ
れ
て
は
な
ら

な
い
(
上
述
の
よ
う
に
、
約
定
・
誓
約
は
固
く
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
大
原
則
が
厳
存
す
る
)
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
将
来
「
法
」
(
日
「
裁

判
(
所
)
」
)
の
保
護
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
重
要
な
約
定
(
帯
官
約
)
で
あ
れ
ば
、
あ
ら
か
じ
め
さ
「
哲
ユ
円
宮
巾
(
m
q
E
F
Z
の
前
で
)
結
ん

で
お
く
べ
き
で
あ
る
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
成
立
直
後
の
、
あ
る
い
は
、
生
成
途
上
に
あ
る
「
法
」
・
「
国
家
」
に
は
、

gmm川町立円宮市
(
m
q
E
5

以
外
の
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
与
り
知
ら
ぬ
う
ち
に
)
結
ぼ
れ
た
契
約
一
般
に
ま
で
保
護
の
手
を
差
し
の
べ
る
力
な
い
し
余
裕
は
な
か
っ
た
、
と
言
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
川
寸
法
の
生
成
」

(
4
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。
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説論

(
飢
)
ラ
ン
ト
法
二
・
六
三
・
二
。

(
位
)
ラ
ン
ト
法
一
・
六
二
・
一
一
。

(
部
)
ラ
ン
ト
法
三
・
三
七
・
二
。
〔
一
一
了
三
八
・
五
〕
を
も
参
照
。

(
剖
)
ラ
ン
ト
法
一
・
四
六
。

(
部
)
ラ
ン
ト
法
二
・
一

0
・
二
。

(
邸
)
ラ
ン
ト
法
二
・
五
・
二
。

(
幻
)
ラ
ン
ト
法
三
・
一
三
一
・
一

O
。
な
お
、
二
-
二
ハ
・
九
も
こ
の
用
例
に
属
す
る
。
ま
た
、
三
・
一
五
・
一
も
手
続
法
的
規
範
に
数
え
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

(
部
)
ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
・
二
。

(
回
)
ラ
ン
ト
法
二
・
二

0
・
二
。

(
川
町
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
ト
法
2
7
四
五
・
九
l
一
一
を
参
照
。

(
引
)
ラ
ン
ト
法
一
・
一
六
・
一
。
な
お
、
二
・
六
・
一
、
三
・
一
八
・
一
を
も
参
照
。

(
児
)
ラ
ン
ト
法
一
・
一
一
一
八
・
一
と
二
、
三
・
二
八
・
二
。
な
お
、
ラ
ン
ト
法
三
・
八
二
・
一
も
、

g「
湾
立
与
広
(
閥
均
正
号
の
前
で
の
)
法
の
喪
失

に
関
す
る
条
項
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ア
イ
ゲ
ン
が
剥
奪
さ
れ
る
の
は
、
犯
罪
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
く
、
不
法
な
占
有
や
裁
判
所
へ
の
不
出
頭

が
も
と
で
判
決
を
も
っ
て
ア
イ
ゲ
ン
が
占
有
者
か
ら
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
(
特
に
ラ
ン
ト
法
二
・
二
四
・
一
と
二
、
さ
ら
に
一
一
了
二

0
・

三
、
〔
一
一
了
八
六
・
二
〕
を
も
参
照
)
。
な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
ヘ
二
九
頁
以
下
、
「
補
論
」
、
五

O
八
頁
以
下
を
も

参
照
さ
れ
た
い
。

(
幻
)
ラ
ン
ト
法
一
・
六
二
・
一

O
。
こ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
次
の
こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
集
会
な
い
し
法
廷
は
必
ず
し
も
常

に
特
定
の
場
所
で
聞
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
参
審
自
由
人
に
対
す
る
犯
罪
の
訴
え
、
お
よ
び
、
ァ

イ
ゲ
ン
を
請
求
す
る
訴
え
だ
け
は
、
裁
判
官
は

S
2宮
R

E
口
問
己
主
(
正
規
裁
判
集
会
の
場
所
(
と
し
て
定
め
ら
れ
た
所
)
に
お
い
て
)
し
か
も
国

王
罰
命
権
の
下
で
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
を
え
な
い
。
ラ
ン
ト
法
一
・
五
九
・
一
、
一
・
六
七
・
一
、
三
・
六
一
・
一
を
参
照
。
な
お
、
本
稿

(
C
)

で
「
裁
判
所
」
と
い
う
表
現
を
避
け
、
「
裁
判
集
会
」
・
「
法
廷
」
と
い
う
表
現
を
選
ん
だ
の
は
、
|
|
「
栽
判
所
」
の
語
が
邦
語
で
も
多
義
的
に

す
ぎ
る
こ
と
に
も
よ
る
が
|
|
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

i
ゲ
ル
の
時
代
に
は
、
一
般
に
は
ま
だ
裁
判
の
た
め
の
特
定
の
場
所
が
決
っ
て
お
ら
ず
、
ま
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た
そ
の
た
め
の
建
物
も
な
か
っ
た
(
裁
判
は
野
外
で
行
わ
れ
た
)
こ
と
を
も
念
頭
に
お
い
た
上
で
の
こ
と
で
あ
る
。

(
倒
)
前
註
(
幻
)
で
前
述
し
た
ラ
ン
ト
法
二
・
七
一
・
五
を
こ
こ
に
数
え
る
と
、
こ
の
数
は
門
的
自
穴
〉
rt弓

k
r
u
g
の
2
-
n
Fグ
∞
一
品

ωω

で
述
べ
た
よ

り
も
一
箇
所
多
く
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
数
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
E
U
S
の
巾
三
円
宮
田
事
で
は
後
註
(
出
)
で
後
述
す
る

ラ
ン
ト
法
二
・
九
・
こ
を
こ
こ
に
も
重
複
し
て
数
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
念
の
た
め
に
、
前
註
(
幻
)
に
挙
げ
た
も
の
を
除
き
、
本
稿
で

(
C
)

に
数
え
た
も
の
を
ま
と
め
て
お
く
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
二
、
〔
一
・
八
・
一
二
〕
(
日
)
、
一
・
四
七
・
二
、
〔
一
・
五
二
・
二
、
一
・
六
二
・
一

O
、
二
・
六
コ
了
二
、
二
・
七
一

五
、
三
・
九
・
五
、
三
・
六
一
・
四
、
三
・
八
二
・
一
(
山
)
、
〔
一
一
了
八
七
・
一
〕
、
レ

I
ン
法
七
三
・
二
。
こ
れ
ら
の
う
ち
〔
一
・
八
・
一
一
一
〕

と
三
・
八
二
・
一
は
す
で
に
前
註
(
幻
)
に
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
分
E
U
S
の
R
R
Z・3
に
お
け
る
条
項
数
を
(
前
述
し
た
ラ
ン
ト
法
二
・
九
・

二
を
差
引
い
た
上
で
)
補
正
し
て
お
い
た
。

(
何
)
一
フ
ン
ト
法
一
・
四
一
、
一
・
四
二
・
一
、
一
・
四
七
・
二
(
二
回
)
、
一
・
七

0
・
二
、
二
・
二
四
・
一
(
二
回
)
、
二
・
一
三
・
一
、
〔
一
一
了

九
・
ニ
(
二
回
)
、
三
・
三
七
・
二
、
三
・
七
八
・
三
、
三
・
八
二
・
二
(
二
回
)
、
〔
一
一
了
八
五
・
二
、
〔
一
一
了
八
七
・
四
〕
0

(
何
)
ラ
ン
ト
法
三
・
七
八
・
三
。

(
貯
)
ラ
ン
ト
法
二
・
二
四
・
一

(

U

)

、
一
・
四
二
・
一
。

(
開
)
ラ
ン
ト
法
一
・
四
七
・
二

(
i
)
・
(
-
U
)
。
な
お
、
三
・
三
七
・
二
を
も
参
照
。

(
卯
)
ラ
ン
ト
法
一
・
四
一
(
島
市
立
n
F
S
B
H
裁
判
官
が
彼
女
等
の
後
見
人
と
な
る
)
、
一
・
四
四
(
仏
民
間
四
三
喜
丹
市
H
裁
判
所
が
彼
女
等
の
後
見
人
と
な
る
)
。

(
則
)
ラ
ン
ト
法
一
・
七

0
・
二
。

(
則
)
こ
の
二
つ
の
事
業
は
、
い
ず
れ
も
ラ
ン
ト
法
三
・
八
二
・
二
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
」
、
一
一
一
一
四
頁
以

下
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
即
)
ラ
ン
ト
法
〔
一
一
了
九
・
ニ
。
人

(
H
裁
判
官
)
は
債
務
者
に
、
〈
白
ロ
四
R
F
n
E
g
g
-〈
巾
ロ
(
裁
判
所
の
職
権
に
よ
り
)
差
押
え
に
よ
っ
て
支
払
い

を
強
制
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
(
ラ
ン
ト
法
〔
一
一
了
八
七
・
四
〕
)
。
な
お
、
〔
一
一
了
八
五
・
ニ
を
も
参
照
。

(
即
)
ラ
ン
ト
法
二
・
コ
二
・
一
。

(
胤
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
特
に
ラ
ン
ト
法
一
・
四
一
と
一
・
四
四
(
前
註
(
仰
)
)
、
お
よ
び
、

参
照
さ
れ
た
い
。

ザクセンシュピーゲルにおける裁判(権)

一
・
四
七
・
二
(
前
註
(
M
m
)

に
対
応
す
る
本
文
)
を

北法49(1・45)45



説論

(
問
)
ラ
ン
ト
法
二
・
二
四
・
一
。
な
お
、

Z
与丹市

r
E唱
に
つ
い
て
は
、
後
に
も
う
一
度
論
ず
る
機
会
が
あ
る
。

(
瑚
)
レ

l
ン
法
六
九
・
二
一
。

(
閉
山
)
ラ
ン
ト
法
一
・
五
三
・
一
、
一
・
六
一
・
四
、
二
・
五
・
二
、
二
・
八
、
二
・
一
一
・
一
、
二
・
二
了
五
、
二
・
二
了
八
、
二
・
一
四
・

一
、
二
・
一
五
・
一
、
二
・
一
五
・
二
、
二
・
一
六
・
四
、
〔
一
了
二
二
・
五
〕
、
二
・
四

0
・
三
、
二
・
四
一
・
一
、
二
・
四
一
・
二
、
二
-

四
二
・
四
、
三
・
九
・
一
〔
向
上
〕
、
三
・
三
二
・
一

O
(前
註
(
幻
)
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
)
、
三
・
四
五
・
一

O
、
三
・
五
三
・
二
、
三
・

七
九
・
一
、
〔
一
一
了
八
六
・
ニ
、
〔
一
一
了
八
六
・
二
〕
、
〔
一
一
了
八
七
・
二
。

(
間
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
ト
法
一
・
五
コ
了
四
を
も
参
照
。
こ
こ
で
は
、
前
出
レ

l
ン
法
六
九
・
二
一
と
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
を
言
う
の
に
、

(
色
町
呂
巾
者
負
豆
島
巾
B
巾
ロ
ロ
号

m
2
2
r
z
g巾
官
三
円
F
Z
と
い
う
表
現
の
代
り
に
)
件
。
聞
包
丘
一
島
内
包
巾
「
巾
円
宮
内
ロ
ロ
仏
巾
件
。
当

q
x
z
Z呂
町
と
い
う

表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
の
吋

R
Z
Q
)
が
潟
ユ
ロ
7
5
を
指
す
と
い
う
こ
と
と
並
ん
で
、
こ
こ
で
も
ま
た

|
l
教

会
裁
判
所
と
の
関
連
で
|
|
罰
金
の
受
領
者
に
つ
い
て
ユ
岳

5
2
の
語
が
避
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

(
湖
)
ラ
ン
ト
法
一
・
七
、
一
・
八
・
一
、
〔
一
・
八
・
一
二
〕
、
〔
一
-
二
二
・
二
〕
、
二
・
二
二
・
一
、
二
・
二
二
・
二
、
三
・
一
八
・
て
三
・
一
八
・

二
、
三
・
二
四
・
二
、
三
・
二
八
・
二
、
〔
一
一
了
八
八
・
一
〕
、
〔
一
一
了
八
八
・
二
〕
。
こ
の
う
ち
特
に
二
・
二
二
・
一
と
三
・
一
八
・
一
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
守
常
口
広
巾
ロ
『
ぽ
宮
市
5
m
m
E悶
g
(裁
判
官
に
対
し
て
証
言
す
る
)
、

B
R
m
2
Z悶
巾
邑
芹
色
町
包
巾
コ
円
宮
巾
「
巾
〈
z
-
r
o
B
S
(裁
判
官
に
よ
る
証

言
を
も
っ
て
(
自
分
の
主
張
を
)
貫
徹
す
る
)
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
。

(
山
)
こ
こ
で
、
ラ
ン
ト
法
一
・
五
五
・
一
の
と

45ユ
呈
片
岡
巾
ユ
口
町
宮
と
い
う
表
現
(
前
註
(
幻
)
)
に
立
ち
戻
り
、
こ
の
条
項
の
岡
町
コ
円
宮
内
の
語
も

(
裁
判
権
で
は
な
く
)
「
裁
判
官
」
の
意
味
に
解
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
条
項
は
(
前
註
(
幻
)
で
指
摘
し
た
よ
う
に
)

も
と
も
と
神
に
由
来
し
皇
帝
を
出
発
点
と
し
て
上
か
ら
下
へ
向
か
う
裁
判
権
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
!
と
い
さ
さ
か
の
矛
盾
も
な
く
理
解
で
き
る
、
と

い
う
こ
と
を
改
め
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ほ
ん
ら
い
選
挙
が
出
発
点
に
な
る
の
は
(
裁
判
権
で
は
な
く
)
裁
判
官
、
だ
け
な
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
本
稿
で
は
こ
の
条
項
も
こ
の

(d)
に
数
え
て
あ
る
。
な
お
、
後
註
(
旧
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
凹
)
念
の
た
め
、
前
註
(
何
)
に
掲
げ
た
以
外
の
箇
所
を
ま
と
め
て
お
く
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ラ
ン
ト
法
一
・
四
四
、
一
・
五
五
・
一
、
二
・

二
一
了
三
、
〔
一
一
了
八
八
・
ニ
、
〔
一
一
了
八
八
・
一
己
(
二
U
)

、
〔
一
一
了
八
八
・
五
〕
今
日
)
、
レ
ー
ン
法
六
九
・
二
一
。

(
山
)
ラ
ン
ト
法
三
・
八
二
・
一
。

(
旧
)
ラ
ン
ト
法
三
・
二
五
・
一
の
宮
母
包
巾
問
巾
江
口
宮
町
町
内
苫
門
町
(
裁
判
の
結
末
な
い
し
判
決
に
つ
い
て
の
証
人
)
は
一
百
う
に
及
ば
ず
、
二
・
九
・
二
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ザクセンシュピーゲルにおける裁判(権)

の

2
2
(
日
己
巾
「
切
口
円
同
市
ロ
)
『
巾
円

Z
g
o
H
)宮
色
白
ト
仲
間
内
三
n
v
g
(彼
等

(
H
保
証
人
)
の
裁
判
所
に
対
す
る

(
H
裁
判
所
に
対
し
訴
訟
の
審
理
お
よ
び
判
決

を
求
め
る
)
権
利
)
、
お
よ
び
、
〔
一
一
了
一
・
一
〕
の
己
向
。
〈
巾
『
想
ユ
円
宮
芯
包
口
問
(
そ
れ

(
H
強
姦
の
犯
罪
)
に
つ
い
て
す
で
に
裁
判
が
な
さ
れ
判
決
が

下
さ
れ
た
)
も
、
少
な
く
と
も
実
質
的
に
は
こ
の
用
例
に
数
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(
出
)
ラ
ン
ト
法
二
・
二
二
・
一
、
二
・
二
二
・
二
、
二
・
二
二
・
三
、
二
・
二
二
・
八
。

(
出
)
ラ
ン
ト
法
二
・
二
ニ
・
八
。

(
国
)
念
の
た
め
、
こ
こ
に
数
え
た
用
例
を
ま
と
め
て
お
く
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ラ
ン
ト
法
二
・
九
・
二
、
二
・
二
ニ
・
一
、
二
・
二
二
・
二
、

二
・
二
ニ
・
三
、
二
・
二
二
・
入
、
〔
一
一
了
一
・
ニ
、
三
・
二
五
・
一
、
三
・
八
二
・
一
(
二
回
)

0

(
山
)
ラ
ン
ト
法
二
・
六
三
・
二
、
三
・
六
三
・
一
、
〔
一
一
了
八
七
・
二
、
レ
l
ン
法
六
九
・
二
一
。
こ
の
う
ち
、
ラ
ン
ト
法
三
・
六
三
・
一
は
、

教
会
の
裁
判
所
と
世
俗
の
そ
れ
と
の
協
力
(
前
註
(
日
)
)
、
〔
一
一
了
八
七
・
乙
は
両
者
の
管
轄
権
(
そ
こ
に
は
含
4

司令
R
Z
E
コ
n
F
Z
S
(世
俗
の

裁
判
官
)
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
)
、
レ

l
ン
法
六
九
・
二
一
は
一
つ
の
行
為
に
よ
っ
て
同
時
に
(
世
俗
の
裁
判
所
の
管
轄
に
か
か
る
)
平
和
と
(
教
会

の
裁
判
所
の
管
轄
に
か
か
る
)
祝
祭
日
の
安
寧
を
破
る
ケ
1
ス
(
前
註
(
幻
)
に
対
応
す
る
本
文
)
、
二
・
六
三
・
二
は
地
方
的
追
放
・
帝
国
ア
ハ
ト

に
処
せ
ら
れ
て
い
る
者
と
破
門
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
者
の
「
裁
判
能
力
し
(
の
相
違
)
(
前
註
(
包
に
対
応
す
る
本
文
)
に
か
か
わ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
し
て
(
も
て
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
が
教
会
の
裁
判
所
に
言
及
す
る
の
は
、
世
俗
の
そ
れ
と
の
(
対
比
を
も
含
め
て
)
か
か
わ
り
が
問
題

に
な
る
場
合
に
限
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(m)
す
で
に
前
註
(
即
)
で
触
れ
た
ラ
ン
ト
法
三
・
六
二
了
一
、
レ
l
ン
法
六
九
・
二
一
に
は
、
常
岡
田
己

-r
岡
巾
コ
岳
丹
市
と
並
ん
で
、

g
q
E
-
r

ぬ巾ユ円

y
g
と
い
う
表
現
も
出
て
く
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
、
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
二
(
前
註
(
必
)
に
対
応
す
る
本
文
)
と
一
・
五
五
・
一
(
前
註
(
幻
)

に
対
応
す
る
本
文
)
に
も
こ
の
表
現
が
現
れ
る
(
し
た
が
っ
て
、

Z
E同〉巧
p
u
g
の
町
三
門
戸

ω
品
目
。
で
自

ω
ω
E
Zロ
と
し
た
の
は
誤
り
で
あ
り
、

〉
ロ
ヨ

-HE
も
右
の
よ
う
に
補
正
し
た
い
)
。
こ
の
う
ち
一
・
二
・
二
の
当

2
5
-
w
岡
市
立
与

g
は
、
直
前
に
あ
る
一
・
一
の
児
三
(
教
会
裁
判
所
)
と

の
対
比
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
一
・
五
五
・
一
の
そ
れ
も
、
潜
在
的
に
は
、
教
会
の
裁
判
所
と
の
対
比
を
意
識
し
て
書
か
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
後
者
は
(
実
質
的
に
)
「
裁
判
官
」
を
意
味
す
る
(
前
註
(
削
)
を
参
照
)
が
、
こ
れ
を
前
提
に
す
れ
ば
、
一
-

五
五
・
一
に
は
「
世
俗
の
裁
判
官
は
す
べ
て
、
教
会
の
裁
判
所
の
場
合
と
は
異
な
り
、
(
も
と
も
と
)
選
挙
に
そ
の
始
ま
り
を
も
っ
し
と
い
う
合

意
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
(
も
)
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
で
単
に
常
ユ
円
宮
市
と
言
わ
れ
る
場
合
、
世
俗
の
裁
判
所

の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
こ
と
が
裏
か
ら
確
か
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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吾ム
白岡 説

(
国
)
ラ
ン
ト
法
二
・
六
三
・
二
、
〔
一
一
了
八
七
・
乙
(
前
註
(
印
)
を
参
照
)
。
念
の
た
め
に
一
言
す
れ
ば
、
ラ
ン
ト
法
三
・
六
一
二
・
一
と
レ

l
ン
法

六
九
・
二
一
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
者
巾
ユ
E
w
m巾
コ
円
宮
市
ロ
ロ
仏
間
2
え
E
p
a巾
一
目
巾
者
巾
ユ
己
巾
}
内
巾
同
国
巾
ロ
ロ
仏
間
企
丘
一
件
巾
一
呂
町
間
貧
困
円
V
Z
と
な
っ
て
お
り
、
こ

れ
ら
の
う
ち
当

R
z
z
r
岡
市
立
与
Z
に
か
か
わ
る
部
分
は
こ
こ
で
の
検
討
か
ら
除
外
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

(
四
)
以
下
の
行
論
に
お
い
て
は
、
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
に
、
こ
こ
ま
で
の
本
文
・
誌
の
中
で
す
で
に
触
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
特
段
の
必
要

が
な
い
限
り
、
一
々
史
料
的
典
拠
を
挙
げ
る
こ
と
を
省
略
す
る
。

(
阻
)
レ

l
ン
法
一
九
・
二
、
五
五
・
六
、
七
六
・
一
。

(
四
)
ラ
ン
ト
法
一
・
四
一
。

(
国
)
前
註
(
的
)
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
。

(
凶
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

1
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、

-E可
2
Z
の
語
は
全
部
で
二

O
〔
三
四
〕
箇
所
に
出
て
く
る
(
に
す
ぎ
な
い
)
が
、
そ
れ
ら
は
(
こ

の
ラ
ン
ト
法
一
・
四
一
を
除
き
)
す
べ
て
明
示
的
に
、
他
の
法
、
と
り
わ
け
レ

i
ン
法
と
の
対
比
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
わ

れ
わ
れ
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
著
者
(
ア
イ
ケ
・
フ
ォ
ン
・
レ
プ
ゴ
ウ
)
が
こ
の
条
項
に
お
い
て
も
、
件
。
-
何
回
司

2
v
g
と
の
対
比
を
念
頭

に
置
い
て
い
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
法
定
後
見
人
に
対
す
る
訴
え
は
、
た
と
え
レ
l
ン
の
帰
属
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
(
レ
l
ン
法
廷
に
で
は

な
く
)
ラ
ン
ト
法
廷
に
持
ち
出
す
べ
き
だ
、
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
推
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(
国
)
レ

1
ン
法
五
五
・
六
。

(
国
)
レ

l
ン
法
五
五
・
八
。
こ
の
条
項
で
著
者
(
ア
イ
ケ
・
フ
ォ
ン
・
レ
プ
ゴ
ウ
)
は
、
主
君
は
そ
の
家
臣
に
質
入
れ
し
た
所
領
を
(
レ

l
ン
と
し
て
)

授
封
す
る
(
形
で
引
渡
す
)
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
誤
っ
た
見
解
を
反
駁
し
よ
う
と
す
る
。
彼
の
見
解
に
従
え
ば
、
質
入
れ
と
授
封
は
ま
っ
た

く
別
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
条
項
が
、
本
文
で
引
用
し
た
件
に
ひ
き
つ
づ
き
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
「
し
か
し
な
が
ら
、
授
封
を
(
同
じ
く
法
的
に
有
効
で
あ
る
よ
う
に
)
行
い
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

(
H
そ
の
授
封
)
は

g
「己

g
z
q
g

B
E
Sロ
(
岳
君
の
家
臣
か
hr
の
前
、
つ
ま
り
レ
l
ン
法
廷
で
)
行
う
こ
と
を
要
す
る
、
人
が
(
将
来
)
そ
の
(
家
臣
た
ち
の
)
中
か
ら
証
人
を
も
ち
う

る
よ
う
に
」
と
。
つ
ま
り
、
著
者
(
ア
イ
ケ
)
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
レ
ー
ン
法
廷
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
的
に
有
効
に
な
る
の
は
授
封
で

あ
っ
て
、
質
入
れ
は
た
と
え
(
主
君
の
)
レ
l
ン
法
廷
で
行
わ
れ
で
も
法
的
に
有
効
に
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

(
凶
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
ト
法
一
・
七
、
一
・
一
人
・
二
(
前
註
(
印
)
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(m)
レ
l
ン
法
七
六
・
一
。
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(
悶
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
レ
ー
ン
法
六
八
・
五
(
「
し
か
し
な
が
ら
主
君
は
、
上
級
主
君
の
前
で

(
H
上
級
主
君
の
レ
l
ン
法
廷
で
)
家
臣
に
対
し
応
訴

す
る
義
務
は
な
い
、
た
だ
し
彼

(
H
主
君
)
が
彼

(
H
家
臣
)
に
対
し
先
に
『

2
z
g
岡
市
毛
色
常
江
町
与
宮
(
裁
判
を
拒
絶
し
て
い
た
)
場
合
は
そ
の
限
り
で

な
い
」
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、

2
円
Z
g
g
(岡市)当
2
m
2
5
と
い
う
表
現
に
関
し
て
は
、
ラ
ン
ト
法
二
・
二
二
・
八
が
、
前
註
(
出
)

に
対
応
す
る
本
文
中
の
引
用
に
ひ
き
つ
づ
き
、
「
な
ん
び
と
も
こ
の
裁
判
官
の
裁
判
集
会
に
参
集
す
る
義
務
も
、
ま
た
、
彼
(
裁
判
官
)
の
た
め

に

2
円宮市凹

g
u
Z常
日
(
そ
の
裁
判
(
の
遂
行
)
に
協
力
す
る
)
義
務
も
な
い
、
彼

(
H
裁
判
官
)
自
身
が
「

2
z
g
毛
色
唱
ユ

Z
Z丹
(
裁
判
を
拒

絶
し
て
い
る
)
問
は
L

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
「
裁
判
を
矩
絶
す
る
」
を
意
味
し
う
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
、
レ
ー

ン
法
七
六
・
一
に
関
し
て
も
、
こ
の
表
現
を
(
少
な
く
と
も
一
部
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
)
単
に
「
法
的
義
務

(
H
債
務
)
の
履
行
を
拒
む
」
(
要

す
る
に
「
債
務
を
履
行
し
な
い
」
)
と
解
す
る
の
で
は
な
く
、
「
債
務
に
つ
い
て
家
臣
の
訴
え
に
応
答
・
応
訴
す
る
の
を
拒
む
」
(
要
す
る
に
、
「
裁
判
を

拒
む
」
)
の
意
に
解
し
た
い
。

(
瑚
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
ラ
ン
ト
法
一
・
五
四
・
四
H
「
主
人
(
日
領
主
)
は
彼
の
所
領
の
上
で
(
H
所
領
の
上
に
あ
る
収
穫
物
を
)
、
人
(
H

小
作
人
)
が
彼
の
所
領
に
つ
い
て
彼
に
約
束
し
た
彼
の

(
H
彼
が
取
得
す
べ
き
)
賃
料
の
た
め
に
、
裁
判
官
の
許
可
な
し
に
差
押
え
る
こ
と
が
で
き

る
」
(
こ
こ
か
ら
、
差
押
え
一
般
に
つ
い
て
は
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
官
の
許
可
を
得
て
行
う
の
が
原
則
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
で
き
よ
う
)
、
お
よ
び
、

ラ
ン
ト
法
一
・
五
四
・
一
日
「
い
か
な
る
小
作
人
も
、
彼
が
毎
年
支
払
う
べ
き
賃
料
(
の
額
)
を
超
え
て
、
彼
の
主
人
の
た
め
に
差
押
え
を
忍
ぶ

要
は
な
い
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
後
者
か
ら
は
、
小
作
人
は
主
人
の
債
務
の
た
め
に
主
人
の
債
権
者
に
よ
る
収
穫
物
の
差
押
え
を

l
|
'
毎
年
支

払
う
べ
き
賃
料
の
額
ま
で
は

1

1
忍
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
レ

l
ン
法
七
六
・
一
の
家
臣
が
主
君
か
ら
差
押

え
る
物
も
、
主
君
の
小
作
人
の
収
穫
物
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
レ

l
ン
法
六
五
・
七

H
「
主
君
は
彼
の
(
取
得
す
べ
き
)

罰
金
を
、
家
臣
が
彼
(
主
君
)
か
ら
受
領
し
て
い
る
所
領
の
上
で
(
あ
る
い
は
、
所
領
か
ら
)
、
要
求
す
べ
き
で
あ
る
。
賃
料
負
担
者

(
H
小
作
人
)

は
主
人

(
H
領
主
)
の
た
め
に
、
彼
が
主
人

(
H
領
主
)
に
毎
年
支
払
う
べ
き
賃
料
と
同
額
ま
で
(
の
差
押
え
)
と
彼
が
ま
だ
(
主
人
に
支
払
わ
ず
に
)

手
許
に
も
っ
て
い
る
賃
料

(
H
収
穫
物
)
(
の
差
押
え
)
を
別
に
し
て
、
(
そ
れ
以
外
の
)
い
か
な
る
差
押
え
を
も
忍
ぶ
要
は
な
い
」
を
も
参
照
さ
れ

た
い
。
序
に
一
言
し
て
お
く
と
、
こ
の
点
に
こ
そ
、
一
方
に
お
け
る
こ
の
レ

l
ン
法
七
六
・
一
や
た
と
え
ば
ラ
ン
ト
法
一
・
四
一
の
ケ
1
ス
(
後

見
人
に
よ
る
所
領
の
い
わ
ば
「
占
有
侵
奪
」
、
前
註
(
印
)
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
)
と
他
方
に
お
け
る
ラ
ン
ト
法
二
・
二
五
・
一

(
g
p
r
当巾『巾

H
所
領
強
奪
)
と
の
ち
が
い
が
ど
こ
に
あ
り
、
ラ
ン
ト
法
一
・
四
一
の
ケ
1
ス
が
な
ぜ
ラ
ン
ト
法
二
・
二
五
・
一
と
ち
が
っ
た
扱
い
に
な
る
の
か
、

と
い
う
疑
問
を
解
く
鍵
が
潜
ん
で
い
る
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
前
者
に
お
い
て
は
、
「
所
領
を
奪
う
」
と
言
わ
れ
て
い
る
場
合
に
も
、
小
作
人
の

北法49(1・49)49



説論

収
穫
物
を
(
正
当
な
権
利
に
も
と
づ
き
)
差
押
え
た
り
あ
る
い
は
(
違
法
に
)
横
領
し
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
後
者
の
よ
う
に
、
(
現
に
人
が

居
住
し
て
い
る
家
・
屋
敷
を
含
む
)
所
領
を
実
力
で
攻
撃
・
奪
取
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
後
に

2
与
芯

r
E岡
市
に
つ
い
て

述
べ
る
こ
と
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
悶
)
因
み
に
、
こ
の
条
項
の
直
後
に
つ
づ
く
レ

1
ン
法
七
六
・
こ
で
は
、
家
臣
が
そ
の
主
君
を
強
奪
あ
る
い
は
何
ら
か
の
犯
罪
の
か
ど
で

g『

田
仲
田
町
一
自
仲
立
与
丹
市
吋
巾
(
彼
H
家
臣
の
ラ
ン
ト
リ
ヒ
タ
l
の
前
(
H
法
廷
)
で
)
訴
え
る
ケ

1
ス
が
扱
わ
れ
る
。
こ
の
七
六
・
二
と
の
つ
な
が
り
か
ら

言
っ
て
も
、
七
六
・
一
の

g「
岡
市
コ
円

F
Z
が
「
ラ
ン
ト
法
廷
L

を
意
味
す
る
、
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
理
解
は
補
強
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(
印
)
レ

1
ン
法
一
九
・
二
。

(m)
∞
2
5巾
開
ロ
ロ
唱
の
も
と
に
な
っ
た
動
認
の
凹

2
5
8
は
、
前
註
(
日
)
に
対
応
す
る
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お

い
て
は
、

(σ
己
主
国
岡
市
ロ
と
ほ
と
ん
ど
同
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
レ

l
ン
法
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
条
項
の
直
前
に
あ
る
レ

1
ン
法

一
九
・
一
(
次
註
参
照
)
に
お
い
て
も
、
「
主
君
が
家
臣
の
責
を
問
、
つ
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
条
項
の
∞

2
5巾
m
E唱
は
そ

れ
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
(
も
)
、
「
問
責
」
と
い
う
訳
語
を
選
ん
だ
。

(
瑚
)
因
み
に
、
こ
の
条
項
の
直
前
に
位
置
す
る
レ

l
ン
法
一
九
・
一
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
あ
る
家
臣
が
彼
の
代
言
人
の
言
葉

(
H
発
言
)
を
承

認
せ
ず
、
し
か
し
て
主
君
が
そ
の
ゆ
え
に
代
言
人
の
責
を
問
、
つ
(
目

2
5巾
m
Z
)
な
ら
ば
、
彼

(
H
代
言
人
)
は
そ
の
ゆ
え
に
(
主
君
に
)
罰
金
を

支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
た
だ
し
彼
(
代
一
百
人
)
が
そ
れ
に
つ
い
て
彼
の
(
否
認
)
宣
誓
(
凹

5
2
n
Z
)
を
行
い
、
彼
が
(
そ
の
者
の
た
め
に
)

代
言
人
と
し
て
与
え
ら
れ
た
者

(
H
家
臣
本
人
)
」
が
彼
に
頼
ん
だ
こ
と
以
外
、
彼
が
話
し
て
い
な
い
旨
、
誓
う
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
」
。

(
団
)
私
自
身
も
か
つ
て
は
|
|
具
体
的
に
は
、
目
的
国
間
関
〉
当

P
U自
の
巾
コ
ロ
宮
の
執
筆
の
た
め
に
岡
町
ユ
円

F
Z
の
用
語
法
を
今
一
度
精
査
す
る
ま
で
は

|
|
そ
う
理
解
し
て
い
た

(
Z
E
5
3・
0
お

5
5
2
ω
E
E「・∞
-
E
H
「
し
か
し
な
が
ら
そ
れ

(
H
P
Z
Z
の
語
)
は
、
同
時
に
ラ
ン
ト
法
上
・

レ
i
ン
法
上
の
裁
判
所
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
場
合
一
つ
を
例
外
と
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
レ

I
ン
法
上
の
裁
判
所
だ
け
を
指
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
一
度
も
な
い
」
)
。
こ
の
と
き
唯
一
の
例
外
と
し
て
同
時
に
ラ
ン
ト
法
上
・
レ

l
ン
法
上
の
裁
判
所
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
、
と
考
え
て
い
た
の

は
、
こ
の
レ

l
ン
法
一
九
・
二
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
直
前
の
レ

l
ン
法
一
九
・
一
に
は
、
「
代
言
人
」
の
こ
と
が
出
て
く
る
か
ら
、
代
言
人
に

対
す
る
主
君
の
問
責
は
「
(
レ
l
ン
)
法
廷
で
」
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
代
言
人
が
彼
の
否
認
宣
誓
を
も
っ
て
そ
の
問
責
を
免

れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
代
言
人
に
対
す
る
問
責
は
、
そ
の
直
前
に
あ
る
レ

l
ン
法
一
八
の
ケ

l
ス
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
(
そ
こ
で
は
、
主
君
に
よ
る
家
臣
の
レ
l
ン
法
廷
へ
の
召
喚
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
そ
の
上
で
、
「
(
こ
の
)
主
君
の

(
H
主
君
に
よ
る
)
問
責
(
印

2
5
a口口問巾)
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が
(
ま
だ
)
終
っ
て
い
な
い
」
聞
に
家
臣
の
権
利
に
異
動
が
生
じ
た
場
合
に
主
君
の
な
す
べ
き
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
、
そ
こ
で
は
「
問
責
」
は
レ
ー

ン
法
廷
へ
の
召
喚
、
そ
こ
で
の
裁
判
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
)
、
果
し
て
レ

l
ン
法
廷
に
お
け
る
「
裁
判
へ
と
り
わ
け
「
判
決
L

と
い
う

形
で
行
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
れ
が
単
に
主
君
に
よ
る
(
そ
の
場
で
の
)
「
(
強
い
)
叱
責
」
程
度
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
な
ら
ば
、
レ
ー

ン
法
一
九
・
一
で
、
(
家
臣
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
)
代
言
人
が
否
認
宣
誓
を
も
っ
て
法
廷
で
の
発
言
に
つ
い
て
の
問
責
を
免
れ
て
も
、
そ
の
こ
と
は

必
ず
し
も
一
九
・
一
一
と
は
矛
盾
し
な
い
で
は
な
い
か
(
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
一
九
・
二
の
「
法
廷
で
」
は
、
実
質
的
に
は
、
「
ラ
ン
ト
法
廷
お
よ
び
レ
ー

ン
法
廷
に
お
け
る
正
式
の
裁
判
(
少
な
く
と
も
正
式
の
手
続
)
を
経
て
、
と
り
わ
け
判
決
の
形
で
」
と
い
う
意
味
に
な
る
で
あ
ろ
う
)
。

l
l以
上
が
私
の

か
つ
て
の
理
解
で
あ
る
。
以
下
に
述
べ
る
新
し
い
見
解
と
比
較
検
討
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
せ
で
あ
る
。

(
間
)
レ

l
ン
法
四
六
・
一
。

(
即
)
玄
ロ
ロ
包
}
町
田
「
市
門
町
丹
市
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ラ
ン
ト
法
と
レ

l
ン
法
L

、
二
三
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(即

)
S
-
g「
2
Y丹
市
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
向
上
、
一
六
一
一
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
即
)
こ
の
こ
と
は
、
②
と
③
に
つ
い
て
は
、
緩
説
を
要
し
ま
い
(
主
君
が
適
法
に
帝
国
勤
務
を
命
じ
、
あ
る
い
は
、
家
臣
を
レ
1
ン
法
廷
に
召
喚
し
た
(
の

に
、
家
臣
が
そ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
)
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
主
君
が
家
臣
に
対
す
る
問
責
を
開
始
し
、
あ
る
い
は
、
開
始
さ
れ
て
い
た

問
責
が
次
の
ス
テ
ッ
プ
へ
と
進
む
)
。
こ
の
点
で
(
多
少
)
問
題
に
な
る
の
は
①
の
ケ

l
ス
で
あ
ろ
う
。
①
に
は
、
家
臣
の
レ

l
ン
法
廷
に
お
け
る

言
動
だ
け
で
な
く
、
家
臣
が
レ

l
ン
法
廷
で
な
し
た
「
約
定
」
も
含
ま
れ
て
い
る
(
仏
三
に
は
、
「
行
う
」
と
い
う
意
味
の
ほ
か
、
「
約
束
す
る
」
と
い

う
意
味
も
あ
る
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
さ
ら
に
そ
の
後
に

-
2
2
H
「
誓
約
す
る
」
の
語
が
つ
e

つ
い
て
い
る
)
か
ら
、
①
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
レ
ー

ン
法
に
関
し
て
も
、
「
法
廷
で
」
な
し
た
「
約
定
」
の
み
が
寸
法
的
効
果
を
も
っ

(
H
「
法
的

(
U
裁
判
(
所
)
に
よ
る
)
保
護
L

を
受
け
ら
れ
る
ご
と

い
う
原
則
(
前
註
(
別
)
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
)
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
石
川
、
向
上
、
註
(
日
)
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
一

六
一
四
頁
の
本
文
を
参
照
)
。
し
か
し
、
本
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
「
主
君
に
よ
る
家
臣
の
問
責
」
で
あ
っ
て
、
右
の
ケ

1
ス

に
つ
い
て
も
、
家
臣
に
対
し
「
約
定
」
の
事
実
が
証
明
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
上
で
さ
ら
に
そ
の
履
行
を
怠
り
あ
る
い
は
拒
む
こ
と
が
な

け
れ
ば
、
主
君
に
よ
る
「
問
責
」
は
開
始
さ
れ
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
お
よ
び
「
問
責
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
レ
ー
ン
法
六
五
・

一
H
「
主
君
は
彼
の
家
臣
を
あ
ら
ゆ
る
∞

2
5巾
(
罪
過
・
非
行
)
の
ゆ
え
に
(
彼
の
)
レ

l
ン
法
廷
に
召
喚
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
の
罪
過
(
非

行
)
が
罰
金
に
値
す
る
場
合
に
は
」
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
レ

1
ン
法
四
六
・
一
は
、
ひ
き
つ
づ
き
「
こ
れ
ら

三
つ
の
事
柄
を
主
君
は
家
臣
に
対
し
、
家
臣
が
そ
れ
(
ら
)
に
つ
き
(
宣
誓
を
も
っ
て
)
潔
白
に
な
る

(
H
否
認
す
る
)
こ
と
が
で
き
る
の
に
優
っ
て
、
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説号ム
ロ四

そ
れ
を
見
ま
た
聞
い
た
彼
の
家
臣
二
人
(
の
証
人
)
を
も
っ
て
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
三
つ
の
ケ
1
ス

の
証
明
に
は
「
目
撃
証
人
」
が
必
要
(
な
い
し
、
「
目
撃
証
人
」
で
十
分
)
と
さ
れ
て
い
る
(
つ
ま
り
、
そ
こ
で
直
接
に
争
わ
れ
て
い
る
の
は
(
基
本
的

に
は
)
事
実
問
題
な
)
の
で
あ
り
、
こ
の
点
も
併
せ
て
、
す
ぐ
に
後
述
す
る
「
問
責
」
そ
の
も
の
の
プ
ロ
セ
ス
と
比
較
さ
れ
た
い
。

(
瑚
)
レ

l
ン
法
六
五
・
三
l
六
五
・
二
二
。

(
凶
)
こ
の
最
後
の
点
に
つ
い
て
は
、
レ
ー
ン
法
六
五
・
一
一
、
お
よ
び
、
特
に
六
五
・
こ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
出
)
レ
l
ン
法
一
一
・
一
、
一
四
・
一
、
三
一
一
了
一
、
六
八
・
二
。

(
凶
)
レ
l
ン
法
六
八
・
四
。

(
出
)
前
註
(
国
)
お
よ
び
ラ
ン
ト
法
二
・
四
一
・
一
を
参
照
。
後
者
に
は
、

A
が
自
分
の
所
領
を
奪
う
(
な
い
し
、
奪
っ
て
い
る
)
旨
B
が
訴
え
、

し
か
も
A
・
B
双
方
と
も
こ
の
所
領
が
自
分
の

(
H
自
分
が
主
君
C
あ
る
い
は
D
か
ら
受
封
し
た
)
レ

I
ン
で
あ
る
と
主
張
す
る
ケ

1
ス
が
出
て
く
る
。

こ
の
場
合
、
問
題
の
所
領
は
い
ず
れ
に
せ
よ

(
A
か
B
の
)
レ

l
ン
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
案
は
ラ
ン
ト
法
廷
の
管
轄
に
属
す
る
。

C

A
、
D
l
B
と
い
う
二
つ
の
主
従
関
係
を
共
に
包
摂
し
う
る
(
上
位
の
)
レ

l
ン
法
廷
は
(
一
般
に
は
)
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
石
川
「
法
の
生
成
」

(
7
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
国
)
ラ
ン
ト
法
二
・
七

O
。
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
ヘ
二
二
五
頁
以
下
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
国
)
ラ
ン
ト
法
二
・
二
四
・
一
、
前
註
(
間
)
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
。
そ
こ
で
も
引
用
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
こ
の
条
項
は
さ
ら
に
、
(
彼
が

そ
こ
に
居
合
せ
な
い
場
合
に
つ
い
て
)
彼
は
裁
判
所
の
職
権
に
よ
り
法
定
の
(
一
一
一
度
の
)
裁
判
期
日
に
召
喚
さ
れ
、
彼
が
こ
の
裁
判
期
日
に
出
頭
し

な
い
場
合
に
は
、
彼
か
ら
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
H
占
有
権
)
が
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
(
被
告
の
不
在
お
よ
び
不
出
頭

に
関
す
る
)
部
分
も
、
原
告
の

2
円
z
z
r
z
m巾
を
前
提
と
し
た
記
述
で
あ
る
、
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
誰
か
が
あ
る
所
領

を
い
か
に
長
く
「
実
力
を
も
っ
て
」

(E門
唱
者
包
門
)
占
有
し
て
い
て
も
、
他
の
者
が
『
巾
円

y
g
r
z同
巾
を
も
っ
て
そ
の
所
領
を
追
求
し
、
(
そ
の
結

果
で
は
な
く
)
こ
の
『

R
Z巾
r
z
m巾
そ
の
も
の
(
つ
ま
り
、
そ
れ
が
現
に
進
行
中
で
あ
る
こ
と
)
を
(
証
人
に
よ
り
)
立
証
し
う
る
場
合
、
「

2
z
z

。2〈巾
2
(法
定
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
)
が
成
立
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
規
定
(
ラ
ン
ト
法
二
・
四
四
・
一
、
レ
l
ン
法
一
四
・
一
)
が
な
ぜ
成
立
し
う

る
か
、
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
凶
)
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
い
て
も
、
足
早

z
r
Z同
巾
は
も
っ
ぱ
ら
不
動
産
の
占
有
(
権
)
を
め
ぐ
る
訴
訟
と
の
関
連
で
、
そ
れ
も
所
領
の
不
法
な
、
あ

る
い
は
、
(
裁
判
所
の
占
有
指
定
に
も
と
づ
く
)
暫
定
的
な
占
有
に
対
す
る
対
抗
手
段
と
し
て
現
れ
る
(
上
述
の
二
・
二
四
・
一
、
二
・
七
O
の
ほ
か
、
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ザクセンシュピーゲルにおける裁判(権)

一
・
七
0
・
一
を
参
照
)
。
ま
た
、
レ
ー
ン
法
三
八
・
四
に
は
、
「
人
は
な
ん
ぴ
と
を
も
彼
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ

(
H
主
君
か
ら
授
封
さ
れ
、
現
に
占
有
し
て

い
る
所
領
)
か
ら
逐
い
出
し
て
は
な
ら
な
い
、
そ
れ

(
H
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
、
そ
の
所
領
の
占
有
権
)
が
彼
か
ら
ヨ
芹

z
n
y
g
(判
決
を
も
っ
て
)
奪
わ
れ

な
い
限
り
」
と
い
う
、
ラ
ン
ト
法
二
・
七

O
と
同
趣
旨
の
規
定
が
あ
る
。
し
か
し
、
「
レ

l
ン
法
」
に
は
、
ラ
ン
ト
法
二
・
二
四
・
一
や
一
・
七

0
・
一
の
よ
う
な

z
n
z
m
r
Z唱
の
手
続
を
記
述
し
た
条
項
は
見
当
た
ら
な
い
し
、
特
に
被
告
が
出
頭
し
な
い
場
合
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
寸
第

一
百
…
」
で
前
述
し
た
諸
条
項
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
レ
ー
ン
法
廷
は
(
家
直
の
勤
務
紀
律
違
反
を
別
に
す
れ
ば
)
そ
こ
に
参
集
す
る
同

一
の
主
君
の
家
臣
仲
間
の
(
主
と
し
て
)
レ

l
ン
に
関
す
る
係
争
を
裁
く
だ
け
で
あ
っ
て
、
他
の
主
君
の
家
臣
と
の
聞
に
起
き
た
係
争
を
裁
く
こ

と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
レ

i
ン
法
三
八
・
四
は
、
そ
の
極
め
て
一
般
的
な
言
い
回
し
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
文
言

が
ラ
ン
ト
法
二
・
七

O
と
酷
似
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
君
の
レ

l
ン
法
廷
に
お
け
る
主
君
と
家
臣
お
よ
び
家
臣
仲
間
同
士
の
あ
い
だ

の
所
領
の
帰
属
を
め
ぐ
る
い
わ
ば
「
民
事
的
」
な
係
争
、
そ
れ
も
主
と
し
て
被
告
で
あ
る
家
臣
が
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
応
訴
し
た
場
合
を
念
頭

に
お
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
も
っ
て
レ

l
ン
法
廷
で
も
不
法
な
占
有
侵
奪
に
対
す
る
対
抗
手
段
と
し
て
の

2
n
z
g
w
g唱
が
行
わ
れ
た

証
拠
と
解
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

(
国
)
す
で
に
前
註
(
凶
)
に
挙
げ
た
レ

l
ン
法
一
一
・
一
、
一
四
・
一
の
ほ
か
、
二
二
・
四
を
参
照
。
さ
ら
に
レ

l
ン
法
三
九
・
二
に
お
い
て
は
、

門
常
持
者
即
席
が
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
(
こ
れ
は
直
接
に
は
四
包
耳
g
m
H
N
d
Zロ
聞
の
定
義
で
あ
る
が
、
直
前
の
文
章
で
は
間
m
z
w
Z
の
語
が
同
じ

意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
)
。
「
(
単
な
る
)
意
思
や
言
葉
に
は
い
か
な
る
湾
仏
語
吉
岡
(
強
制
、
こ
の
場
合
間

2国
F
H
暴
力
と
同
義
)
も
存
在
し
な
い
、

そ
の
後
に
行
為
(
号

E
T↓
印
門
)
が
続
く
の
で
な
い
限
り
L

と
。
因
み
に
、
こ
の
条
項
は
、
「
主
君
が
彼
の
家
臣
を
、
不
誠
実
に
も
(
な
い
し
、

誠
実
義
務
に
反
し
て
)
、
彼

(
H
家
臣
)
が
自
分
に
彼
の
所
領
(
日
レ
1
ン
)
を
引
渡
す

(
H
返
還
す
る
)
よ
う
に
強
制
す
る
」
ケ
l
ス
を
扱
っ
て
お
り
、

こ
の
場
合
「
そ
れ
に
よ
っ
て
家
臣
は
損
害
な
し
に
す
む
べ
き
で
あ
る
、
彼
が
主
君
を
そ
の
暴
力
(
号
岡
市
当
白

5
の
か
ど
で
訴
え
、
し
か
も
判
決

を
も
っ
て
(
邑
門
『

2
Z巾
)
主
君
を
服
罪
せ
し
め
る
(
〈

2
5ロ
ロ
斤
)
な
ら
ば
L

と
し
た
上
で
、
右
の
「
強
制
」

(
H
暴
力
)
の
定
義
を
述
べ
て
い
る
。

(
国
)
ラ
ン
ト
法
一
・
五
九
・
一
、
一
・
七

0
・
一
。

(
即
)
し
た
が
っ
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
「
レ

l
ン
法
」
に
お
い
て
、
(
「
ラ
ン
ト
法
」
の
「
窃
盗
や
強
盗
」
に
代
り
)
「
強
奪
L

が
〈
O
『
己
巾
呂
町

-
s
a
g
ユ口町仲間

2
な
い
し

g「的
5
m
gロ
豆
ny仲
間
『
巾
(
つ
ま
り
、
ト
ン
い
骨
法
に
お
い
て
)
裁
か
れ
る
べ
き
犯
罪
の
代
表
的
事
例
と
し
て
挙
げ
ら

れ
て
い
る
(
レ

l
ン
法
二
三
・
一
、
七
六
・
二
)
の
は
、
決
し
て
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
(
因
み
に
、
レ
ー
ン
で
あ
る
所
領
に
つ
い
て
は
、
言
う
ま
で
も

な
く
、
「
窃
盗
」
は
問
題
に
な
り
え
ず
、
「
強
奪
」
の
み
が
問
題
に
な
り
う
る
)
。
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(
肌
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
位
)
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
。

(
国
)
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
二
、
一
・
七
、
一
・
八
・
一
、
〔
一
・
八
・
三
〕
、
〔
一
・
二
二
・
二
〕
、
一
・
二
八
(
三
回
)
、
一
・
三
四
・
一
(
二
回
)
、

一
・
一
一
一
四
・
三
(
三
回
)
、
一
・
四
一
、
一
・
四
三
、
一
・
四
七
・
二
、
一
・
五
二
了
一
(
一
一
一
回
)
、
一
・
五
四
・
四
、
一
・
五
五
・
一
(
二
回
)
、

一
・
五
五
・
二
、
一
・
五
七
、
〔
一
・
五
八
・
二
〕
、
一
・
五
九
・
一
(
二
回
)
、
一
・
五
九
・
二
、
一
・
六
0
・
二
、
〔
一
・
六
一
・
一
一
〕
(
二
回
)
、

一
・
六
一
・
四
、
一
・
六
二
・
二
、
一
・
六
二
・
七
、
一
・
六
二
・
一

O
、
一
・
六
二
・
一
一
、
一
・
六
三
・
一
、
一
・
六
一
二
・
三
、
一
・
六
=
了

四
(
六
回
)
、
一
・
六
三
・
五
(
二
回
)
、
〔
一
・
六
人
・
二
〕
、
一
・
七
0
・
一
二
(
三
回
)
、
二
・
四
・
一
(
二
回
)
、
〔
二
・
四
・
二
〕
、
二
・
五
・

二
、
二
・
八
、
二
・
九
・
二
、
二
・
一

0
・
五
、
二
・
一
一
・
一
、
二
・
一
一
了
四
(
三
回
)
、
一
了
二
了
五
(
二
回
)
、
一
了
二
了
八
、
〔
二
・

コ
了
一
四
〕
、
二
・
二
二
・
八
(
二
回
)
、
二
・
一
回
・
一
、
二
・
一
五
・
一
、
二
・
一
五
・
二
、
二
・
二
ハ
・
四
、
二
・
二
二
・
一
(
四
回
)
、

一
了
二
二
・
二
(
二
凹
)
、
〔
一
了
二
二
・
五
〕
、
二
・
二
五
・
一
(
二
回
)
、
二
・
二
五
・
二
、
二
・
二
六
・
四
、
二
・
二
八
・
二
、
二
・
コ
二
・

二
(
二
回
)
、
二
・
三
六
・
一
、
二
・
三
七
・
一
二
、
二
・
四
0
・
三
、
二
・
四
一
・
一
、
二
・
四
一
・
ニ
、
二
・
四
二
・
四
(
二
回
)
、
二
・
六
0
・

二
、
二
・
六
四
・
四
、
二
・
七
二
・
一
(
二
回
)
、
コ
了
九
・
一
、
〔
向
上
〕
、
三
・
二
二
、
三
・
一
五
・
三
(
三
回
)
、
三
・
二
ハ
・
一
、
三
・

一
七
・
二
、
三
・
一
八
・
一
(
二
回
)
、
三
・
一
八
・
二
、
三
・
二
0
・
二
、
三
・
一
二
・
二
、
三
・
二
四
・
二
(
三
回
)
、
三
・
二
五
・
て
三
・

二
六
・
一
、
三
・
二
六
・
二
、
一
二
・
二
八
・
二
、
三
・
三
0
・
二
(
二
回
)
、
三
・
三
二
・
一

O
、
三
・
三
四
・
一
(
三
回
)
、
三
・
三
九
・
一
、

三
・
三
九
・
三
、
一
二
・
四
0
・
一
、
三
・
四
五
・
五
、
三
・
四
五
・
一

O
、
三
・
五
二
・
一
、
三
・
五
二
・
一
二
(
三
回
)
、
三
・
五
三
・
二
(
三

回
)
、
三
・
五
五
・
一
、
一
ニ
・
五
六
・
一
(
二
回
)
、
三
・
五
六
・
二
、
コ
了
六
一
・
四
、
三
・
六
六
・
二
、
三
・
六
六
・
四
(
二
回
)
、
三
・
六

八
・
一
、
三
・
六
九
・
一
、
三
・
七
一
・
一
、
三
・
七
人
・
一
、
=
一
・
七
八
・
二
、
三
・
七
九
・
一
、
コ
了
八
二
・
一
(
二
回
)
、
〔
一
一
了
八
六
・

乙
(
四
回
)
、
〔
一
一
了
八
六
・
二
〕
(
二
回
)
、
〔
一
一
了
八
七
・
ニ
(
二
回
)
、
〔
一
一
了
八
七
・
二
〕
、
〔
一
一
了
八
七
・
三
〕
、
〔
一
一
了
八
八
・
ニ
、
〔
一
一
了

八
八
・
二
〕
、
〔
三
・
九
0
・
二
〕
、
〔
一
一
了
九
一
・
二
〕
。
な
お
、
目
的
呂
田
内
〉
者

p
u
g
の巾ユ円
Z-ω
・
支
出
で
古
川
回
同
〔
H
O
K
H

〕
白
色

-g
と
し
た

の
は
、
「
ド
イ
ツ
語
第
二
版
」
(
前
註

(
2
)

を
参
照
)
の
箇
所
を
〔
〕
に
含
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
誤
り
で
あ
る
。

(
出
)
レ
l
ン
法
二
三
・
一
、
五
五
・
八
、
六
九
・
入
。

(
出
)
レ
l
ン
法
二
三
・
一
、
五
五
・
入
。
さ
ら
に
、
寸
レ
l
ン
法
」
に
は
(
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
義
の
)
一
宮
骨
片

z
q巾
の
語
が
一
度
だ
け
現
れ
る
(
七

ムハ・一一)。

(
国
)
こ
の
条
項
に
関
し
て
は
、
石
川
寸
ア
イ
ゲ
ン
」
、

説論
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一
頁
以
下
、
「
補
論
」
、
四
九
二
頁
以
下
、
「
法
の
生
成
」

(
8
)
な
ど
で
す
で
に
論
じ
て
お
い



ザクセンシュピーゲルにおける裁判(権)

た
が
、
な
お
、
次
註
(
邸
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
国
)
前
註

(
H
)
に
対
応
す
る
本
文
で
引
用
し
た
よ
う
に
、
ラ
ン
ト
法
三
・
五
二
・
こ
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
国
王
を
人
は

2
2

ゆ間一巾ロロロ円山内戸巾ロ¢ロ門戸市一

0
4
2
Z
J
5
-
r
mロ
ヨ
回
ロ
ロ
四
国
民
(
ア
イ
ゲ
ン
と
レ
l
ン
に
関
す
る
、
お
よ
び
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
生
命
に
関
す
る

)
g
ユ円
Y
5
2
(裁

判
官
に
)
選
ぶ
」
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
置
詞
O
〈
ミ
の
位
置
お
よ
び
こ
の
語
に
つ
づ
く
文
章
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
一
方
に
お
け
る
ア
イ
ゲ
ン

お
よ
び
レ
l
ン
に
関
す
る
裁
判
権
と
他
方
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
人
の
生
命
に
関
す
る
裁
判
権

(
H
流
血
裁
判
権
)
と
の
対
比
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、

レ
l
ン
法
六
九
・
八
に
お
け
る
よ
う
な
ラ
ン
ト
法
と
レ
l
ン
法
(
上
の
裁
判
権
)
の
対
比
が
問
題
な
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
条
項
の
立
与
丹
市

Z
の
語
が
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
官
と
同
時
に
レ
l
ン
法
上
の
裁
判
官
を
も
指
す
こ
と
を
示
す
積
極

的
な
証
拠
は
な
い
、
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
ラ
ン
ト
法
廷
に
お
い
て
(
つ
ま
り
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
)
レ
l
ン
の

帰
属
に
関
す
る
事
案
も
裁
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
前
註
(
国
)
・
(
即
)
に
対
応
す
る
本
文
、
お
よ
び
、

前
註
(
凶
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
序
に
一
言
す
る
と
、
そ
も
そ
も
「
選
ば
れ
る
」
の
は
も
と
も
と
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
官
だ
け
で
あ
っ
て
(
前
註

(m)
・
(m)
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
)
、
レ
l
ン
法
上
の
裁
判
官
(
H
主
君
)
が
(
家
臣
図
に
よ
り
)
選
挙
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

こ
の
点
を
強
調
す
れ
ば
、
レ
ー
ン
法
六
九
・
八
も
ラ
ン
ト
法
上
の
(
最
高
の
)
裁
判
官
に
選
ば
れ
た
国
王
が
(
同
時
に
)
レ

l
ン
法
上
の
裁
判
官

の
頂
点
に
も
坐
る
と
い
う
意
味
に
な
り
、
そ
れ
自
体
、
ラ
ン
ト
法
の
レ
l
ン
法
に
対
す
る
優
位
を
示
す
例
証
の
一
つ
に
な
る
、
と
解
さ
れ
る
で

あ
ろ
、
っ
。

(
問
)
一
・
二
・
二
、
一
・
五
五
・
二
、
一
・
五
七
、
〔
向
上
〕
、
〔
一
・
五
八
・
ニ
、
一
・
五
九
・
一
(
二
回
)
、
一
・
六
二
・
一

O
、
一
・
六
一
一
了

四
、
一
・
六
三
・
五
、
〔
一
・
六
九
〕
、
二
・
一

0
・
一
、
二
・
一

0
・
五
、
二
・
二
了
三
、
二
・
二
二
・
一
、
ニ
・
二
二
・
二
(
二
回
)
、
二
・

一
三
・
六
、
二
・
二
二
・
八
、
二
・
一
四
・
一
、
〔
一
了
一
八
・
一
〕
(
二
回
)
、
二
・
二
五
・
一
、
二
・
二
五
・
二
(
二
回
)
(
ほ
か
に
、
=
「

立
与
宮
口
の
語
も
一
度
用
い
ら
れ
て
い
る
)
、
二
・
二
八
・
三
、
二
・
七
一
・
一
、
二
・
七
一
・
二
、
二
・
七
一
・
五
、
二
・
七
二
・
二
、
三
・
一
-

一
、
〔
向
上
〕
、
三
・
一
二
〔
二
回
〕
、
一
一
了
七
・
二
、
三
・
七
・
三
、
三
・
七
・
四
、
三
・
八
、
〔
一
一
了
九
・
二
〕
、
三
・
二
四
・
二
、
一
一
了
一
二
三
・

五
、
コ
了
一
二
六
・
二
、
三
・
四
五
・
一
一
、
一
二
・
五
二
・
二
、
三
・
五
五
・
二
、
三
・
六
0
・
二
、
三
・
七
八
・
一
、
〔
一
一
了
八
七
・
二
、
〔
二
了

八
七
・
三
〕
。
な
お
、

E
-
E
5・
E23nvFω
・
怠
N

に
吉
川
同
〔
品
。
〕
宮
市
-
-
2
5
陥
〔
色
〕
〉
円
安
告
と
あ
る
の
は
(
カ
l
ド
の
誤

記
に
も
と
づ
く
)
計
算
違
い
で
あ
る
。

(
問
)
レ

l
ン
法
六
一
-
一
一
(
二
回
)
、
七
一
・
五
。
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自命 説

(
国
)
目
的

E
E
F
E
ユ
E
n
F
2・
怠
N

に

g
協
〔
切

ω〕
ω
E
-
2
5
協
〔
ほ
〕
〉

E

Eロ
と
あ
る
の
は
誤
り
(
前
設
(
即
)
を
参
照
)
。

(
瑚
)
こ
の
言
い
回
し
は
次
の
一
一
一
〔
一
四
〕
箇
所
に
見
ら
れ
る
。
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
二
、
一
・
五
五
・
二
、
一
・
五
七
(

l

)

、
〔
一
・
五
八
・
二
、

一
・
五
九
・
一

(i)
、
二
・
一
二
・
三
、
二
・
二
二
・
一
、
二
・
二
二
・
八
、
二
・
二
八
・
三
、
二
・
七
一
・
一
、
三
・
二
四
・
二
、
三
・
五

二
・
二
、
三
・
六
0
・
二
、
〔
一
一
了
八
七
・
ニ
。
た
だ
し
、
こ
の
う
ち
三
・
二
四
・
二
は
「
(
地
方
的
追
放
を
)
執
行
す
る
」
と
い
う
意
味
に
解
さ

れ
、
ま
た
、
二
・
二
八
・
三
は
、
「
(
絞
首
刑
用
の
縄
・
索
を
も
っ
て
)
罰
す
る
、
な
い
し
、
処
刑
す
る
」
と
い
う
意
味
な
の
で
こ
れ
を
除
外
す
る
と
、

一
O
三
二
〕
箇
所
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
ほ
か
に
、
二
箇
所
に
見
ら
れ
る
(
目
的
語
が
二
格
に
な
っ
て
い
る
)
a
g
(
印巾

-
Zロ
)
コ
円
宮
内
ロ
(
ラ

ン
ト
法
一
・
五
九
・
一
千
日
)
、
二
・
一
三
・
二
(
，
U

)

)

、
七
〔
入
〕
箇
所
に
見
ら
れ
る
目
的
語
を
取
ら
な
い
コ
ロ
宮

g
の
語
(
ラ
ン
ト
法
一
-

六
二
・
一

O
、
二
・
一

0
・
五
(
後
註
(
悶
)
参
照
)
、
二
・
二
五
・
二
(
二
回
)
、
〔
一
一
了
八
七
・
一
二
〕
、
レ
ー
ン
法
六
一
・
二
(
二
回
)
、
七
一
・

五
て
さ
ら
に
二
筒
所
に
見
ら
れ
る
ロ
ヨ
え
コ
岳
丹
市
ロ
と
い
う
言
い
方
(
ラ
ン
ト
法
二
・
二
二
・
二
(
日
)
、
二
・
三
四
・
ニ
は
、
こ
の
え

コ

n
z
g
と
実
質
的
に
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
目
的
呂
田
内
〉
巧
〉

-
U
E
C
R
F門戸
ω・
品
。
一
戸
〉
ロ
g
・
5
H
は
以
上
の
趣
旨
に
補
正
し

て
お
き
た
い
。

(
阻
)
こ
の
言
い
回
し
は
次
の
一
八
〔
二
四
〕
箇
所
に
見
ら
れ
る
。
ラ
ン
ト
法
一
・
六
三
・
四
、
〔
一
・
六
九
〕
、
二
・
一

0
・
一
、
〔
二
・
一

0
・五〕、

二
・
二
二
・
六
、
二
・
一
四
・
一
、
〔
一
了
一
八
・
ニ
(
二
回
)
、
二
・
二
五
・
一
、
二
・
七
一
・
二
、
二
・
七
一
・
五
、
二
・
七
二
・
二
、
三
・

一
・
一
、
〔
向
上
〕
、
三
・
三
(
二
回
)
、
三
・
七
・
二
、
三
・
七
・
二
つ
三
・
七
・
四
、
一
二
・
八
、
〔
一
一
了
九
・
二
〕
、
三
・
一
二
六
・
二
、
三
・
四

五
・
一
一
、
三
・
五
五
・
二
。
た
だ
し
、
こ
の
う
ち
、
〔
一
了
一

0
・
五
〕
に
つ
い
て
は
、

2
R
号

B
E
以
下
は
後
代
の
補
遣
に
か
か
り
、
原

著
者
は
も
と
も
と
ユ
円
宮
市
ロ
の
語
を
目
的
語
な
し
に
用
い
て
い
る
の
で
す
で
に
前
註
(
即
)
に
数
え
て
あ
り
、
一
二
・
五
五
・
二
は
す
ぐ
後
に
述
べ

る
よ
う
に
「
処
刑
す
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
こ
れ
ら
一
〔
二
〕
箇
所
を
除
外
す
る
と
、
こ
こ
に
属
す
る
用
例
は
一
七
百
三
己
箇
所
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
も
、
目
的
百
戸

p
g〉
-
u
g
o
q
k
y
y
ω
-
k
v
m
v
N
W
〉ロ
B
-
H
N
N
は
、
以
上
の
よ
う
に
補
正
し
て
お
き
た
い
(
な
お
、
ラ
ン
ト

法
三
・
七
八
・
一
は
、
。
〈
巾
『

Z
Z
ロロ門同市ミ巾『

E
E
ロ
ロ
号
。
〈

q
R
2
(
5
4弓巾
-E印
巴
ロ
目
的
自
由
ロ
ロ
巾
印
ロ
ロ
ハ
同
巾
ヨ
同
開
巾
日
)
と
あ
り
、
も
と
も
と
D

〈巾吋』ロ・

ユ
nFZロ
と
い
う
言
い
方
に
は
属
し
て
い
な
い
)
。
ま
た
、
右
の
用
例
中
に
は
、
「
城
塞
」
お
よ
び
「
村
の
建
物
」
が
(
「
平
和
破
壊
者
」
と
見
な
さ
れ
て
)

刑
罰
を
受
け
る
事
例
が
含
ま
れ
て
い
る
(
ラ
ン
ト
法
二
・
七
二
・
二
、
三
-
一
・
一
)
。
両
者
(
特
に
「
城
塞
」
)
の
特
別
な
法
的
・
国
制
史
的
地
位
を

示
す
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。

(
邸
)
ラ
ン
ト
法
二
了
五
五
・
二
。
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ザクセンシュピーゲルにおける裁判(権)

(
瑚
)
裁
か
れ
る
事
案
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
場
合
(
前
註
(
別
)
の
目
的
語
を
欠
く
場
合
を
参
照
)
は
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
犯
罪
(
な
い
し
「
刑
事

事
件
」
)
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
と
、
裁
か
れ
る
事
案
が
明
示
的
に
「
民
事
事
件
L

に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ラ
ン
ト
法
二
・
一

0
・

五
と
コ
了
一
二
三
・
五
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
二
・
一

0
・
五
は
、
後
代
の
補
遣
の
部
分
(
前
註
(
飢
)
を
参
照
)
を
除
く
と
、
∞
岩
田
同

B
g

白ロ円山内『巾印}込山間
Z

Eロロ

gσ
ロロ円四

2
2
仏
品
目
ロ
∞
ロ
ロ
仏
巾
吋
ロ
ロ
間
内
コ
円
F
F
E
H
B
C片
岱
巾
ご
円
げ
片
巾
吋
巾
立
与
芯
ロ
(
人
が
禁
制
日

(
H
平
和
日
)
に
犯
罪
以

外
の
こ
と
で
訴
え
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
裁
判
官
は
(
禁
制
日
H
平
和
日
で
も
)
裁
く
こ
と
が
で
き
る
)
と
な
っ
て
お
り
、
著
者
が
ロ
ロ
岡
町
コ
門
町
丹
市
の
語

に
引
か
れ
て
(
す
な
わ
ち
、
犯
罪
は
裁
け
な
い
が
そ
れ
以
外
の
こ
と
な
ら
裁
け
る
、
と
考
え
た
た
め
に
)
そ
の
よ
う
な
(
例
外
的
な
)
言
い
回
し
に
な
っ

た
可
能
性
が
大
き
い
。
ま
た
、
も
う
一
つ
の
三
・
一
二
二
了
五
は
、
。
巾

E
E口
問
虫
色

o
w
コ
nF窓
口

E
Z
m
g
ロ
お
宮

s
r回
目
白
ロ
ロ

2
5
n
F丹市

堤
富
ロ
由
巳

g
-
E己
2
・
(
「
国
王
は
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
は
、
人
の
法
で
は
な
く
、
ラ
ン
ト
の
法
に
従
っ
て
裁
く
べ
き
で
あ
る
」
)
と
い
う
条
項
で
あ
る
が
、

ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
ア
イ
ゲ
ン
を
訴
求
す
る
事
案
は
、
一
言
に
し
て
言
え
ば
、
(
犯
罪
を
裁
く
た
め
の
)
「
刑
事
事
件
」
に

準
じ
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
単
な
る
「
民
事
事
件
」
と
は
一
吉
え
な
い
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
ヘ
二
九
頁
以
下
の
ほ
か
、
「
法
の
生
成
」

(8)

・
(
9
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
)
。

(
脳
)
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
二
(
二
回
)
、
一
・
二
・
四
、
〔
一
・
五

0
・
二
、
〔
一
・
五
七
〕
、
〔
一
・
五
人
・
二
、
一
・
五
九
・
一
(
二
回
)
、
一
-

六
一
・
一
、
一
・
六
三
・
一
、
一
・
六
五
・
三
、
一
・
六
七
・
一
(
二
回
)
、
一
・
七

0
・
三
(
二
回
)
、
二
・
二
、
ニ
・
五
・
一
、
二
・
八
、
二
・

一
0
・
五
、
二
・
二
了
一
五
、
二
・
一
三
・
一
、
二
・
二
二
・
入
、
〔
一
了
一
六
・
二
〕
、
二
・
一
七
・
一
、
二
・
一
七
・
二
、
二
・
四
五
二
了

六
四
・
三
、
二
・
六
七
、
二
・
七
二
・
二
、
三
-
一
・
一
、
三
・
七
・
二
、
コ
了
七
・
一
二
、
〔
三
・
九
・
二
、
三
・
九
・
五
、
一
二
・
一

0
・一、

三
・
=
了
二
、
三
・
二
二
、
三
・
一
四
・
二
、
コ
了
二
五
・
二
、
〔
一
一
了
五

O
〕
、
三
・
五
二
・
二
、
コ
了
六
四
・
二
、
三
・
六
六
・
四
、
三
-

七
0
・
二
、
コ
了
七
八
・
三
、
三
・
七
八
・
四
、
〔
一
一
了
八
八
・
四
〕
、
〔
一
一
了
九
一
・
二
。

(
師
)
レ

l
ン
法
二
三
・
一
、
七
二
・
七
、
七
六
・
二
。

(
胤
)
レ

l
ン
法
二
三
・
一
、
七
六
・
二
(
前
註
(
出
)
を
参
照
)
。

(
即
)
レ

1
ン
法
七
二
・
七
。

(
瑚
)
ラ
ン
ト
法
三
・
六
六
・
二
、
三
・
六
六
・
因
。

(
瑚
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
邸
)
の
末
尾
で
触
れ
た
ラ
ン
ト
法
二
・
七
二
・
二
を
コ
了
一
・
一
と
比
較
さ
れ
た
い
。

(m)
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
四
(
前
註
(
包
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
)
0

な
お
、
ラ
ン
ト
法
一
・
六
五
・
二
、
三
・
五

O
、
三
・
五
二
・
三
(
前
註
(
日
)
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説

に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
)
、
三
・
七
人
・
一
(
前
註
(
削
)
を
参
照
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(m)
具
体
的
に
は
、
村
内
で
日
中
に
起
き
た
三
シ
リ
ン
グ
よ
り
少
額
の
窃
盗
(
ラ
ン
ト
法
二
・
二
二
・
こ
。

(
問
)
ラ
ン
ト
法
一
・
一
一
一
八
・
一
、
二
・
二
二
・
一
。

(
問
)
「
法
の
喪
失
」
が
「
裁
判
能
力
の
喪
失
(
な
い
し
、
裁
判
無
能
力
)
」
(
の

R
R宮
E
E答
日
宮
芹
)
を
意
味
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り

石
川

J
2
Z
Z回
巾
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
序
に
一
言
し
て
お
く
と
、
ロ
ロ
官
三
円
F
Z
の
語
は
常
に
裁
判
所
な
い
し
裁
判
手
続
と
の
密
接
な
つ
な
が

り
に
お
い
て
現
れ
る
。
こ
の
点
、
昌
広
白
色
ロ
ロ
(
い
わ
ば
、
不
法
行
為
を
な
す
)
(
ラ
ン
ト
法
二
・
五
七
、
二
・
六
一
・
四
、
三
・
三
七
・
三
、
三
・

三
七
・
四
、
〔
一
一
了
九

0
・
乙
)
お
よ
び

E
Z注
目
仲
(
い
わ
ば
、
不
法
行
為
)
(
ラ
ン
ト
法
二
・
六
五
・
二
、
二
・
六
六
・
二
)
の
語
は
顕
著
な

対
照
を
な
し
て
お
り
、
ア
イ
ケ
以
後
の
補
遺
に
か
か
る
一
箇
所
(
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
三
八
・
ニ
)
を
除
い
て
、
裁
判
所
な
い
し
裁
判
手
続
と
の

関
連
が
見
ら
れ
な
い
。

(
山
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
目
的

-
m
-
u
g
g
E町
市
円
宮
内
日

g
骨
三
回
円

vgγ
、

E
S
E
-
R「少回向
H

・
H
-
E
N
C
・
ω目

8
・
〉
ロ
戸
叶
・
を
参
照
さ
れ
た
い
。

論
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SUMMARY OF CONTENTS 

Das Gericht im Sachsenspiegel 

Takeshi ISH1~A W A本

Dieser Aufsatz stellt eigentlich eine japanische Fassung meines deutschen 

Beitags mit demselben Titel dar， der bereits in Wirkungen europaischer 

Rechtskultur. Festschrift fur Karl Kroeschell zum 70. Geburtstag， hrsg. v. G 

KOBLER/H. NEHLSEN， 1977， gedruckt worden ist. So durfte ich diese deutsche 

Zusammenfassung ganz kurz verfassen， um interessierende Leser darum zu 

bitten，日nmittelbaran das deutsche Original heranzugehen 

1m Sachsenspiegel erscheint das Wort gerichte an 2 Stellen des Prologus， an 

164 Stellen des Landrechts und an 23 Stellen des Lehnrechts， insgesamt also an 

189 Stellen. Bereits aus dieser Verteilung des Qu巴llenbefundesstellen sich von 

selbst folgende Fragen: Warum erscheint denn das Wort gerichte in einer so 

imponierenden Mehrheit im Landrecht? oder Steht doch nicht in unserem 

Rechtsbuch das Gericht mit dem Landrecht in irgendeinem engen Zusammen 

hang? Jede Lehre vom Gericht im Sachsenspiegel muβvor allen Dingen imstande 

S巴in，darauf eine uberzeugende Antwort zu geben. 

ln diesem Aufsatz wird zunachst die Terminologie im Sachsenspiegel auf das 

Wort gerichte hin erschopf巴nduberpruft， dann auf die damit eng zusammen 

hang巴ndenW orter richtere an 167 Stellen， richt仰 an53 Stellen und unge門chte

an 51 Stellen， soweit es diese Fragen anbelangt. Durch diese Uberprufung der 

.Professor (emeritus) an der Hokkaido Universitat 
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Terminologie im Sachsenspiegel ist zunachst folgendes festzustellen. 

1m Sachsenspiegel ist das Wort gerichte in folgenden Bedeutungen gebraucht， 

凶 mlicha) in der Bedeutung der Gerichtsbarkeit， b) des Gerichtsbezirks， c) 

der Gerichtsversammlung oder des Gerichtshofs， d) des Richters als Trager 

oder Vertreter der (gerichtlichen) “Amtsgewalt" und e) des Urteils oder der 

Strafe. Zu bemerken ist dabei. das das Gericht vorherrschend im 

Zusammenhang mit einem Verbrechen oder mit der Gerichtsbarkeit daruber 

erscheint. Noch wichtiger ware es jedoch zu fragen， welch ein Gericht jeweils 

mit dem Wort gerichte gemeint ist. Wenn wir zunachst 2 Stellen im Prologus， die 

sich auf Gottes Gericht beziehen. beiseite lassen. ist an 4 Stellen， wo das 

geistliche Gericht gemeint ist， ausdrucklich vom geistleke隅 egerichte gesprochen 

An allen anderen Stellen bezeichnet das Wort gerichte ausschlieβlich das 

Gericht zu Landrecht， kein einziges Mal dagegen das Gericht zu Lehnrecht. 

Auch das Wort richte陀 beziehtsich ausschlieslich auf das Landrecht， bis auf 

die alleinstehende Ausnahme， wo zugleich der Richter zu Land-und Lehnrecht 

gemeint ist (Lnr. 69 ~8) . Dasselbe gilt auch fur die W凸rterrichten und 

叫.ngerichte.Zudem ist folgendes hinzuzufugen Besonders in der Formulierung 

仰げ jn. richt，仰 bedeutetdas W ort richten “jemanden (einen Verbrecher， 

besonders einen Friedensbrecher) zu ei問 rStrafe verurteilen" oder sogar 

“jemanden (freilich einen Verbrecher) hinrichten'¥Auch die zusammengesetzte 

Bildungsweise des Wortes仰 gerichtedeutet an， daβdas Verbrechen in unserem 

Rechtsbuch eine Negation des Gerichts oder einen Gegensatz zum Gericht 

darstellt. 

Aus dieser Uberprufung des einschlagigen Quellenbefundes konnen wir wie 

folgt Schlus folgern. 

In dem Prologus unseres Rechtsbuchs ist davon gesprochen:“Deshalb sollen 

s凶 alle，de間 1von Gott gerichte (1) anvertraut worden ist， so zu richten， das 

Gottes Zorn und sin gerichte (2) gnadig uber sie (oder durch sie hindurch) 

ergehen m凸gen".Hier sollen wir uns fragen， wie Gottes Gericht (2) uber die 

Menschen geschiet und in welchem Zusammenhang es mit den gerade 

davorstehenden Worten“Gottes Zorn" steht 

Gott beobachtet ganz genau das ganze Verhalten der Menschen und daraufhin 
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urteilt er uder sie. Findet er einen seinem WiJlen widerstehenden Menschen. so 

zurnt er uber diesen und wi¥l ihn nun bestrafen. Das mus Gottes 20rn und sein 

Gericht (2) sein. Deshalb hat Gott， eben um die ihm wid巴I討ehendenMenschen 

zu bestrafen， gerichte (1)，凶mlichdie Gerichtsbarkeit dem Papst und dem 

Kaiser anvertraut. Das ware immerhin die 巴inzigmogliche Auslegung der 

einschlagigen SteJle des Prologus， die mit der Terminologie im ganzen Text 

unseres Rechtsbuchs v凸Jligin Einklang steht 

Wenn dem so ist， ware es nicht mehr so schwierig， die gesuchte Antwort zu 

finden. Fur unseren Spiegler stellt nur ein Gericht， das die Aufgabe， Gottes 

20rn und sein Gericht in dieser Welt ergehen zu lassen， auf sich nimmt， das 

Gericht im echten Sinne dar. Auch das geistliche Gericht nimmt sie mit der 

geistlichen Strafe wahr. EbenfaJls erfullt das Gericht zu Landrecht mit dem 

weltlichen Mittel diese Aufgabe. Mit der Waffe der peinlichen Strafe jedes 

Verbrechen zu bekampfen und damit den Frieden zu bewahren， ist ja seine 

Hauptaufgabe. Dageg巴nist das Gericht des Herrn nur zur Verhandlung uber 

seine Mannen und uber d巴renLehn berechtigt. Hinsichtlich seiner verfugbaren 

Mittel ist es hochstens auf die Einziehung des Lehns beschrankt， die der Mann 

auch mit seinem Unschuldeid widerlegen kann. Solch ein Gericht ist fur unseren 

Spiegler nicht den Namen eines Gerichts wert. Daher ist im Sachsenspiegel das 

Wort gerichte mit den ihm nahestehenden Wortern richtere， richten und 

ungerichte zusammen ausschlieβlich in Bezug auf das Landrecht gebraucht， in 

Bezug auf das Lehnrecht dagegen so konsequent vermieden. 
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